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建設経済委員会（分科会） 次第 

 

日時：2019 年９月 17 日(火) 9:30～ 

場所：第３委員会室 

 

１ 開  会 

 

 

２ 委員長あいさつ 

 

 

３ 協議事項 

 ⑴ 付託案件の審査（～別紙付託分類表のとおり～） 

     

 

 

 

 

 

 ⑵ その他 

 

 

 

４ 閉  会 
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令和元年第２回豊岡市議会（定例会）議案付託分類表 

 

【建設経済委員会】 

  報告第15号 専決処分したものの報告について 

   専決第９号 損害賠償の額を定めることについて 

   専決第10号 訴えの提起について 

   専決第11号 和解の申立てについて 

  報告第18号 放棄した債権の報告について（水道事業会計） 

  第67号議案 平成30年度豊岡市水道事業剰余金の処分について 

  第68号議案 平成30年度豊岡市下水道事業剰余金の処分について 

  第73号議案 豊岡市公園の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例制定

について 

  第84号議案 令和元年度豊岡市太陽光発電事業特別会計補正予算（第１号） 

  第85号議案 令和元年度豊岡市水道事業会計補正予算（第１号） 

  第86号議案 令和元年度豊岡市下水道事業会計補正予算（第２号） 

  第95号議案 平成30年度豊岡市太陽光発電事業特別会計歳入歳出決算の認定につ

いて 

  第96号議案 平成30年度豊岡市水道事業会計決算の認定について 

  第97号議案 平成30年度豊岡市下水道事業会計決算の認定について 

  第98号議案 平成30年度豊岡市農業共済事業特別会計決算の認定について 

 

 

 

 

 

予算決算委員会付託議案に係る分科会分担表 

 

【建設経済分科会】 

  報告第17号 放棄した債権の報告について（一般会計） 

  第77号議案 令和元年度豊岡市一般会計補正予算（第２号） 

  第87号議案 平成30年度豊岡市一般会計歳入歳出決算の認定について 
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 令和元年９月定例会 

建設経済委員会・（分科会） 審査日程表 

審 査 日 程 所 管 部 等 名 審  査  区  分 予想時間 

９月17日（火） 

９：30～ 

 

 

第３委員会室 

 

【農業委員会】 
○分第 87 号議案 各会計決算認定 

・所管事項にかかる歳出・歳入 

＜説明・質疑＞ 

 

9:30～ 

  9:45 

【各振興局】 

地域振興課 

城崎温泉課 

【環境経済部】 

環境経済課 

大交流課 

○分第 87 号議案 各会計決算認定 

・所管事項にかかる歳出・歳入 

・財産調書 

＜説明・質疑＞ 

9:30～ 

  12:00 

【コウノトリ共生部】 

農林水産課 

コウノトリ共生課 

地籍調査課 

 

○分第 87 号議案 各会計決算認定 

※太陽光発電事業特別会計を除く 

・所管事項にかかる歳出・歳入 

・財産調書 

＜説明・質疑＞ 

 

13:00～ 

  14:20 

コウノトリ共生課 

 

 

 

 

農業共済課 

○第 95 号議案 太陽光発電事業特別会計 

・所管事項にかかる歳出・歳入 

・実質収支調書 

＜説明・質疑・討論・表決＞ 

 

○第98号議案 農業共済事業特別会計決算

認定 

＜説明・質疑・討論・表決＞ 

 

【都市整備部】 

建設課 

都市整備課 

建築住宅課 

用地課 

○分報告第 17 号 放棄した債権の報告 

＜説明・質疑・討論・表決＞ 

○分第 87 号議案 各会計決算認定 

・所管事項にかかる歳出・歳入 

・財産調書 

＜説明・質疑＞ 

14:30～ 

  15:50 



 2

審 査 日 程 所 管 部 等 名 審  査  区  分 予想時間 

 【上下水道部】 

水道課 

下水道課 

 

 

○分第 87 号議案 各会計決算認定 

・所管事項にかかる歳出・歳入 

 

＜説明・質疑・討論・表決＞ 

 

○報告第 18 号 放棄した債権の報告 

＜説明・質疑・討論・表決＞ 

 

○第96号議案 水道事業会計決算認定 

＜説明・質疑・討論・表決＞ 

 

○第97号議案 下水道事業会計決算認定 

＜説明・質疑・討論・表決＞ 

16:00 ～

17:10 

 

 

 建設経済委員 ≪委員会・分科会意見・要望まとめ≫ 

分科会 

○分報告第 17 号 放棄した債権の報告 

○分第 87 号議案 各会計決算認定 

 

委員会 

○報告第 18 号 放棄した債権の報告 

○第 95 号議案 太陽光発電事業特別会計 

○第96号議案 水道事業会計決算認定 

○第97号議案 下水道事業会計決算認定 

○第98号議案 農業共済事業特別会計決算 

 

17:10 ～

18:00 

※ 午前中の部署は全部署 9：30 までに入室いただき、農業委員会の終了・退席後、各振興局と 

環境経済部を合同で説明・質疑を行います。 

午後は、部単位で入室いただき、説明・質疑を行い、説明・質疑が終了した部は退席いただきま 

す。 

○分予算決算委員会 建設経済分科会分担議案、○建設経済委員会 付託議案 

※ 17日中に決算認定の討論、表決を行い委員会要望意見の取りまとめを行います。 
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審 査 日 程 所 管 部 等 名 審   査   区   分 

９月18日（水） 

９：30～ 

 

 

第３委員会室 

 

【環境経済部】 

環境経済課、大交流課 

 

【コウノトリ共生部】 

農林水産課、コウノトリ共生課、 

地籍調査課、農業共済課 

 

【都市整備部】 

建設課、都市整備課、建築住宅課、 

用地課 

 

【出石振興局】 

地域振興課 

 

【但東振興局】 

地域振興課 

 

【上下水道部】 

水道課、下水道課 

 

【農業委員会】 

 

 

 

《付託案件》 

＜個別に説明・質疑・討論・表決＞ 

 

○報告第 15 号 

  専決第９号 

  専決第 10 号 

  専決第 11 号 

○第 67 号議案 

○第 68 号議案 

○第 73 号議案 

○分第 77 号議案 

○第 84 号議案 

○第 85 号議案 

○第 86 号議案 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

建設経済委員 《委員会審査意見、要望のまとめ》 

分科会 

○分第 77 号議案 

 

委員会 

○報告第 15 号、○第 67 号議案 

○第 68 号議案、○第 73 号議案、 

○第 84 号議案、○第 85 号議案、 

○第 86 号議案 

 ※ 全部署そろって午前 9：30 開始で、全部署の終了をもって全員退席します。 
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午前９時２５分開会 

○委員長（西田  真） 皆さん、おはようございま

す。 

 すっかり涼しくなったと言いたいんですけど、ま

だまだ残暑が厳しいのでお体ご自愛していただき

たいと思います。 

 そして、台風１５号では、千葉県の南房総のほう、

大変な被害になっておりまして、当時は９３万戸ぐ

らい停電があって、現在でも、昨日の１８時現在で

したか、７万３，６００軒ぐらいまだ停電が続いて

おるということで、１週間たってもこのような状態

で、大変な生活を強いられとると思います。そして、

復旧は２７日の予定ということで、大変な状況が続

くというような状況であります。 

 豊岡市も平成１６年で、台風２３号がありました

けど、そういうことを踏まえて、ふだんから防災シ

ステムを高めていただきたいと思ってますので、よ

ろしくお願いしたいと思います。 

 それでは、着座で進めさせていただきます。 

 それでは、ただいまから建設経済委員会を開会さ

せていただきます。 

 本日の委員会の説明補助員として、建築住宅課、

谷垣秀人課長補佐の出席について申し出があり、許

可をしておりますので、ご了承願います。 

 一般会計に関する予算及び決算関係議案につき

ましては、予算決算委員会に付託され、当委員会は、

建設経済分科会として担当部分の審査を分担する

ことになっています。 

 したがいまして、議事の進行は委員会と分科会を

適宜切りかえて行いますので、ご協力をお願いしま

す。 

 これより、協議事項１番、付託案件の審査に入り

ます。 

 審査につきましては、お手元に配付しております

審査日程表のとおり、議案審査の順序を入れかえ、

本日は平成３０年度各会計歳入歳出決算の認定に

ついての説明、質疑、討論、表決及び委員会審査意

見、要望の取りまとめまでを行います。 

 あす、１８日にその他の議案の説明、質疑、討論

及び表決を行った後、議案全体についての委員会意

見、要望の取りまとめを行うことといたしたいと思

います。 

 これにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（西田  真） ご異議なしと認め、そのよ

うに決定しました。 

 なお、当局の説明は、基本的には部単位で組織順

としますが、スムーズに進行したいので、審査日程

表のとおり、午前の行程を一部変更しております。

午前は、まず農業委員会の説明、質疑を行い、農業

委員会の退席後、各振興局、城崎温泉課の説明、質

疑、環境経済部の説明、質疑を一括して行います。

午後は、コウノトリ共生部、都市整備部、上下水道

部の順に、部ごとに説明及び質疑を行いたいと思い

ます。 

 今回の各会計決算認定の説明は、新規事業、前年

度から大きな変更のあった事業及び主要事業等を

主として説明していただくよう、当局に依頼してお

きますのでご了承願います。 

 委員の皆さん、当局の皆さん、質疑、答弁に当た

りましては、くれぐれも要点を押さえて簡潔明瞭に

行うなど、スムーズな議事進行に格別のご協力をお

願いいたします。 

 また、委員会中の発言につきましては、必ず委員

長の指名を受けてから、マイクを使用して名前を言

ってから発言いただきますよう、改めて注意をお願

いいたします。 

 ここで、委員会を暫時休憩いたします。 

午前９時２８分 委員会休憩 

──────────────────── 

午前９時２８分 分科会開会 

○分科会長（西田  真） ただいまより建設経済分

科会を開会いたします。 

 それでは、第８７号議案、平成３０年度豊岡市一

般会計歳入歳出決算の認定についてを議題といた

します。 

 まず、農業委員会から説明をお願いします。 

 なお、説明に当たっては、必要に応じて資料のペ
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ージ番号をお知らせください。よろしくお願いいた

します。 

 農業委員会、宮﨑局長。 

○農業委員会事務局長（宮﨑 雅巳） ８７号議案、

一般会計決算認定について、農業委員会所管部分を

説明させていただきます。 

 豊岡市決算書の２４６ページ、２４７ページをお

開きください。それでは、２４６ページ、７ページ

の下段です。農業委員会費です。２４７ページ、一

番右の備考欄でお願いいたします。備考欄、人件費

の中の委員報酬１，７８１万８，３０４円ございま

す。内訳としましては、農業委員７９５万円、農地

利用最適化推進委員９８６万８，３０４円でござい

ます。 

 農業委員会は平成２７年の法改正により、農地法

等の許可に係る業務に加え、新たに農地利用最適化

の推進が必須業務と位置づけられました。本市では、

２９年度より農業委員が１９名、農地利用最適化推

進委員が２５名の新体制で活動しており、本決算年

度は任期３年のうちの２年目に当たります。各委員

におきましては、農地利用最適化の活動の方法等に

ついて理解が進み、行動を起こせるようになってき

ております。本年度は特に、遊休農地化した農地の

耕作再開はなかなか難しいことから、早目に見つけ

て、遊休農地になる前に担い手等につなぐというよ

うな活動を重点に行って、多少の効果は上げてきて

おります。 

 続きまして、次のページでございます。２４８ペ

ージ、２４９ページの中の、２４９ページの右端、

備考欄を説明いたします。農業委員会費４７３万８，

７１１円でございます。事務局の運営経費でござい

ます。昨年度と比べまして、３５万７，６２４円の

減額となっております。主な要因ですが、昨年度は、

先ほど申しました委員の任期１年目でございまし

て、委員活動に必要な作業服、事務用品等をそろえ

るための支出がありましたが、当該年度はその必要

がないための減額となっております。主な費用を説

明いたします。備考欄の上から１３行目あたり、業

務委託料の中の会議録作成業務につきまして、４３

万９，６６１円は毎月開催しております総会の会議

録でございます。その下、農家台帳システム改修業

務につきまして、１７万２，８００円ですが、これ

は農家台帳の元号がかわりましたためのシステム

改修経費でございます。その下の自動車借り上げ料

２２万８，２６０円につきましては、委員等の視察

のためのバスの借り上げ料でございます。３０年度

は松江市農業委員会のほうに視察に行っておりま

す。その下、ＯＡソフト借り上げ料９７万２，００

０円につきましては、農家台帳の借り上げ料でござ

います。４ライセンスを使って、業務に当たってお

ります。その１つ飛びまして、負担金につきまして

は、兵庫県農業会議の負担金８６万５，０００円と、

県下の農業委員会職員協議会の負担金２万１，１０

０円でございます。その下です。農業者年金事務費

２９万７，５６５円につきましては、農業者年金を

事務委託を受けておりますので、その推進に当たる

事務経費でございます。 

 以上が歳出でございます。 

 それでは、歳入を説明いたします。ページのほう

が、３３ページをお開きください。３３ページの備

考欄、上から３つ目の欄の農業証明手数料８万４，

０００円のうち、４万５，０００円が農業委員会に

係る証明手数料です。耕作証明あるいは非農地証明

等を証明手数料として歳入いたしております。 

 続きまして、４５ページをお開きください。４５

ページ、４６ページの一番下の備考欄でございます。

農林水産業費県補助金の中の上から３行目、農業委

員会交付金５９２万２，０００円でございます。こ

れにつきましては、農業委員会法に基づきまして、

県より均等割、農家戸数割、経営耕地面積割等によ

って交付されるものでございます。豊岡市では職員

の人件費に充当いたしております。その３行下の機

構集積支援事業費補助金１０５万円につきまして

は、農地中間管理機構が担い手への農地の集積集約

化を推進するに当たって、農業委員会が関連する業

務を適切実施できるよう補助するものであります。

本市におきましては、農地法に基づく事務の適正化

のため、農家台帳システムの整備運用に係る臨時職
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員賃金に充てております。 

 １ページめくっていただきまして、４７ページの

上から９段目、農地利用最適化交付金３０８万４，

０００円です。これにつきましては、農地利用の最

適が必須業務になって、新制度にあわせて新設され

た補助金でございまして、推進委員等の活動が対象

となり、委員等の報酬に充てております。この補助

金によりまして、人数、旧体制よりふえているんで

すけど、ふえた分がほぼこの補助金で賄えていると

いうような状況でございます。その２つ下、国有農

地等管理処分事業事務取扱交付金６万６，０００円

につきましては、国有地の管理事務に対して県から

交付されるものです。主な事務内容は、竹野地域に

おける国有農地の使用料の徴収事務でございます。 

 続きまして、６５ページをお開きください。少し

細かくなるんですが、その一番下の雑入の欄の広告

料の４段目、農業委員会だよりの広告料６万円を歳

入しております。農業委員会だよりに、１件１万円

の枠で、６者いただいて、広告を掲載いただいてる

経費でございます。 

 その次のページ、６７ページの上からちょうど３

分の１ぐらいのところに、農業普及活動事務費５万

７，０４０円というのがございます。こちらは、全

国農業会議所が発行します全国農業新聞の取り扱

い事務費で、農業委員会の情報を周知するための新

聞でございまして、その取り扱い事務費でございま

す。そこから、また３分の１ほど下がっていただい

たところに、委託料という欄がございます。委託料

の一番上、農業者年金業務７２万３，７００円につ

きましては、年金基金から委託を受けて業務してま

すので、その委託金でございます。 

 以上、簡単ですが、農業委員会の決算の説明でご

ざいます。よろしくお願いします。 

○分科会長（西田  真） 説明は終わりました。 

 質疑はございませんか。 

 福田副委員長、どうぞ。 

○委員（福田 嗣久） 農業委員さんと、農地利用最

適化推進委員ですか、これ、制度改正で変わってき

たんですけども、これ、報酬は農業委員さんそれぞ

れ幾らでしたかな、あるいは最適化委員さん。 

○分科会長（西田  真） はい、どうぞ。 

○農業委員会事務局長（宮﨑 雅巳） 報酬につきま

しては、農業委員の一般の委員さんが月額３万３，

７００円、それから最適化推進委員さんの月額が３

万３，２００円ということで、ほぼ近い金額でござ

います。 

○分科会長（西田  真） 福田副委員長。 

○委員（福田 嗣久） きのう、ちょっとある地区の

敬老会に行っておりまして、３年ぐらい一等地が放

置されとるんで、この辺が利活用できないんかなと

いう話を聞いておりまして、こういったことを、先

ほど担い手につなぐということをおっしゃってま

したけども、基本的には利用最適化推進委員さんの

お仕事みたいなもんですか。 

○分科会長（西田  真） はい、どうぞ。 

○農業委員会事務局長（宮﨑 雅巳） そうです。地

区を限定して、最適化推進委員さんを置いてますの

で、その人の仕事ですし、農業委員も同様に仕事を

してもらってますので、どちらか協力し合ってとい

うことになります。 

○委員（福田 嗣久） なるほどね。わかりました。

もったいないねいう話をしましたので、農地として、

了解しました。 

○分科会長（西田  真） よろしいですか。 

 ほかにありませんか。 

 伊藤委員。 

○委員（伊藤  仁） 農業者及び活動事業費の中で、

農業新聞のことを言われておりました。どれぐらい

の方がとられていて、何をされているのかというこ

とを聞きたいんです。豊岡市のほうが住所地書いた

りして、どのような作業されているのか。何の活動、

事務費がいただいているのか、そのあたりを具体的

に。 

○分科会長（西田  真） 宮﨑局長。 

○農業委員会事務局長（宮﨑 雅巳） 新聞につきま

しての事務費というのは、新聞をとっておられる方

の新聞代を徴収して、全国農業会議所に納めており

ます。 
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 人数につきましては、取り扱い部数が今、１，８

５２、時点はちょっと昨年度になってしまいますが、

１，８５２という数字をおさえております。 

 内容につきましては、農業委員会がどのような活

動してるか、あるいは国の動きがどんな動きになっ

てるかっていうような内容がありまして、農業委員

会の情報を周知するための新聞ということになっ

ておりますので、これを私らの事務として取り扱っ

ているというとこでございます。 

○委員（伊藤  仁） 結構です。 

○分科会長（西田  真） よろしいか。 

○委員（伊藤  仁） はい。 

○分科会長（西田  真） ほかにありませんか。 

 質疑を打ち切ります。 

 それでは、宮﨑局長については、退席いただいて

結構でございます。お疲れさんでした。 

 続きまして、第８７号議案について、各振興局、

城崎温泉課の説明をお願いします。 

 説明は、歳出、続いて所管に係る歳入、最後に財

産調書の順でお願いします。 

 質疑は、全体の説明が終わった後に、一括して行

います。 

 それでは、お願いします。 

 はい、どうぞ。 

○城崎振興局地域振興課参事（丸谷 祐二） それで

は、決算書の１０３ページをお開き願います。１０

３ページの一番の枠、前ページからの続きでござい

ます。財産管理費のうち、城崎振興局分についてご

説明をいたします。 

 １行目の手数料９７万４，２６８円のうち、８０

万６，７６０円、鴻の湯駐車場のブロック塀撤去工

事に係る手数料でございます。８０万６，７６０円

を含んでおるものでございます。それから、４行下、

設置工事費です。１，５８９万７，３２０円のうち、

この中に３つの工事の費用を含めております。１つ

目が木屋町小路のブロック塀撤去復旧工事７０万

２，０００円、２つ目が木屋町駐車場のブロック塀

撤去復旧工事１２６万１，４４０円、３つ目が鴻の

湯駐車場のフェンス復旧工事でございます、１０４

万４，３６０円、以上の３点合計３００万７，８０

０円を含むものでございます。 

 次に１３１ページをお開き願います。１３１ペー

ジの中ほどでございます。城崎振興局プロジェクト

事業費です。その下、３行目、業務委託料、街路樹

整備業務についてでございます。これにつきまして

は、例年と内容としては変わりませんが、柳の植え

かえ、それから桜の剪定と植えかえ、消毒等を実施

した経費でございます。その次、補修工事費です。

桜や柳と並びまして、城崎温泉の景観を形成する重

要な要素であります太鼓橋が架橋から９０年以上

が経過をして、表面のひび割れや石灰化等の劣化が

見られております。このため、温泉街の風情に配慮

しながら、表面の補修を実施する美装化工事を実施

したものでございます。平成３０年度につきまして

は、市の管理する４つの太鼓橋のうち、桃島橋、ち

ょうど王橋から下流向きに３つ目、下流側から見ま

すと２つ目の橋になりますが、こちらの桃島橋の美

装化工事を実施ことに係るものでございます。その

下、地域おこし協力隊推進事業費でございます。こ

れは、城崎温泉観光協会におきまして、城崎文芸館

を活用した活動に従事をしております隊員１名分

の１年間の経費でございます。平成２８年６月から

従事をいただいておりまして、３カ年目の経費とい

うことになります。 

 続きまして、２８５ページをお願いします。中ほ

ど、３つ目の枠でございます。７行目、城崎商工施

設管理費でございます。これ、麦わら伝承館に係る

ものでございます。そのうちの修繕費ですけれども、

これは城崎麦わら細工伝承館の入り口にございま

す案内看板が、平成３０年２月の豪雨によりまして

破損したことから、この取りかえを行ったものでご

ざいます。同じページの一番下、城崎文芸館管理費

でございます。城崎文芸館は平成８年３月に竣工さ

れておりまして、もろもろの設備での老朽化が顕著

になってきております。 

 次ページ、２８７ページの１行目でございます。

修繕費なんですけれども、一昨年の平成２９年９月

に関西電気保安協会による点検を受けた際に、指摘
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を受けましたキュービクルの部品交換に係る修繕

料でございます。その下４行目、投資委託料です。

本年度、城崎文芸館で実施をしております空調、そ

れから照明、トイレ、それから足湯等の改修工事に

向けました実施設計に係る委託料でございます。 

 続きまして、もう１枚ページをめくっていただき

まして、２８９ページ中ほどあたりの、城崎観光施

設管理でございます。項目名から見まして、３行目

の修繕料です。平成３０年に駅前にありますさとの

湯のイベント広場の屋根瓦が落下するということ

がございました。その修繕に係る費用ということで

実施をしたものでございます。下から４行目から５

行目になります。城崎温泉交流センターさとの湯の

補修工事費でございます。１つ目がさとの湯の足湯

の修繕に係るものがございます。３６万１，８００

円でございます。さとの湯の足湯といいますのは、

石を張りつけた構造になっておりまして、非常に細

かい部分の掃除が非常にしにくいということで、不

衛生だというふうな利用者の方からの苦情もお聞

きをしておりました。そのため、維持管理のしやす

いような表面を改修する工事を実施したものでご

ざいます。それから、同じく洋風露天風呂の改修に

係ります浴槽改修の経費４９６万８，０００円を執

行いたしております。これ、漏水のおそれがあると

いうことで改修をしたものでございます。最後に３

つ目として、冷温サウナ、ペンギンサウナと呼んで

おりますけれども、これは機器の老朽化によりまし

て、これを廃止をするための工事を実施したもので

ございます。こちらの経費が１５０万４，４４０円、

合計で６８３万４，２４０円を執行いたしておりま

す。 

 続きまして、３０５ページをお願いします。一番

上の枠の１０行目になります。前ページから続きま

す排水機樋門管理費の業務委託料でございます。ご

み撤去業務ということで、１９万２，２４０円執行

いたしております。これは、城崎排水機場のスクリ

ーンにかかりましたじんかい処理に係る委託料で

ございます。 

 歳出につきましては以上です。 

 それでは、続きまして、歳入についてご説明申し

上げます。まず、７７ページの中ほどをごらんくだ

さい。上から５つ目の枠になります。上から５つ目

の枠、地域振興事業債についてでございます。先ほ

どご説明させていただきました太鼓橋の美装化に

充当しているものでございます。 

 次に、１ページめくっていただきまして、７９ペ

ージの上から５つ目、観光施設整備事業債でござい

ますが、これも先ほどご説明させていただきました

城崎文芸館の改修工事に係る実施設計業務、これの

委託料に充当しているものでございます。 

 ８３ページを最後にごらんください。過疎対策事

業債のうち、城崎振興局分といたしまして、イベン

ト花火事業に６００万円、文芸館の管理費、指定管

理料ですけれども、これに５００万円の合計１，１

００万円が城崎振興局分として充当いたしており

ます。 

 城崎振興局からは以上です。 

○分科会長（西田  真） はい、どうぞ。 

○城崎温泉課長（植田 教夫） 私のほうからは１点、

２７５ページをごらんください。（「どこ」と呼ぶ

者あり）２７５ページです。 

 商工総務費の備考の欄の一番最後の欄でござい

ます。城崎町湯島財産区特別会計繰出金に３，００

０万円繰り出しをいたしております。これは、合併

協議で決まっております定額の金額でございます。

用途といたしましては、泉源管理等に充当させてい

ただいております。以上です。 

○分科会長（西田  真） 続きまして、竹野振興局。 

 榎本地域振興課参事。 

○竹野振興局地域振興課参事（榎本 啓一） それで

は、歳出のほうから説明をさせていただきますので、

よろしくお願いいたします。 

 では、１３３ページをお開きください。備考欄、

下から７行目、竹野振興局プロジェクト事業費のう

ち、補助金につきましては、地域住民と芸術家が共

同して実施いたしました、三原谷の川の風まつりに

対し、実行委員会への補助と竹野の認知度向上を目

的として実施されておりますキャラバン活動、地域
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ＰＲパンフレットの撮影等に対し、竹野観光協会へ

補助したものです。 

 続きまして、次のページ、１３４ページをごらん

ください。備考欄、上から２行目、地域おこし協力

隊推進事業費につきましては、竹野地域内で活動し

ていた４名の協力隊員のうち、新規隊員を除く２名

分に係る活動費用です。新規隊員２名分につきまし

ては、まちづくり推進費のほうで計上されています。 

 ページ戻りまして、１１３ページのほうをお開き

ください。１１３ページ、備考欄中段よりやや少し

上に、地域おこし協力隊推進事業費３，１７６万９，

１１８円のうち、５８２万２，４２２円が竹野地域

で活動しておりました新規隊員２名分に係る活動

費用です。 

 続きまして、また、１３４ページのほうにお戻り

ください。備考欄中ほど、川湊再生プロジェクト事

業費は、竹野地域を行ってみたい、住んでみたい、

住み続けたい魅力ある地域とするため、平成３０年

度からスタートしました川湊再生プロジェクト事

業のキックオフイベントとして行った劇団わらび

座公演の実施に伴う費用です。 

 続きまして、２６５ページをお開きください。備

考欄、下から９行目、竹野ふるさと生きがいセンタ

ー管理費につきましては、椒地域にある施設の維持

管理経費です。 

 続いて、２８７ページのほうごらんください。備

考欄、上から１０行目、竹野北前館管理費は、北前

館の管理に関する経費といたしまして、主なものと

して、エレベーターの部品交換費及び排水ポンプの

交換等に係る修繕料と、指定管理料が主なものとな

っております。 

 続きまして、２９１ページをお開きください。備

考欄の一番上、竹野観光施設管理費は、竹野観光セ

ンター、弁天浜キャンプ場などの維持管理経費と、

海岸の清掃と漂着ごみの処理にかかった委託料で

す。 

 続きまして、２９３ページお開きください。備考

欄の上から６行目、竹野観光トイレ管理費につきま

しては、竹野海岸にあります１０カ所の観光トイレ

の管理費です。 

 歳出については以上です。 

 続きまして、歳入のほうを説明させていただきま

す。２７ページをお開きください。備考欄の一番下、

竹野ふるさと生きがいセンター使用料につきまし

ては、施設の使用料収入を計上しております。 

 続きまして、次のページ、２９ページをお開きく

ださい。備考欄、上から５行目、温泉使用料のうち、

竹野温泉分につきましては、契約しております町内

のホテル、旅館等に温泉を配湯した際に、使用料を

いただいたものです。 

 続きまして、６９ページをお開きください。備考

欄中段あたり、「北前ザンブリコ」公演につきまし

ては、川湊再生プロジェクト事業のキックオフイベ

ントとして行いましたわらび座公演のチケットの

売り上げ分です。 

 続いて、次のページ、７１ページをお開きくださ

い。上から６行目、光熱水費等使用者負担金の弁天

浜野営場分につきましては、７月、８月の夏の弁天

浜野営場の電気料、上下水道料金として、竹野観光

協会より使用者負担金として納入していただいた

ものです。 

 続きまして、８３ページをお開きください。備考

欄の一番下、過疎対策事業費のうち、竹野振興局部

分といたしましては、三原谷の川の風まつり事業、

地域情報発信事業、川湊再生プロジェクト事業、竹

野北前館管理費の４事業の１，３２０万円がこの中

に含まれております。 

 私からは以上です。 

○分科会長（西田  真） 続きまして、日高振興局。 

 中川地域振興課参事。 

○日高振興局地域振興課参事（中川 光典） それで

は、まず、歳出について説明をいたします。 

 １１３ページをお開きください。それぞれ備考欄

をごらんいただきたいと思いますので、今後よろし

くお願いします。中段より少し上の地域おこし協力

隊推進事業費ですけども、平成３０年度より日高で

は２人の協力隊を受け入れており、これに係る活動

費用でございます。 
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 次に、１３７ページをごらんください。中段より

少し下です。日高振興局プロジェクト事業費のうち、

１行目の報償費につきましては、日高地域の先輩に

学ぶ会３回分の講師謝礼です。また、２行目の普通

旅費は、劇団誘致後のまちづくり先進地視察、富山

県利賀村等でございますが、こちらのほうへの旅費

でございます。３行目の修繕料につきましては、１

区当たり３０万円を限度としまして、区内環境改良

事業による水路等の補修で、当年度は１４事業ござ

いました。最下段の補助金は、溶岩流活用地域振興

プロジェクト事業で作成しました溶岩流パンフレ

ット８，０００部の費用でございます。 

 次に、１４９ページをごらんください。中段より

少し上です。上から１３行目です。電源立地地域対

策事業金事業でございます。八反の滝駐車場の整備

測量と、それから八反の滝遊歩道の改修工事を行っ

ております。財源には電源立地地域対策交付金を充

てております。 

 次に、２５１ページをごらんください。下から３

行目の農業振興事業費の事業用備品が日高振興局

分でございます。殿さんそばの食器洗浄機購入によ

るものですけども、費用の２分の１が指定管理者の

負担となっております。 

 次に、２８７ページをごらんください。ちょうど

真ん中あたりです。神鍋温泉ゆとろぎ管理費のうち、

土地借り上げ料は地元、栗栖野区からの借り上げ料

でございます。その下の道の駅神鍋高原管理費です

が、修繕料はイベントホールの改修と、それから高

圧設備改修の費用でございます。さらに、その下の

湯の原温泉オートキャンプ場管理費ですけども、こ

ちらのほうの修繕料につきましては、給水用揚水ポ

ンプユニット更新工事、汚水ポンプ更新工事、電源

ボックス取りかえ工事を行ったものでございます。

その下の神鍋高原キャンプ場管理費も日高振興局

分です。平成２９年度から指定管理に移行しており

ます。 

 次に、２９１ページをごらんください。中段より

少し上にございます。日高観光施設管理費ですけど

も、維持管理費委託料につきましては、阿瀬渓谷ル

ート整備事業委託として、日高神鍋観光協会へ１２

万９，０００円、清滝溶岩流遊歩道整備委託として、

桜・清滝の郷きよたきに１２万４００円を支払った

ものでございます。 

 次に、２９３ページをごらんください。上から１

１行目です。日高観光トイレ管理費ですけども、神

鍋高原キャンプ場入り口公衆トイレほか、３つの公

衆トイレの管理費でございます。修繕料につきまし

ては、神鍋登山口トイレの漏水工事、修繕工事によ

るものでございます。 

 次に、３１７ページをごらんください。上から７

行目です。河川総務費の日高振興局分は、国府桜づ

つみの経費です。手数料につきましては、滑り台の

撤去費用で５万６，１６０円です。 

 次に、３２１ページをごらんください。下から９

行目です。Ｗｅぷらざの管理費でございます。この

修繕料でございますが、自由通路、天井板改修工事

と、それから駅西街路灯、ＬＥＤ電球の取りかえ工

事などを行っております。 

 次に、３２５ページをお開きください。真ん中よ

りやや下でございます。日高駐車場の管理費でござ

います。修繕料につきましては、除雪機の点検、修

理、それから紙幣識別機交換等の費用でございます。 

 歳出については以上でございます。 

 続きまして、歳入について説明をいたします。２

７ページをごらんください。ちょうど真ん中あたり

でございます。行政財産目的外使用料のうち、４，

２０７円がＷｅぷらざのうちの公衆電話等の設置

料金でございます。同じページの最下段部分、日高

農林産物加工研修所の使用料が７万１，０００円で

ございます。利用団体は６団体、延べ日数の利用が

８３日間でございました。 

 それから、１枚めくっていただきまして、２９ペ

ージの４枠目でございます。温泉使用料の神鍋温泉

部分が日高振興局分でございます。同じページのち

ょうど真ん中あたり、駐車場使用料の江原駅周辺駐

車場使用料で、こちらのほうが日高振興局分でござ

います。 

 次に、４３ページをお開きください。最上段です。
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電源立地地域対策事業費交付金４４０万円でござ

いますが、こちらが日高振興局分で、先ほど歳出の

ほうで説明させていただきましたけども、八反の滝

駐車場の測量、それから遊歩道の道路の補修等に充

てております。 

 以上で、日高振興局分の説明を終わります。 

○分科会長（西田  真） 次は、出石振興局。 

 阪本地域振興課長。 

○出石振興局地域振興課長（阪本 義典） それでは、

歳出から説明をさせていただきます。 

 決算書のページ、１３９ページをごらんください。

中ほどより少しのほうになります、下から１６行目

のところでございます。出石振興局プロジェクト事

業といたしまして、５２９万１，５７２円を計上し

ております。修繕料につきましては、道路、水路等

の区内環境整備事業としまして、３３８万２，９１

２円を上げております。要望の緊急性から１５カ所

の修繕工事を実施してきております。次に、その下

の補助金でございます。１７０万円でございます。

その内訳でございますが、出石焼きの宣伝活動事業

としまして、４０万円の補助金。この内容ですが、

出石の伝統産業である出石焼きを国内及び外国人

に広く宣伝し、販売促進を初め、雇用拡大につなげ

ていきたいというふうな考え方を持って、その出石

焼きの継承を図っているというものでございます。

次に、移住定住者向け住宅店舗促進事業費としまし

て、３０万円を上げております。これにつきまして

は、２８年度からもこの調査は行ってきております

けども、出石の伝統的建造物群地区内を中心にしま

した空き家等の調査というふうなことで、２８年度

に実施しましたが、さらに回答のいただけなかった

ところにつきまして、貸し付けであるのか、売買で

あるのか、そういった希望があるのかどうかという

ふうなことをさらに調査を進めてきたものでござ

います。次に、誘客促進事業でございます。補助金

として１００万円を上げております。事業主体とし

ましては、すいっち出石というふうなところが実施

しておりまして、昨年の９月２２日から９月２３日

におきまして、２日間でございますけども、Ｃｒｅ

ｅｍａ Ｃｒａｆｔ Ｃａｒａｖａｎというほう

の力をおかりしまして……。出石地域につきまして

は観光客というふうな層を見ましたときに、やはり

２０代から４０代の女性が不足しているんじゃな

いかというふうな動態調査の結果も出ております。

そういった部分から、やはり今回は、先ほど申し上

げましたＣｒｅｅｍａ Ｃｒａｆｔ Ｃａｒａｖ

ａｎというふうなものを使いながら、手づくりの作

品等を出していただいて、４，０００人の集客を集

めております。目的ということからいいますと、や

はり現地では２０から４０代の女性が多く見受け

られたというふうなことで、来場者の約７割方がそ

ういった年代層であったというふうなことで、アン

ケートで確認をしております。次に、済みません、

ちょっと待ってください。済みませんでした。次に、

済みません、申しわけありません。その下ですね、

地域おこし協力隊の推進事業費に係るものでござ

います。３７２万３，３４１円というふうなことで、

１名分の隊員の方の活動に伴う経費を計上してお

ります。その方は今年度２年目というふうなことに

なりまして、奥山観光ほたるの郷というふうなとこ

ろを中心にしながら、狩猟活動、それから地元の特

産品等の販売、それから地域コミュニティ等の活動

に活発に活動をいただいておるところでございま

す。 

 次です。２８７ページをごらんください。下のほ

うです。下から７行目でございます。出石温泉館乙

女の湯の管理費でございます。１，１９６万５，３

３６円というふうなことで、その内容につきまして

は、保守工事費といたしまして１，１７１万８，０

００円を上げております。経年によります屋内の男

女の浴槽について漏水があるというふうなことで、

その修繕というふうなことで１，１７１万８，００

０円を上げております。 

 次に、ページ、２９１ページをごらんください。

ページの中ほどになります。出石観光施設の管理費

でございます。４６万１，９９２円でございます。

主に観光施設等の維持修繕管理の委託料でござい

ます。 
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 次でございます。ページ、２９３ページをごらん

ください。これも例年より変わっておりませんけど、

中ほど少し上のあたりに、出石観光トイレの管理費

ということで、３８２万６，７３５円を上げており

ます。大手前広場、それから西の丸、鉄砲の駐車場、

それから出石山のトイレの管理費でございます。 

 次に、３０３ページをごらんください。これは排

水機場の樋門の管理費でございます。ちょうど昨年

でございますけども、７月の豪雨、それから９月の

台風等がございました。出石振興局部分としまして

は、１，１００万３，８２０円を計上しております。

そのときに対応しました排水ポンプの運転の委託

料でございます。次です。そのページの一番下のほ

うでございます。道路橋梁総務費ということで、出

石振興局分は９万１，９９９円ということで、消耗

品を計上しております。 

 次に、３１７ページをごらんください。上から７

行目でございます。河川総務費としまして、６６２

万１，６７３円のうち、振興局分は２８万４，３７

８円で、維持管理費の委託料として計上しておりま

す。 

 その次に、３２５ページをごらんください。下か

ら５行目でございます。出石の駐車場の管理費とい

うことで、１，５８４万８，２８４円というふうな

ことで計上しております。主に、維持管理費の委託

料としまして、１，２３８万２，０８５円というふ

うなことで上げております。 

 引き続きまして、次に、歳入につきましてご説明

を申し上げます。２９ページをごらんください。ま

ず、温泉の使用料でございます。出石温泉というふ

うなことで、１６６万６，４２０円というふうなこ

とで、ウインブルドン、それから、あとほかの、愛

の園等の施設等に供給しているものでございます。

次に、そのページの中ほどでございます。駐車場の

使用料の関係でございます。まず、出石西の丸駐車

場に６５２万３００円、それから出石庁舎の南側駐

車場６８６万６，５００円、それから出石鉄砲町の

駐車場ということで、１，００７万９，０００円と

いうふうなことで使用料を計上しております。 

 その次に、５３ページをごらんください。ページ

の中ほど、少し上になります。出石まちづくり公社

の出資配当金ということで、２０万円を上げており

ます。 

 その次に、７１ページをお願いします。上から８

行目でございます。出石駐車場ということで、６万

２，６７７円ということで、自動販売機等の電気の

使用料等を計上しております。 

 出石振興局からは以上でございます。 

○分科会長（西田  真） 次に、但東振興局。 

 午菴地域振興課参事。 

○但東振興局地域振興課参事（午菴 晴喜） それで

は、引き続きまして、１１３ページをごらんくださ

い。上から１１行目、地域おこし協力隊推進事業費

をごらんください。総額のうち、２９２万５，６３

２円が但東振興局関係分で、７月から新たに隊員と

なりました１名分の事業費となります。この隊員に

つきましては、そばの郷を中心に活動を展開をして

おります。 

 続きまして、１４３ページをごらんください。上

から４行目、但東振興局プロジェクト事業費をごら

んください。主な事業といたしましては、大きく３

つの事業を実施しております。 

 １つ目は、婚活応援イベント事業といたしまして、

委託料、報償金等、１１２万２，９２４円を支出し

ております。年７回の独自の婚活イベントの開催や

但東婚活応援隊「はーとメイト」による未婚者の婚

活に向けた支援等を実施をいたしました。なお、独

自の婚活イベント開催支援につきましては、この平

成３０年度を最後とし、今年度からは市全体のもの

へ参加をしていただくような支援をさせていただ

いております。 

 ２つ目が、移住促進住宅運営事業といたしまして、

主にシロアリの駆除やシロアリに起因する住宅修

繕等といたしまして、１５４万８，４９７円を支出

しております。 

 プロジェクトの中でも３つ目は、教育民泊推進事

業といたしまして、補助金等になりますが、１１０

万円を支出いたしました。神戸市に中学校の生徒、
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先生、計２３０名を受け入れましたほか、旅館業法

により簡易宿泊営業許可取得申請に伴う、証紙代補

助として、１件分でしたが２万２，０００円を支出

をいたしております。次に、同じページの中段あた

りです。地域おこし協力隊推進事業費をごらんくだ

さい。こちらのほうは従前から活動しておりました

隊員１名分の年間活動経費となっております。次に、

その下、下から６行目あたりになりますが、旧但東

但馬ちりめん振興館管理費をごらんください。備考

欄といたしましては、ちょっと１４５ページとなり

ますが、建物と土地を一体的に売却するため、土地

４筆、約１，６９７平米分につきまして、１，１８

０万円で、９月に取得をさせていただきました。こ

の取得に関連しまして、不動産鑑定手数料を別途支

出、１６万９，５６０円支出するとともに、土地の

賃借料につきましては６カ月分のみということで、

１３万９，２００円を支出させていただいておりま

す。 

 続きまして、２６５ページをごらんください。真

ん中あたりでございます。但東そば乾燥調製貯蔵施

設管理費をごらんください。今年度は、電気保安協

会により設備点検の結果、不適合箇所として指摘の

ありました高圧受電変電設備の改修を行い、工事費

といたしまして２２２万９，１２０円を支出してお

ります。その他につきましては、例年同様の支出と

なっております。 

 続きまして、２８９ページをごらんください。１

行目、但東シルク温泉やまびこ管理費をごらんくだ

さい。修繕料といたしましては、７月豪雨の影響で

崩壊をいたしましたフィールドゴルフ場内の管理

道路のり面等の修繕のほか、本館の多目的ホール、

空調設備修繕等としまして、合計で３０３万１，６

２０円を支出しております。さらに、工事費といた

しましては、温泉の温度を調整するための膨張タン

クが故障しておりましたので、それを改修とさせて

いただいて、５３４万６，０００円を支出しており

ます。次にその下の、たんたん温泉福寿の湯管理費

をごらんください。温泉の安定的経営のため、３年

間の継続でありました最後の年となりましたが、人

件費補助として１５０万円を補助金として支出を

させていただきました。さらに、修繕等といたしま

しては、サウナや浴室内の板等を修繕をさせていた

だいたということで１４３万６，９６３円を支出し

ております。 

 続きまして、２９１ページをごらんください。下

から１６行目、但東観光施設管理費でございます。

支出にしましては、おおむね例年と同様でございま

して、主に大きなものは業務委託料となりますが、

但東チューリップまつりの花壇の設置委託という

ことで、２４２万円を支出しております。修繕料と

して、今回支出した中に、久畑のパーキングの観光

案内看板も修繕をさせていただいております。 

 続きまして、３１７ページをごらんください。上

から７行目、河川総務費のうち、総額のうち８９万

３，７９８円が但東分であり、その中でも特に主な

ものといたしまして、通常の維持管理３１万８，５

００円のほかに、今年度は畑山右岸公園トイレの撤

去工事といたしまして、５１万８，４００円を支出

しております。 

 続きまして、歳入のほうをご説明させていただき

ます。２９ページをごらんください。中段より少し

下で、４節住宅使用料欄のうち、上から５行目でご

ざいます。移住促進住宅使用料といたしまして、１

６０万８，１００円ということで、５棟あります。

５号室が６月からの入居となりましたので、この部

分が月割りとなりますが、全５棟の年間を通した使

用料ということで、収入に足しております。 

 続きまして、７３ページをごらんください。上か

ら１０行目です。先ほども言いました移住促進住宅

の５棟分の、こちらのほうは共益費となっておりま

して、９万５，４３６円を収入しております。さら

に、その５行下でございます。市有物件配分金及び

共済金のところでございますけども、このうちの２

０万８，２２４円が但東分で、物といたしましては、

今の申し上げました移住促進住宅が、雪害の被害で

とい等が壊れましたので、それを修繕し、市の共済

のほうから収入を得たものでございます。 

 続きまして、８３ページをごらんください。過疎
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対策事業債のうち、但東振興局関係分が３件ござい

ます。教育民泊の関係、それから今のたんたん温泉

の人件費補助の関係、それと但東チューリップまつ

りへの花壇設置の関係ということで、３事業合わせ

して４９０万円が但東分となっております。 

 財産も言ってもいいですか。 

○分科会長（西田  真） 何。 

○但東振興局地域振興課参事（午菴 晴喜） 財産の

関係も言っても……。 

○分科会長（西田  真） ああ、言ってください。 

○但東振興局地域振興課参事（午菴 晴喜） じゃあ、

済みません、引き続きまして、財産の関係で、６０

８ページをごらんください。６０８ページの区分欄、

宅地の中の中段あたりでございます。旧但東ちりめ

ん振興館用地といたしまして、先ほども申し上げま

したとおり、１，６９７平米を個人の方から取得し

ております。 

 但東振興局からは以上でございます。 

○分科会長（西田  真） はい、どうぞ。 

○出石振興局地域振興課長（阪本 義典） 済みませ

ん、６１３ページをごらんください。一番最後のほ

うです、６１３ページ、お願いします。済みません、

説明漏らしておりました。有価證券というようなこ

とで、２行目のところの株式会社出石まちづくり公

社ということで、前年度２，０００万円、今年度も

２，０００万円というふうなことで計上しておりま

す。よろしくお願いします。以上でございます。 

○分科会長（西田  真） 終わりましたかね。よろ

しいね。終わりましたね。 

 説明は終わりました。 

 質疑はございませんか。 

 石津委員。 

○委員（石津 一美） ２点、１３５ページの川湊再

生プロジェクト事業費のところで、住んでみたいな

どのプロジェクトなんかがあったと思うんですけ

ど、何か変化がありましたかっていうのと、それと

もう１点は、１４３ページ、但東振興局プロジェク

ト事業費の中で、婚活イベントなど、それの成果も

あれば教えてください。以上です。 

○竹野振興局地域振興課参事（榎本 啓一） 川湊再

生プロジェクト事業の最近の取り組み状況につい

て報告のほうさせていただきたいと思います。 

 平成３０年度の取り組みといたしましては、竹野

港海町マーケットのほかに、川湊沿い風景を楽しみ

ながら歩く川湊歩キング、また竹野港でとれた鮮魚

を使いまして料理教室のイベントを開催いたしま

したり、月に１回、運営協議会を設けておりまして、

そちらのほうを開いております。 

 今年度におきましては、竹野港海町マーケットを

中心に事業のほう進めてるんですけども、さらに、

新しい事業といたしまして、ＪＲふれあいハイキン

グ事業として、５月に実施いたしましたものと、ま

た、来週にもそちらのほうの事業をＪＲ西日本さん

の事業とタイアップして行います。また、１０月に

は全国フットバス協会の全国大会がこちらのほう

でありますので、それにも川湊再生プロジェクト事

業として取り組んで、今いってます。以上です。 

○委員（石津 一美） それに対して、住んでみたい

とかいう件に関しましては、依頼等など、いろいろ

ありませんか。住んでみたいプロジェクトなんかは。

それはない……。 

○分科会長（西田  真） はい、どうぞ。 

○竹野振興局地域振興課参事（榎本 啓一） 住んで

みたいいうところでは、竹野の魅力を発信するとい

うことで、いろんな、先ほど申し上げました事業な

んかを通して、いろんな方に竹野を知ってもらって、

来てもらって、こういう町に住んでみたいなという

まちにしたいというふうなことで取り組んでいま

す。 

○委員（石津 一美） わかりました。 

○委員長（西田  真） 石津委員。 

○委員（石津 一美） そしたら、今のところはそう

いう依頼等などは、そういう話は進んでないという

ことですよね。（発言する者あり）いや、今の話の

中では、住んでみたいなというのが入ってましたの

で、ちょっとお聞きしたんです。 

○分科会長（西田  真） はい、どうぞ。 

○竹野振興局地域振興課参事（榎本 啓一） 実際に
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住んでみたいという点では、現在までに、地域おこ

し協力隊の方が、竹野には９名、今まで来られてま

して、そのうち６名が卒業されたんですけど、その

うちの３名の方、６名のうち３名で５割なんですけ

ども、竹野に魅力があるいうことで、定住のほうし

ていただいております。それとは別に、また竹野の

ほうで、海の遊漁船事業とかなんかで、来られてる

方もあると聞いております。 

○委員（石津 一美） わかりました。 

○分科会長（西田  真） よろしいか。 

○委員（石津 一美） はい。 

○分科会長（西田  真） ほかにありませんか。 

 はい、どうぞ。 

○但東振興局地域振興課参事（午菴 晴喜） 先ほど

の婚活のイベントの成果でございますけども、３０

年度は、説明で申し上げましたとおり、但東地域の

中で７回のイベントを但東の中で開催をさせてい

ただきまして、参加者といたしましては、男性の方

が７１名中２６名が但東の方、女性は７０名のうち

１名の方が但東の方ということで、カップルにはな

られたっていう方もあったんですか、最終的に目指

しております成婚までいかれたという部分につい

ては、この７組の中にはできてないというふうに確

認をしております。ただ、現在どのようになったか

っていうの、また状況が変わってるかもわかりませ

んので、その辺のことはわかりませんが、今申し上

げましたように、なかなか参加もしていただきにく

い部分があったり、成婚という部分にやっぱり結び

つきにくいところがございましたので、その辺も含

めて、もう市全体のほうでまたそういった部分の活

動を続けていければなというふうに思ってます。以

上です。 

○分科会長（西田  真） ほかにありませんか。 

 田中委員。 

○委員（田中藤一郎） 各振興局になってしまうと思

うんですけれども、ちょっと話を聞いていますと、

各プロジェクトの金額の部分がかなり修繕費な感

じがあって、各地域内の本当にそれで課題がクリア

になってるのかなというふうなところが１点と、あ

と、プロジェクトを図る上で、各地域内の課題、ま

たその地域の、市民の皆さんの声とか、そういった

ものがちゃんとしっかり受け入れた中でのプロジ

ェクトなんか、そのあたり説明をしていただきたい

と思います。 

○分科会長（西田  真） はい、どうぞ。 

○城崎振興局地域振興課参事（丸谷 祐二） 城崎振

興局プロジェクトに関しましては、修繕料のことに

ついてお尋ねをいただきました。 

 昨年度も前年と同様に１３カ所の道路修繕、道路

側溝の修繕等を行っております。城崎地域といいま

すのは非常に狭い地域でありまして、また、大変た

くさんの観光客もいらっしゃるということで、そう

いった日々の暮らしをきちんと支えていくような、

そういった生活環境の改善とあわせて、城崎が観光

客の方をたくさん受け入れるという目的を達成す

るためにも、その修景といいますか、太鼓橋や大谿

川といった美しい城崎のイメージに合うような、そ

ういったまちづくりということを中心に事業を進

めてきているところでございます。具体的には太鼓

橋の美装化であったり、あと、桜や柳の剪定や防除

といった、そういった作業を進めているところでご

ざいます。あと、夏場の集客対策としては、夢花火

の事業に対しての補助を行っているというところ

でございます。以上です。 

○分科会長（西田  真） 田中委員。 

○委員（田中藤一郎） 済みません、地域との、課題

とかそういったものは、地域の皆さんとの意見の交

換とかそういうふうな形でクリアになっとるんで

しょうか。修繕だったら、その辺のやつは説明はわ

かりますので、特に後半の部分、市民との地域内の

課題っていうのがちゃんとできてるのかっていう

ことだけでええです。 

○城崎振興局地域振興課参事（丸谷 祐二） 先ほど

も申し上げましたとおり、非常に狭い地域で、非常

に町民の方との距離の近い地域でもございます。非

常に町内会長さんであったり、いろんな方々にたく

さん振興局にも足をお運びいただいて、いろんなご

相談を聞かせていただいております。要望等もしっ
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かりと聞く中で、対応させていただいておりますの

で、地域の皆さんのニーズというのは十分にすくえ

ているというふうな認識でおります。 

○分科会長（西田  真） はい、どうぞ。 

○竹野振興局地域振興課参事（榎本 啓一） 竹野振

興局におきましても、川湊再生プロジェクト事業い

うの、今、町を挙げて推進しておりまして、この事

業の中に地域の構成団体といたしまして、商工会、

観光協会、竹野浜自治会、漁協、竹野支部婦人会、

愛育班、町並伝承会と振興局いうことで、地域の主

な団体に入っていただいておりまして、定期的、先

ほども申し上げましたけど、月に１回運営協議会と

いうことで、その中でいろんな課題等について話も

出てます。そういった機会は設けて、事業のほうも

進めていっております。以上です。 

○分科会長（西田  真） はい、どうぞ。 

○日高振興局地域振興課参事（中川 光典） 先ほど

のプロジェクトの中の修繕料ということでござい

ます。日高では先ほど申し上げました３６７万５，

９３６円ということで、非常に大きな金額というよ

うなことでございます。地域の方の要望というよう

なことで、たくさん、日高地域内、範囲が広いと、

区の数も多いというようなこともございます。特に

区長の皆さんから水路、道路、たくさんの要望がご

ざいます。簡単に修繕できるものは区のほうでとい

うようなことで、材料費だとかそういったものを出

させていただくこともございますし、工事、修繕と

いうようなことで出させていただくようなことも

ございます。これと言って会を設けて、声を集める

というようなことは行っておりませんけれども、逐

一、皆さんのほうには周知をさせていただいて、皆

さんの、少しでも地域のほうが、簡単な修繕、３０

万円以内というようなことでございますので、でき

るように、周知のほうを図っていっておるというよ

うな状況でございます。以上です。 

○分科会長（西田  真） はい、どうぞ。 

○出石振興局地域振興課長（阪本 義典） まず、修

繕費の考え方でございます。 

○委員（田中藤一郎） 修繕費はいいです。 

○出石振興局地域振興課長（阪本 義典） もうよろ

しいですか。 

○委員（田中藤一郎） はい。 

○出石振興局地域振興課長（阪本 義典） 修繕費は

よろしいですか。 

 そしたら、地域の課題でございます。特に、出石

振興局のプロジェクトの中で、地域課題として持っ

ておりますのは、やはり人口の減少というふうなこ

とが大きくありまして、この少子高齢化の社会を迎

えまして、やはり空き家とか、そういったものが大

きくあふれてきてるというふうな現状があります。

出石振興局のほうとしましては、やはり地元であれ

ば、例えば区長さんだとか、それから地域のいろい

ろと意見を聞く場もありますので、そういったとこ

ろで意見を聞くということもしております。さらに、

振興局では、出石の町なかの大きな団体、あるんで

すけども、その団体との話し合いというふうな……。 

○委員（田中藤一郎） できてるのか、できてないの

かだけでええです。 

○出石振興局地域振興課長（阪本 義典） はい。そ

ういったことで調整等をしながら、意見を取り入れ

てしております。それでよろしいですか。以上です。 

○分科会長（西田  真） どうぞ。 

○但東振興局地域振興課参事（午菴 晴喜） 済みま

せん、地域の声につきましては、但東振興局プロジ

ェクトは、移住定住をする人がふえてるといいます

か、人口減少が緩やかになっているということで、

個々の方から、それぞれの意見を聞くっていうとこ

ろまではできてませんけど、例えば区長さんであっ

たり、コミュニティであったりというところからは、

意見も聞いておりますが、まだまだ十分でない部分

もあろうかと思いますので、広げていきたいなと考

えております。 

○分科会長（西田  真） 田中委員。 

○委員（田中藤一郎） ちょっと僕の趣旨が、言い方

が悪かったんかもしれないですけど、要は、地域の

皆さんとそのプロジェクトがやはりしっかりとリ

ンクしていかないと、なかなか修繕だとか、そうい

う部分ではいいんですけれども、課題を、もうちょ
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っとしっかりと地域の皆さんととっていただきた

いなというふうな思いで質問させていただきまし

た。以上でいいです。済みません。 

○分科会長（西田  真） ほかにありませんか。 

 岡本委員。 

○委員（岡本 昭治） ２点お願いします。ちょっと

勉強不足でわからないところありまして、地域おこ

し協力隊の費用を総務管理費、まちづくり推進費か

ら出す場合と、振興局のほうで出しとる場合がある

んですけど、これ、何か違いがあるんでしょうか。

ちょっと詳しく、わからないなと。何か返ってくる

とこがちゃうんですか。 

○分科会長（西田  真） はい、どうぞ。 

○委員（岡本 昭治） 関連で、済みません。 

○環境経済課長（柳沢 和男） 今のご質問でござい

ますけれども、地域おこし協力隊は３年間という年

限がございます。まず、初年度に募集をする経費に

つきましても含めて、初年度のものにつきましては

環境経済課のほうが窓口となりまして、予算化をさ

せていただいております。実際に応募があって、隊

員さんを各振興局等が所管されて、事業が展開して

いく中で、２年目の予算につきましては、それぞれ

の振興局の予算で計上させていただいてるという

ふうなことでございます。ですので、先ほど説明の

中にも、総務費の中でご説明いただきましたのは、

初年度のものとして実際に隊員さんができたとき

には、その予算につきましては各振興局に配当替え

をさせていただいて、そこで執行させていただいて

るのが現状でございます。以上でございます。 

○委員（岡本 昭治） ありがとうございます。 

 もう１点。 

○分科会長（西田  真） 岡本委員。 

○委員（岡本 昭治） 済みません。 

 ２８９ページの但東の、ああ、済みません、２８

９ページの但東じゃないですね、商工費のところで、

但東振興局の中で補助金たんたん温泉の活性化プ

ロジェクト事業費というのが出ておりますけども、

これの結果とかいうのはもうまとめられておられ

るんでしょうか。もしも、あれば教えていただいて、

後で結構ですので、見せていただきたいと思います

けども。 

○分科会長（西田  真） はい、どうぞ。 

○但東振興局地域振興課参事（午菴 晴喜） 結果を

まとめたということはまだできておりませんです

けれども、人件費補助としまして、先ほど説明させ

ていただきましたように、３年間、１５０万円、１

５０万円、１５０万円、３年間の継続でということ

で、支援はしていただいたんですけども、経営自体

といたしましては厳しい状況、結果的には改善でき

てません。ですので、本年４月からは営業時間をも

う少し短縮をして、一般管理費を節減に努めていく

というようなことに取り組んでおります。必然的に

４月からまだ、４、５、６、７、８と動いてますけ

ど、結果といたしましては、余り節減にはつながら

なかったといいますか、思ったより少ないなといい

ますのが、売り上げもやっぱり減ってしまっており

ますので、温泉単体で今やっておる状況でございま

すし、なかなか効果が厳しいなというところでござ

います。以上です。 

○分科会長（西田  真） 岡本委員。 

○委員（岡本 昭治） 活性化プロジェクトというの

は、直接的に人件費の補助ということで理解してよ

ろしいんでしょうか。 

○分科会長（西田  真） はい、どうぞ。 

○但東振興局地域振興課参事（午菴 晴喜） 基本的

には人件費補助なんですけども、先ほど申し上げま

した複数年行わせていただく中で、２８年度につき

ましては、それに加えてイベントの関係の補助もさ

せていただいた実績がございます。 

○委員（岡本 昭治） ありがとうございました。 

○分科会長（西田  真） よろしいか。 

○委員（田中藤一郎） はい。 

○分科会長（西田  真） ほかにありませんか。よ

ろしいですね。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○分科会長（西田  真） 質疑を打ち切ります。 

 各振興局、城崎温泉課の職員については、退席し

ていただいて結構でございます。 
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 ここで、建設経済分科会を暫時休憩いたします。

再開は１０時５５分。 

午前１０時４６分 分科会休憩 

──────────────────── 

午前１０時５５分 分科会再開 

○分科会長（西田  真） それでは、建設経済分科

会を再開いたします。 

 次は、環境経済部に関する審査です。 

 それでは、環境経済課から順次、説明をお願いし

ます。 

 説明は、歳出、続いて所管に係る歳入、最後に、

財産調書の順でお願いいたします。 

 それでは、歳出からよろしくお願いします。 

 はい、どうぞ。 

○環境経済課長（柳沢 和男） それでは、環境経済

課分の歳出からご説明をさせていただきます。まず、

９９ページをごらんください。一番下の段の項目で

ございます。基金管理費でございます。このうちの

内数としまして、１億７，９６２万７，５８１円が

環境経済課分でございます。 

 ページをめくっていただきまして、１０１ページ

でございます。そのうち、上から４つ目、コウノト

リ基金積立金のほうへ、内数でございますけれども

１，０００万円、少し下がりまして、仲田光成記念

基金積立金の２６万円、ずっと下がりまして、ちょ

うど真ん中ぐらいでございますけれども、地域振興

基金積立金の１億６，９３６万７，５８１円という

ことで、それぞれ積み立てをさせていただいており

ます。こちらにつきましては、ふるさと納税の関係

でございます。続きまして、同じページの一番下の

欄でございます。財産管理費でございます。こちら

の内数でございますけど、４８５万６，７６０円と

いうことです。 

 ページをめくっていただきまして、１０３ページ

の一番上の囲みの最下段でございますけども、設置

工事費ということで、まちなか交流館豊岡１９２５

でございますけれども、ブロック塀の撤去、フェン

スの設置工事ということで、先ほど言いました額の

工事をさせていただいております。 

 続きまして、１０３ページの下でございます。一

番下、定住推進事業費でございます。こちらにつき

ましては、ページをめくっていただきまして、１０

５ページのその項目の一番最後でございますけど

も、移住促進支援事業費ということで、３０年度か

ら新たに設置をしております。移住希望者の方があ

らかじめ豊岡市を訪れて、豊岡の空き家物件を見た

り、あるいは土地柄を見たりというふうなことにつ

きまして、宿泊費を支援させていただいております。

あとの件につきましては、従前どおりでございます。 

 続きまして、１０７ページをごらんください。真

ん中より少し下でございますけども、コウノトリ豊

岡寄附金推進事業費でございます。７，９２３万１，

４０８円でございます。こちらにつきましては、Ｊ

ＴＢ、楽天の窓口によりまして寄附を募っておりま

したけれども、この３０年度はＫＤＤＩの部分を１

０月から始めさせていただいて、３つの口でさせて

いただいております。業務委託料の中の、コウノト

リ豊岡寄附金業務の７，１９７万４，１５９円とい

うものが、その３つの委託でございます。 

 続きまして、１１１ページをごらんください。Ｕ

ターン推進事業費でございます。３５０万１，５５

３円でございます。こちらは従前どおりでございま

すけれども、この事業につきましては、但馬内各市

町、但馬県民局が合同で兵庫北部の合同企業説明会

を開催をさせていただいております。その経費とし

て支出をさせていただいております。 

 続きまして、１１３ページでございます。真ん中

より少し上、地域おこし協力隊推進事業費でござい

ます。こちらも内数でございますけども、２５０万

８，７１９円でございます。こちらは先ほどご質問

にもありましたように、地域おこし協力隊につきま

しては、環境経済課が総合窓口となりまして、募集

の事務を行わせていただいております。募集の事務、

あるいは起業に係る支援をさせていただいており

ます。今年度、３０年度に新たに募集をする経費と

して組んだ項目でございますけれども、環境経済課

が所管しているものは、先ほど言いました額でござ

います。その中の一番の補助金、起業支援事業費と
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して２００万円、１件、起業がございましたので、

そこに補助をさせていただいております。 

 続きまして、１１６ページをごらんください。環

境政策推進事業費でございます。こちらも内数でご

ざいますけども、４万７，７２８円が環境経済課分

の執行でございます。こちらにつきましては、３０

年度からコウノトリ共生課に所管を変えておりま

して、電気自動車の急速充電器等々の業務の関係に

つきましては、コウノトリ共生課へ移管をしており

ます。環境経済課分としましては、事務的な経費の

執行ということでございます。そのページの一番下

でございます。豊岡型ライフスタイル推進事業費３

２７万３，０６０円でございます。こちらにつきま

しては、地域おこし企業人交流プログラムというこ

とで、一昨年までおりました企業からの派遣の事業

が終わりまして、今年度は額が減っております。 

 ページをめくっていただきまして、１１９ページ

でございますけれども、補助金として豊岡型ライフ

スタイル事業の補助ということで２９８万９，００

０円、２件でございますけれども、執行させていた

だいております。続きまして、同じページの真ん中

より少し下でございます。エコハウス管理費でござ

います。８４万２，５３５円でございます。エコハ

ウスの管理経費ということで、従前どおりの執行で

ございます。修繕費としまして、消防設備の修繕、

警報機等、誘導灯の修繕をさせていただいておりま

す。 

 続きまして、飛びます、１５３ページをごらんく

ださい。ちょうど真ん中のとこらでございます。豊

岡稽古堂塾開講事業費ということで、第５期の事業

展開をさせていただきました。２７１万６，９５９

円ということでございます。１６回、１５人の受講

で実習をさせていただきました。こちらに……（発

言する者あり）済みません、受講者は２４名でござ

います。こちらにつきましては、この３０年度で事

業は終了ということで、終わっておるところでござ

います。 

 続きまして、１５５ページをごらんください。真

ん中より少し上でございます。Ｕターンプロモーシ

ョン戦略事業費でございます。３０５万９，２８３

円でございます。こちらの事業につきましては、業

務委託料に書いてありますジョブナビ豊岡の運営

業務と就活応援ガイドブックというふうなことで

冊子を発行させていただいて、Ｕターンの取り込み

というふうなことでの事業展開でございます。従前

のとおりでございます。その下、Ｕターン促進事業

費１，１６２万２，６６２円でございます。こちら

につきましても、従前どおりの中身でございますけ

れども、市単独の企業合同説明会、それと企業研究

会、企業向けの採用支援の事業、２５歳同窓会とい

うことで、実施をしてまいりました。市単独の合同

企業説明会につきましては、この３０年度をもって、

市としてはやらないということで事業の整理をさ

せていただいております。企業向けの採用支援につ

きましても、現在、ワークイノベーションのほうで

働きやすい職場づくり等々の事業が展開されてお

りますので、そちらに集約といいますか、基本的に

機能を移行すると、代替するというふうなことで、

以降の支援はしないということで、３０年度の事業

として終わっております。さらに、２５歳同窓会に

つきましても、Ｕターンを誘発する事業として展開

をしておりますけれども、なかなか目に見えた成果

が申し上げられないというふうな中で、２５歳同窓

会自体の意義はあるわけですけれども、Ｕターンの

促進事業としては、市として実施をしないというこ

とで整理をさせていただいております。 

 続きまして、１５７ページでございます。Ｉター

ンプロモーションの戦略事業費でございます。こち

らにつきましては、巣立ち応援プロジェクトであり

ますとかを実施をさせていただきました。飛んでい

けの応援ポスターを作成し、各市内に掲示をさせて

いただいております。さらに、３０年度はミュージ

シャン・イン・レジデンスということで、滞在型の

楽曲制作によるプロモーションを実施させていた

だきました。情報発信と含めて、移住定住のプロモ

ーションという位置づけで実施をしております。３

０年度は１，４１７万５，０７２円という執行でご

ざいました。 
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 続きまして、その下、Ｉターン促進事業費でござ

います。１，２５０万５６９円ということでござい

ます。こちらにつきましては、業務委託料のところ

にありますように、「飛んでるローカル豊岡」の編

集業務、あるいはポータルサイトの運営、かばんＩ

ターンサイト運営業務等々を中心としまして、市民

ライターの方による記事の提供等を行ってきてい

ただいております。市民ライターの方が移住者の交

流イベント等も実施する中で、Ｉターンの促進を図

ってまいっておるところでございます。 

 続きまして、１６１ページをごらんください。上

から７行目でございます。創業支援事業費でござい

ます。５７７万１，７０９円でございます。こちら

につきましては、業務委託料のところにありますよ

うに、創業支援の事業として豊岡観光イノベーショ

ンのほうに事業委託をしまして、フラップトヨオカ

を活用した異業種交流等の創業支援を実施してお

ります。さらに、補助金としまして、４５３万１，

０００円ということで、創業に係る支援をさせてい

ただいております。３０年度は１０件ということで、

支援をさせていただきました。続きまして、特産振

興事業費でございます。１，５２４万３，８８８円

ということで、これも従前どおり、例年どおりの事

業展開でございます。事業委託料につきましては、

まちづくり株式会社への業務委託ということで、革

製鞄、革小物の生産能力の育成事業を２０回にわた

りまして、展開をしていただいております。そのほ

か、補助金としまして、豊岡鞄ブランドＰＲ推進事

業費ということで、２００万の補助を県の鞄工業組

合のほうへさせていただいております。 

 続きまして、１６３ページでございます。一番下

から２番目の項目でございます。環境経済事業推進

事業費ということで１２２万６，９８０円でござい

ます。こちらにつきましても従前どおりの事業展開

としまして、業務委託ということで、販路拡大の支

援業務を豊岡市商工会のほうに委託をして実施を

しております。 

 続きまして、１６５ページでございます。真ん中

にありますふるさと教育推進事業費でございます。

その中のうちの４０万円でございますけども、その

欄の最下段、補助金のところで書いております豊岡

市工業会への支援ということで、おっとろっしゃ！

とよおかのものづくりの実施ということで、実施を

させていただいております。 

 続きまして、１７５ページでございます。ちょう

ど下の２つの囲み、２番目でございます。経済セン

サスの調査費ということで、４万３，５６０円を執

行しております。本年度、基礎調査がございますし、

その後、活動調査ということで予定されております

けども、その準備というふうなことで実施をさせて

いただいております。その下、工業統計調査費でご

ざいます。５万８，３６０円と、その上、人件費５

６万４，４００円ということで、工業統計に係る経

費でございます。指導員の方２名、調査員１２名と

いうことで、工業統計のほうの調査を実施をさせて

いただいております。 

 続きまして、飛びまして、２４７ページでござい

ます。労働費のほうでございます。ちょうど真ん中

より少し上の囲みでございますけど、労働総務費で

２９万７，２８０円ということで、これも従前どお

りの執行でございます。補助金としまして、北但雇

用開発協会のほうに７万５，０００円執行させてい

ただいております。続きまして、勤労者住宅金融対

策事業費ということで、８，１３０万円でございま

す。これも、従来どおりの事業でございます。勤労

者住宅の融資資金の貸付金ということでの決算で

ございます。続きまして、若者定住促進事業費で３

９万８，０００円ということで、補助金でございま

すけれども、若者定住促進事業費３９万８，０００

円を執行しております。これは、但馬技術大学の大

学生が豊岡市内に就職した場合に支援をしようと

いうことで、１人当たり１９万９，０００円の授業

料を支援をするというふうな制度で、２人分をさせ

ていただきました。 

 続きまして、２７５ページでございます。商工費

のほうに移ります。上から１１行目でございます。

商工総務費３７万３，４５４円です。こちらにつき

ましても、商工総務の事務的経費ということで従前
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どおりでございます。その下、計量指導事業費につ

きまして、７万２，７２０円につきましても従前ど

おりの事業展開でございます。その下、下の囲みへ

行きまして、商工振興事業費４，３３２万５，９７

０円でございます。こちらにつきましては、各商工

関係団体等の補助ということでさせていただいて

おります。補助金としまして、ほぼ、その項目の全

てになろうかと思いますけど、４，３１９万７，０

００円、それぞれ執行させていただいております。

その下、中小企業金融対策事業費でございます。５

億８，０１０円ということで、こちらにつきまして

は中小企業融資の資金貸付金ということで、５億円

の貸付資金の預託を行っております。これも従前ど

おりでございます。 

 続きまして、２７７ページ、特産振興事業費でご

ざいます。１，７６１万１，６７０円ということで、

こちらにつきましても従前どおりの展開でござい

ます。 

 ページをめくっていただきまして、補助金でござ

いますけれども、それぞれ関係団体のほうへ支援を

させていただいております。 

 続きまして、２８３ページでございます。一番下、

工場公園等管理費でございます。いわゆる中核工業

団地の管理費ということで、４６０万３，９３５円

執行いたしております。こちらにつきましても、従

前どおりの管理の内容ということでございます。 

 ページをめくっていただきまして、２８５ページ

でございます。真ん中の囲みでございます。豊岡商

工施設管理費ということで、３２万５０６円という

ことでございます。まちなか交流館、まちなかステ

ーション等の管理経費ということで、従前どおりの

執行でございます。 

 続きまして、２９５ページをごらんください。一

番上でございます。経済成長戦略推進事業費という

ことで、１，２１２万２，３７８円ということでご

ざいます。こちらにつきましては、一番最後にござ

います国県負担金等精算返納金ということで、１，

０７２万１，９９２円ということで上げております。

こちらにつきましては、会計検査によりまして、地

域経済循環創造事業補助金につきまして、２件の指

摘がございまして、返還を求められたものにつきま

して返納したというふうなことでございます。続き

まして、ものづくり企業等支援事業費でございます。

９４４万９，５３０円でございます。こちらにつき

ましても、従前どおりの展開でございますけれども、

補助金としましてものづくり企業等支援というこ

とで、９１５万４，０００円執行しております。こ

ちらにつきましては、３０年度は７者の支援をさせ

ていただいておるところでございます。続きまして、

企業誘致推進事業費としまして、３，１３６万８，

８８２円ということでございます。こちらにつきま

しても、従前どおりの取り組みでございます。補助

金としまして、雇用奨励金が９件、工場等設置奨励

金が９件、企業立地事業者工場等賃借料が１件、Ｉ

Ｔ関連の事業所開設の支援が２件というふうなこ

とで、ページをめくっていただきまして、企業立地

指定事業者の浄化槽の設置が１件、高度ＩＴ企業家

等集積事業が、３０年度新たに県の事業として豊岡

市内の事業者が採択されましたので、その随伴とし

て２００万３，８５４円の支援をさせていただいて

おります。 

 続きまして、その２９７ページの次でございます。

中心市街地活性化事業費１２２万５，８０５円でご

ざいます。こちらにつきましても、従前どおりの支

援の中身でございます。 

 その下、労働力確保支援事業費４３５万７，６０

６円ということで、こちらにつきましては、子育て

中の女性の就労促進というふうな形で少日数、短時

間勤務というふうなことの推進を図る事業として

展開をしてまいりました。業務委託料としまして、

潜在労働力掘り起こしマッチング業務ということ

で３４７万７，６００円執行しておりますし、秋に

は子育てお仕事相談会ということで、先ほど言いま

した少日数、短時間労働というふうな働き方を提案

していただいた事業所１４社と、参加をいただいた

子育て中の３１名の女性との相談の場ということ

で実施をさせていただきまして、最終的には２２名

の方が就労につながったというふうなことでござ
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います。続きまして、豊岡ものづくり支援センター

推進事業費ということで、１６９万３，５２９円と

いうことで、こちらにつきましても従前どおりの事

業展開でございます。その下、豊岡市工業会支援事

業費４４万１，０００円、こちらにつきましては、

豊岡市工業会の活動の支援ということで、従前どお

りの支援でございます。 

 ページをめくっていただきまして、２９９ページ

でございます。一番上、食の都づくり推進事業費１

８０万円、こちらにつきましては菓子祭前日祭の実

行委員会への補助金ということで、従前どおりの事

業でございます。続きまして、販路拡大支援事業費

５９６万６，６３７円でございます。こちらにつき

ましては、補助金としまして、豊岡市販路拡大支援

事業費ということで、８件の支援をさせていただい

ております。こちらにつきましても、引き続きの従

前の事業ということでございます。その次、産業用

地整備事業費８万７８０円でございます。こちらに

つきましては、空港周辺の位置におきまして、産業

用地の整備を今進めておりますけれども、その事務

費的な経費として執行させていただいております。

その下、経済成長戦略推進事業費の繰越明許分とい

うことでございます。補助金としまして、地域経済

循環創造事業費として５，０００万円を上げており

ます。こちらにつきましては、２社の支援というこ

とでございます。 

 ページを戻っていただきまして、１０９ページを

ごらんいただきたいと思います。済みません、昨年

度は環境経済部の中に、ＵＩターン戦略室というの

がございました。３０年度でＵＩターン戦略室がな

くなりましたけれども、所管をしておりましたので、

決算のほうのご報告をさせていただきます。 

 １０９ページの一番でございます。地方創生推進

費でございます。内数でございますけども、５９１

万３，７１４円がＵＩターン戦略室の執行分という

ことでございます。主なものとしましては、業務委

託料にございます。ワークイノベーション戦略の策

定、アドバイザリー業務と、その一番下です、ワー

クイノベーション、ワークショップ支援事業という

ことで、それぞれ３９３万１，６４２円と４５万９，

０００円の事業展開をさせていただきました。この

業務につきましては、今、ワークイノベーション推

進室のほうに引き継いでおるところでございます。 

 歳出は以上でございます。 

 続きまして、歳入でございます。２７ページをご

らんいただきたいと思います。分担金及び負担金の

中の使用料でございます。ちょっと真ん中どころ、

行政財産目的外使用料でございます。内数でござい

ますけれども、１６８万３，５２２円が環境経済課

分でございます。豊岡中核工業団地地内の部分での

ＮＴＴ等の電柱の占用料とか、あるいは出石の中川

用地の部分での使用、まちなかステーションの部分

というようなことで、合計、その分を収入させてい

ただいております。 

 続きまして、３７ページをごらんいただきたいと

思います。下の囲みから３つ目でございます。地域

経済循環創造事業交付金繰越明許分ということで、

国庫支出金でございますけれども、先ほど説明をし

ました２件の事業展開のものとしまして、国からの

歳入が３，３３３万２，０００円いうことでござい

ます。１者当たり１，６６６万６，０００円という

ことで、それの２者分というふうな内訳でございま

す。 

 続きまして、５１ページでございます。県支出金

の中で、３つ目の囲みでございます。工業統計調査

事務委託金で６２万２，７６０円、その下４つ下が

りまして、経済センサス調査事務委託金ということ

で５万９，５６０円歳入をしております。 

 続きまして、５３ページでございます。財産収入

でございます。５つ目の囲みでございます。建物貸

付収入ということで５６９万４，５８４円、うち２

００万円が、じばさんセンター５階の収入でござい

ます。 

 続きまして、５５ページをごらんください。財産

収入の中の電力売払収入でございます。その中の、

ちょうど真ん中より少し下、エコハウスの太陽光発

電の事業としまして、３万２，４４８円収入してお

ります。 
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 続きまして、５７ページでございます。寄附金の

部分でございます。ちょうど真ん中でございます。

コウノトリ豊岡寄附金でございます。１億７，９６

２万７，５８１円、３０年度は収入をさせていただ

きました。 

 続きまして、６１ページでございます。繰入金の

中の、上から７行目です。地域振興基金繰入金とい

うことで、内数でございますけども、コウノトリ豊

岡寄附金としまして、１億７，１５０万円を繰入金

として入れております。 

 続きまして、６３ページでございます。上から６

行目でございます。勤労者住宅融資資金貸付金元利

収入ということで、８，１３０万円の収入でござい

ます。その下、中小企業普通融資資金貸付金元利収

入として、５億円ということで収入しております。 

 続きまして、６９ページをごらんください。諸収

入の中での項目でございます。ちょうど真ん中のと

こらに稽古堂塾ということで、７２万円上げており

ます。３万円の２４人分ということでございます。

そこから５つ下がっていただきまして、企業研究会、

こちらにつきましては３５万円、１万円の３５社で

ございます。そこからずっと下がっていただきまし

て、利用者負担金の中の下から２番目、ジョブナビ

豊岡でございます。サイトに載せております企業の

負担金ということで、９４社、２万円として、１８

８万円を収入しております。 

 続きまして、７１ページでございます。下の部分、

事業負担金でございます。３つ目、合同企業説明会

出展負担金ということで、３０万円、１万円の３０

社でございます。その下、５つ目、下がっていただ

きまして、兵庫県北部合同企業負担金ということで、

２２７万円を歳入しております。こちらにつきまし

ては、先ほど言いました但馬内の市町が合同で出展

をさせていただいておりまして、各市町あるいは出

展企業からの歳入ということになります。その下、

２つ下がりまして、企業向け採用支援事業の負担金

ということで１０万円、１万円の１０社分というこ

とでございます。 

 ７５ページをごらんください。上から７つ目、永

楽館でございます。この中の内数として、４３８万

円、ミュージシャン・イン・レジデンスを実施をさ

せていただきまして、入場料収入ということでござ

います。続いて、真ん中の返納金の中の８行目でご

ざいます。中小企業融資保証損失補償金の返納金と

いうことで、６万５，５７５円の歳入がありました。

その下、下から３番目でございます。地域経済循環

創造事業補助金返納金ということで、先ほど国庫に

返納しました部分を該当の事業者からお返しをい

ただいたということで、１，０７２万１，９９２円

ということで歳入をさせていただいております。 

 環境経済課からは以上でございます。 

○分科会長（西田  真） 谷口課長。 

○大交流課長（谷口 雄彦） 大交流課分につきまし

ては、城崎国際アートセンター関連を、藤原参事の

ほうが、それから、海外戦略推進費及び観光費に関

する部分を吉本参事から、その他につきましては私

のほうから説明させていただきます。 

 新規事業や平年と比較して、変化が著しい事業に

ついて説明させていただきたいと思います。 

 まず、歳出ですけれども、お手元の資料の１５５

ページをお開きいただけますでしょうか。１５５ペ

ージです。専門職大学、一番上ですけれども、専門

職大学誘致推進事業費ということで上げさせてい

ただいております。内容につきましては、投資委託

料、実施設計でありますけれども、２７５万４，０

００円でございますが、こちらにつきましては、旧

職業訓練校跡地にありました建物の解体工事に当

たる設計に関する費用でございます。それから、そ

の下の地歴調査業務でございますけども、こちらも

旧職業訓練校跡地に関するものでございまして、土

地、土壌汚染対策法が定める一定規模、これ３，０

００平米以上ですけれども、の土地の土地の変更す

るときには県の届け出が必要となっておりますけ

れども、その前段の作業といたしまして、土地汚染

状況調査が要るかどうかということの調査といた

しまして、地歴調査業務を実施をいたしました。結

果といたしましては、土地汚染調査は必要はない土

地ということで、結果が出てございます。 
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 それから、次の行の負担金でございますけども、

専門職大学開設準備費ということで、兵庫県との負

担協定に基づき、開設準備に係る費用の２分の１を

市のほうが負担をしておりますけれども、主な内容

といたしましては、この１０月に文科省への認可申

請に向けた申請準備業務、それからシンポジウムで

ありますとか、プレカレッジの開催関係費用、それ

から設立準備委員会等の開催経費に係るものでご

ざいます。 

 次に、１６３ページをお開きいただけますでしょ

うか。中ほど、情報戦略推進事業費として、４９２

万９，４４６円を計上いたしておりますけれども、

これにつきましては、第１０回を迎えました豊岡エ

キシビション２０１８の開催に関する経費でござ

います。 

 次に、お手元の資料の２８１ページをお開きくだ

さい。最下段でございますけども、山陰海岸ジオパ

ーク推進業費、こちらにつきましては、例年どおり

の事業内容となってございます。 

 次に、２８３ページをお開きいただけますでしょ

うか。上段の、情報戦略推進事業費のうち、広告料

２７２万８，０００円、これも従前どおりでござい

ますけれども、メディアに対する広告掲出料、それ

からＮＯＭＯベースボールクラブに関する広告料

でございます。それから、中ほど、建物借り上げ料

でございますけども、これは、東京、有楽町にあり

ます豊岡アンテナショップの東京交通会館への支

払いの家賃等でございます。例年どおりでございま

す。それから、ずっと下のほうに行っていただきま

して、文化と教育の先端自治体連合連携事業費とい

うことでございます。これは、北海道の東川町、そ

れから富山県の南砺市、香川県の小豆島町と岡山の

奈義町というところの市町と、文化と教育の先端自

治体連合というのを組んでおりまして、去年は連合

のウエブサイトの立ち上げでありますとか、職員の

研修、首長の研修費用として負担金を負担してござ

います。 

 次に、２８５ページをお開きいただけますでしょ

うか。観光施設管理費の玄武洞公園管理費でござい

ます。中ほどの維持管理委託料につきましては、例

年どおり玄武洞ガイドクラブへの維持管理に関す

る委託料でございます。その下、業務委託料のうち、

樹木伐採業務というのございますけれども、これは

平成２９年度から計画的に各洞の葛の除去をやっ

てございまして、平成２９年は北朱雀洞、平成３０

年度は玄武洞に関する葛の除去工事や除去業務を

いたしました。ちなみに、今年度も青龍洞について

同様の業務をする予定にしてございます。以上。 

○分科会長（西田  真） はい、どうぞ。 

○大交流課参事（吉本  努） 私のほうからは、ま

ず、歳出、９９ページをごらんください。下のほう

にございます基金管理費のうち、大交流課分でござ

います。こちら、一番下にあります市債管理基金積

立金として、内訳１５０万円を積み立ております。

これは、竹野会場花火の交付税で未算入をされる５

００万円の３０％分の１５０万円を基金として積

み立ております。 

 続きまして、１０９ページをごらんください。一

番上、地方創生推進費のうちの大交流課分として、

７２万２，３６７円計上いたしております。こちら

のほうは、日高の商工会館の関連の事務経費として

旅費等を執行してるというふうな形の支出でござ

います。 

 続きまして、１１３ページをごらんください。中

段少し上ぐらいに、地域おこし協力隊の推進事業費

でございます。こちらのうちとして、城崎国際アー

トセンター、豊岡観光イノベーションに勤務してお

ります２名分として６６４万５，８５７円分をこち

らのほうから支出いたしております。 

 続きまして、１６１ページをごらんください。備

考欄の中ほど、観光事業費からです。こちらのほう、

マーケティング調査業務として豊岡市にお越しに

なられている国内、海外の方の消費動向ですとか、

滞在の状況等を把握するために、アンケート調査を

しておる部分の業務委託料でございます。 

 続きまして、補助金として、豊岡ツーリズム協議

会として、この事業としてメディア旅行エージェン

ト招聘事業と、インバウンドの受け入れ体制構築事
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業の２つを実施いたしました。３０年度につきまし

ては、インバウンド受け入れ体制構築事業として、

新たにおもてなしの英語講座という形の講座を開

設をして、事業実施をお願いをしたというような状

況になっております。 

 続きまして、観光まちづくり推進事業費でござい

ます。こちらのほう企業人の派遣として３名分、新

規バス、ＪＴＢ、近畿日本ツーリストから３名の職

員派遣をいただいた分の約２分の１相当をこちら

のほうから負担をしているという金額でございま

す。 

 補助金につきましては、データアナリストという

ことで、ウエブの解析ですとか、プロモーションに

関してアドバイスをいただくというふうなことで

配置をしております。本年度は金額として３００万

円に減額してというふうな形で事業を実施してお

ります。 

 続きまして、観光地マーケティング事業でござい

ます。こちらのほう、業務委託料で公衆無線ＬＡＮ

サービス用設備構築業務となっております。市内に

Ｗｉ－Ｆｉを整備しておりますが、昨年度システム

変更と機器の変更によって、日本人、海外の方、ど

ちらでも使っていただけるようなＴＯＹＯＯＫＡ

 ＣＩＴＹ Ｆｒｅｅ Ｗｉ－Ｆｉを構築いたし

ました。それに関する業務委託料という形になって

おります。 

 次は、事業委託料の部分ですが、これは動態調査

ということで、国内の旅行者の動態分析をして、主

に全体の部分から近畿の大都市圏で、どれだけの発

地者があるのかというようなことを詳細に分析し

た業務でございます。 

 続きまして、海外戦略推進事業費という形です。

インバウンドの全般のプロモーションですとか受

け入れ体制の構築ですとか、さまざまな事業を展開

しております。ページとしては１６３ページをごら

んください。大きく変わりましたものが、３０年度

で実施したもの、上から７行目ぐらいですか、欧米

豪ＢｔｏＢマーケティング事業ということで、こち

らのほう、旅行博の出展ですとかセールスコール、

旅行エージェントへのコンタクトを実施するとい

うことで、９１万８，０００円を支出しております。 

 次の、インバウンド閑散期対策業務ということで、

こちらのほう４、５、６．９、１０の特に城崎の閑

散期に対してのプロモーションということで、城崎

の中で使っていただく城崎小判というふうな形の

ものをキャンペーンとして支出したりですとか、城

崎のほうから出石のほうに行っていただくという

ふうな形をウエブ上でＰＲして、誘客につなげたと

いうふうな事業でございます。その中の住宅使用料

です。昨年度８月にアメリカ人のＣＩＲ２名が追加

という形になりまして、１名から３名に増額した部

分で、住宅使用料も１８４万円という形で増額とい

う形になっております。 

 続きまして、２７９ページでございます。観光費

の部分で、下の枠の中段ぐらい、観光事業費という

形になっております。大交流課分として、ほぼほぼ

大交流課分ですが、１，９４８万２，６４６円が大

交流課分という形になります。 

 めくっていただきまして２８１ページです。まず

大きなもので３行目、観光ビジョンの策定支援業務

です。昨年度、最終名称は大交流ビジョンという形

のものを作成いたしましたが、これに係る作成支援

ということで４８６万円、コンサルティング業務で

すとか、そういった形のもので支出をさせていただ

いております。 

 続いてその下、閑散期団体誘客拡大事業というこ

とで１，１００万円を支出しております。こちらの

ほう、城崎の閑散期に対して国内の誘客を図りたい

ということで、目標の設定として７，０２８人泊を

設定をしておりましたが、実績としては１万６，０

０３人泊ということで、８，９７５人泊の増という

ような結果になりました。 

 続きまして、出石の地域活性化事業です。こちら

のほうは、出石の地域の、特にお昼の時間の滞在時

間を何とか延ばしたいというふうな形で、実証実験

も兼ねて、永楽館で演劇の上演を実施して、そちら

のほうの動向を調査したという事業になります。４

日間で延べ１５６名の方が観劇をしていただいた
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という形になっております。 

 続きまして、大きく変わったもので、下から１０

行目ぐらいですか、豊岡ツーリズム協議会の補助金

の中で、基本的には相互送客の強化とか、ミシュラ

ンガイドのウエブの掲載とか、城崎のインターンシ

ップ等に補助金を出しておりましたが、一つ、昨年

の４月に日本丸が寄港したというふうな関係で、そ

ちらに関連する部分も支出をしております。 

 続きまして、２８３ページをごらんください。中

段より少し下ぐらい、海外戦略推進事業費でござい

ます。業務委託料のうちインバウンド体験プログラ

ム強化事業として２９８万３，０００円を支出して

おります。こちらのほう、業界大手のＶｏｙａｇｉ

ｎという会社と連携をいたしまして、体験プログラ

ムの造成ですとか、体験ページですとか、特殊ペー

ジの作成をして、Ｖｏｙａｇｉｎのノウハウを生か

しながら、そちらのほうの顧客に対するプロモーシ

ョンも実施したというような事業でございます。 

 その下、観光案内サインの作成業務でございます。

こちら２９年度、３０年度、２カ年でインバウンド

向けの観光サインを整備するということの２カ年

目になります。主に日高と出石と但東のエリアの部

分の案内サイン、１１カ所を改修なり設置をさせて

いただいております。 

 続きまして、２８９ページのちょうど中段あたり、

観光施設管理費です。２７万９，７２０円支出して

おりまして、これは中嶋神社ですとか、来日山のト

イレ等々の案内の看板を修繕したものでございま

す。 

 その下、豊岡観光施設管理費については、主に分

担金として３施設、中嶋神社のトイレ、気比の浜の

トイレ、気比の浜の炊事棟に関する分担金として支

出しております。 

 次が、２９３ページをごらんください。ちょうど

中ほど泉源管理費でございます。こちらのほう、修

繕料は３１１万８，６１３円ということで、但東北

部の泉源のポンプの入れかえですとか、出石温泉ス

タンドの改修、但東シルク温泉第１、第２の送水ポ

ンプの取りかえ等々がございます。 

 それと手数料でございます。手数料の中で、３０

年度は温泉成分の分析検査料というものと、可燃性

天然ガス定量試験検査料というのを実施させてい

ただいております。これは１０年ごとに検査をしな

いといけないという形で、３０年度がちょうどその

年に当たったということで、こちらのほう、検査の

ほうをさせていただいております。 

 下のほうの事業用備品で、１０４万７，６００円、

こちらポンプ２機、但東シルクの第１泉源用という

ことで購入させていただいております。ポンプもあ

る程度年数の計画を立てながら、事前に、すぐにポ

ンプが製造できないということもありますので、年

次的に計画的にポンプを買うというふうな形で実

施しております。 

 続いて、下から４行目の近畿自然歩道の施設管理

費でございます。４１万２，０００円ということで、

こちらのほうの業務委託料として切浜と香林会館

の２施設に対して４１万２，０００円を支出させて

いただいております。以上です。 

○分科会長（西田  真） どうぞ。 

○大交流課参事（藤原 孝行） 城崎国際アートセン

ターの部分につきまして、特に目立つところだけ申

し上げます。 

 お手元資料１０５ページになります。城崎国際ア

ートセンター管理費の中の業務委託料です。２項目

めの長寿命化調査業務として９０１万８，０００円、

かねてからご説明申し上げて、それから調査内容に

つきましては６月にご報告申し上げたこの業務に

なります。 

 次に、１０７ページですが、上段の城崎国際アー

トセンター事業費です。これは豊岡アートシーズン

として行っておりますもので、特に申し上げておき

たいのは、いわゆる主催事業なんですが、アートセ

ンターでやるのではなくって、３０年度は但東の大

石家住宅、矢根にある文化財の古い家なんですが、

それから城崎温泉街の三木屋の大広間、それからも

う一つは、Ｋａｗａｌａｌａ－ｒｈａｐｓｏｄｙと

いって、夏に行ったのは豊劇を中心、発着にして、

町中を夕方から夜にかけて歩くというツアーパフ
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ォーマンスというふうな格好での事業内容を開催

いたしました。ということで、アートセンターにこ

だわらず、外に出向いていくという部分で、３０年

度は特徴的だったのかなというふうに思っており

ます。簡単ですが以上です。 

○分科会長（西田  真） どうぞ。 

○環境経済課長（柳沢 和男） １点、修正をお願い

したいと思います。７５ページをごらんください。

歳入の部で、諸収入のところでございますけれども、

上から７行目、永楽館のところの内数として、先ほ

ど４３８万円と申し上げたようでございますけれ

ども、桁が一つ違いまして、４３万８，０００円が

正解でございます。申しわけございませんでした。 

○分科会長（西田  真） ほかにありませんか。よ

ろしいか。 

 どうぞ。 

○大交流課長（谷口 雄彦） 歳入のほうに移りたい

と思います。 

 お手元の資料の６０ページ、６１ページをお開き

ください。中ほどにあります１３番の地域振興基金

繰入金の７億３，８７０万６，０００円のうち、大

学用地の取得費といたしまして５億２，５５０万円

をこちらから繰り入れてございます。 

○分科会長（西田  真） どうぞ。 

○大交流課参事（吉本  努） まず、２７ページを

ごらんください。中段ちょっと中ほどにございます

行政財産目的外使用料のうち大交流課分が６８万

８，２６９円でございます。こちらは玄武洞公園と

城崎国際アートセンター等の自販機等に伴う収入

でございます。 

 続きまして、２９ページでございます。先ほど振

興局のほうからも報告ありましたように、温泉使用

料の関係があって、それぞれは振興局のほうで調定

を打っていただいておりますが、大交流課分で調定

を打った収入としては、神鍋高原分の温泉ガソリン

スタンドとシルク温泉分の温泉スタンドというこ

とで、合わせると１万５，２６０円の収入という形

になっております。 

 続きまして、５１ページをごらんください。枠の

下から７番目ぐらいのものです。自然歩道の施設管

理委託金として４１万２，０００円でございます。

先ほど近畿自然歩道の施設管理費ということで４

１万２，０００円の歳出をさせていただきましたが、

こちらのほうがその金額同額が、委託金として県か

らいただいてるものでございます。 

 続きまして、５３ページをごらんください。ちょ

うど中段ぐらいになります、利子及び配当金のうち、

日和山観光株式会社からの出資配当金として１万

９，５００円をいただいております。 

 次は、６９ページをごらんください。受益者負担

金でございます。受益者負担金の一番項目の上にご

ざいます国際交流員の住宅費ということで、８９万

８，７２１円でございます。先ほどご説明しました

ように、昨年度、国際交流員１名から３名に増額し

たということで、こちらのほう３名分の住宅費とし

ていただいてるものでございます。 

 続きまして、下から１０段目、光熱水費等の使用

者負担金でございます。こちらのほう、城崎国際ア

ートセンターと玄武洞の自販機等への電気代とし

て、合わせて８万１，８６９円を収入いたしており

ます。 

 続きまして、７１ページをごらんください。上か

ら１４番目ぐらいですか、アンテナショップという

ことで８４万１，４２７円を収入しております。先

ほど歳出でもご説明しましたうち、こちらのほう電

気代と換気料、あと名店会費というのを収入として

いただいておるという形になりますので、この金額

を歳入をいたしております。 

 あと８３ページの中段でございます。過疎対策事

業債のうち大交流課所管分が５事業、城崎国際アー

トセンター事業と、竹野浜海上花火、北前まつり、

竹野カニカニカーニバル、関係強化の補助金という

ふうなことで、合計、過疎債３，９６０万円分がこ

ちらのほうに歳入として入っております。私は以上

です。 

○分科会長（西田  真） 説明は終わりました。質

疑はありませんか。 

 奥村委員、どうぞ。 
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○委員（奥村 忠俊） １５７ページに但馬空港の利

用促進があるんですけれども、これのたくさんの方

が乗っていただいてというのは、先日もありました

けれども。 

○分科会長（西田  真） ちゃうやん、それ。 

○委員（嶋﨑 宏之） それ都市整備。 

○委員（福田 嗣久） 都市整備やからここじゃない。 

○分科会長（西田  真） 昼から。 

○委員（福田 嗣久） ここ環境経済関係。 

○委員（奥村 忠俊） あ、ここじゃなかった。 

○委員（嶋﨑 宏之） そこ説明してないから。 

○分科会長（西田  真） 昼から。 

○委員（奥村 忠俊） ああ、そうですか。じゃあ間

違えました。僕は印つけとったもんで。 

 そうしたら１４７ページ。この分も昼からでよろ

しいですか。 

○委員（嶋﨑 宏之） 下に課が書いてあるでしょう、

課名が。課名が書いてあるとこで環境経済とか大交

流とか。 

○分科会長（西田  真） 括弧書きで書いてありま

すんで。 

○委員（奥村 忠俊） わかりました。 

○分科会長（西田  真） 今言っとられるのは都市

整備課の分ですんで。 

○委員（奥村 忠俊） 昼からさせてもらいます。済

みません。 

○分科会長（西田  真） 奥村委員、いいですか。 

 ほかにありませんか。 

 岡本委員、どうぞ。 

○委員（岡本 昭治） １１３ページ、歳出の起業支

援事業費の１件ということで、起業されたというこ

とですけども、会社名はいいですので、業種、どう

いう会社が起業されたか。事業内容で結構です。 

○分科会長（西田  真） どうぞ。 

○環境経済課長（柳沢 和男） 地域おこし協力隊の

この補助金、起業支援事業費でございますけれども、

ゲストハウスの運営ということで出させていただ

いております。以上でございます。 

○分科会長（西田  真） 岡本委員、どうぞ。 

○委員（岡本 昭治） それと１５５ページ、市の単

独の合同企業説明会が３０年度で終了されたとい

うことで、新たに他事業でこれを行うということで

すけども、内容についてはもうほとんど変わらない

内容でなるんでしょうか。 

○分科会長（西田  真） どうぞ。 

○環境経済課長（柳沢 和男） 説明をさせていただ

きましたのは、市単独の合同企業説明会につきまし

ては、先ほど但馬内で合同でやる企業説明会と２つ

ありまして、重複するといいますか、同じ趣旨でや

りますので、そちらに統合しようということで、市

単独のものをやめて、但馬全体でのものでやってい

くというのを継続していくというような考え方で

ございます。 

○分科会長（西田  真） 岡本委員。 

○委員（岡本 昭治） 最後に済みません、２９５ペ

ージ、２９５ですね。これも補助金の一番下のほう、

企業誘致推進事業費の補助金の中のＩＴ関連事業

所開設支援事業費ってあるんですけども、これＩＴ

ですからＩＴのほうかなと思うんですけども、これ

もまた業務内容、どんなＩＴの関連の事業なのかと

いうのを。 

○分科会長（西田  真） どうぞ。 

○環境経済課長（柳沢 和男） １件はコンタクトセ

ンターと申しますか、消費者とつながって対応して

いくようなものから事業展開につなげていくとい

うような事業でございますし、もう１件はＥＣサイ

トの運営ということでございます。 

○分科会長（西田  真） 岡本委員、どうぞ。 

○委員（岡本 昭治） もう一度。この内容について

は、豊岡の中の企業さんなのか、大阪とかあちらか

ら来られてされた方なのかというのを。 

○分科会長（西田  真） どうぞ。 

○環境経済課長（柳沢 和男） 前段の企業様につき

ましては豊岡市内で新たに事業所を開設をしてい

ただいたということでございます。もう１点につき

ましても、市内でいらっしゃった方が事業展開を新

たに始められたということでございます。 

○委員（岡本 昭治） わかりました。ありがとうご
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ざいました。 

○分科会長（西田  真） よろしいか。ほかにあり

ませんか。 

 伊藤委員、どうぞ。 

○委員（伊藤  仁） ちょっとアートセンターで、

長寿命化調査業務を行われておられます。（「何ペ

ージ」と呼ぶ者あり）１０５ページ。その調査業務

を終えて、今後、設計だとか予算、ざくっとした予

算は聞きましたけれども、そういった設計やら試算

ができ上がっているのか、今後の予定について聞き

たいのと、大規模改修についてはいつごろかかりた

いと思われてるのか。それは答弁でもありましたけ

れども、公共マネジメントともかかわりが出てくる

んだという話もあったけども、いつごろかかりたい

と考えてるのか、その辺の今後の見通しをお答えく

ださい。 

○分科会長（西田  真） どうぞ。 

○大交流課参事（藤原 孝行） 金額につきましては、

本会議の中でも話が出ておりましたが、現在の規模

をそのまま復元というのはおかしいですが、改修す

るとすれば５億１，２００万というふうなことです。

議員ご指摘のとおりの答弁そのままになるんです

が、具体的な話として、専門職大学ができて、そし

てカリキュラムがどういうふうな格好でできてく

るのか。１年生、２年生の第４クオーターぐらいか

らインターン生として受け入れをしていくのか、あ

るいは３年生になってからなのか、その辺がはっき

り決まってからでないと、どれだけのアートセンタ

ーで受け入れる人数が決まるのか。つまりそれによ

って部屋が足りるのか足りないのかっていうこと

が、まだ大学が開学してからでないと、我々も見当

がつかない部分があります。一番気をつけなければ

いけないのは、手戻りになることだというふうに思

ってます。我々がこれぐらいの規模だろうというこ

とで推測をして部屋を、例えばですけども５つ新し

くつくりました。その内容で設計を出します。とこ

ろが実際にそこまで要らなかった、あるいは極端に

言えば１０部屋必要な規模が要求されたというふ

うなときに、手戻りになってはいけないので、その

時期についてはほかの動き、今、専門職大学という

ふうに申し上げましたが、もう一つは新豊岡市民会

館も役割分担のこともございますので、そちらのほ

うとどういうふうにすみ分けをしていくのか。もっ

と言えば、市民プラザとのすみ分けもどうしていく

のかというふうなことも決めていって、もう本当に

手戻りのないような時期、それを決めてこなければ

いけないと思ってます。なので、はっきりいつごろ

というふうなことは、我々なかなか、１担当として

は申し上げれないんですが、先ほどご指摘もありま

した全体マネジメント推進室のほうの指導、調整等

も仰ぎながら検討していきたいというのが、今の現

状の状態でございます。以上です。 

○分科会長（西田  真） 伊藤委員、どうぞ。 

○委員（伊藤  仁） 昼回ったんで終わりたかった

んですけども、初めてまた変わった話が聞けました

んで。長寿命化を考えるだけじゃなしに、その何か

部屋割りの今、ことを言われてました。増築も考え

てのお話ですんか、これ。このことは初めて聞かせ

ていただきますので、もうちょっと詳しくお願いし

ます。 

○分科会長（西田  真） どうぞ。 

○大交流課参事（藤原 孝行） 例えばで部屋割りの

こと申し上げましたが、役割をどう決めてくるのか

ということでございます。例えば今ある施設でイン

ターン生あるいは学習の場として大学と連携でき

るのかもわかりません。今、例えばで部屋が必要な

のかどうかということも、実際まだはっきりわかっ

てないわけです。なので、例えばで部屋の数で５部

屋が必要あるいは１０部屋が必要というふうに申

し上げましたが、例えばでそういう役割、アートセ

ンターがどういう役割を担っていくのかっていう

ことが、まだはっきり決まってない状態で、例で申

し上げまして、ちょっと変に誤解を与えてしまった

かもわかりませんが、そういうことを始めとしての

役割というものをはっきり決めとかなければいけ

ないというふうなことで申し上げました。以上です。 

○分科会長（西田  真） 伊藤委員、どうぞ。 

○委員（伊藤  仁） その大学についてはそういう
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専門職で科を持たれるということは、当然舞台であ

るとか、練習の場であるとか、発表の場というのは、

当然大学の中に設置されるだろうということは誰

も予測するのに、なおかつまたアートセンターで、

市民会館で、そんな大学の誘致の問題と絡めていか

なあかんというのはようわからんのですけど、その

あたりを教えてください。 

○分科会長（西田  真） どうぞ。 

○環境経済部参事（小林 辰美） 基本的には大学の

ほうでいろんな機能についての準備しますので必

要ないと思っております。ただ、人数がたくさん来

る場合に、学生の居場所がないので、この後増築す

るかどうかはちょっと決まっておりませんが、幾ら

かのスペースは必要な可能性があるというのをち

ょっと藤原参事が申し上げたことで、基本的には今

の。（発言する者あり）機能を使って受け入れたい

というふうに思っております。 

○分科会長（西田  真） 伊藤委員、どうぞ。 

○委員（伊藤  仁） 今、増築が部屋の数というお

話なんだけども、泊まり込んでせなあかんというこ

とを言われてるの。 

○分科会長（西田  真） どうぞ。 

○環境経済部参事（小林 辰美） 泊まり込んでまで

は。市内に住む大学生は、ほぼ市内に住むかと思い

ますので、通いで来るということを想定しておりま

す。 

○分科会長（西田  真） 伊藤委員、どうぞ。 

○委員（伊藤  仁） だったら何のための部屋割り

の、それ泊まる部屋が要るのか、何の部屋が要るの、

その増築をしたいのは何の部屋なの。 

○分科会長（西田  真） どうぞ。 

○大交流課長（谷口 雄彦） 既に具体的に専門職大

学こうこうこうだからこういったことを具体的に

想定してますって話じゃなくて、長寿命化は長寿命

化の話があって、長寿命化に手をつける時期がいつ

だという質問があるとすれば、それは市民会館のあ

り方と専門職大学のあり方とか、いろんなことが絡

んでくるので、そこを見据えながらやっていかない

と手戻りが起きるのでということで、専門職大学来

るから具体的な工事が必要ですということではな

いという。長寿命化の話とまつわって、関連して、

専門職大学の関係だとか、市民会館の関係も同時に

考慮していく必要があるということを申し上げた

かったということです。 

○分科会長（西田  真） 伊藤委員、どうぞ。 

○委員（伊藤  仁） いやいや、時間もあれで。 

○分科会長（西田  真） よろしいか。 

 ほかありませんか。よろしいか。 

 岡本委員。 

○委員（岡本 昭治） 本当すぐ終わります。７５ペ

ージ、済みません。市民会館等の入場料というのが

あります。ここの中で、永楽館だとか市民会館等が

ありますけども、この永楽館でイベント等をされた

ものは、全てここのところに入ってるって理解して

よろしいんでしょうか。それともほかのところで収

入して受けるところもあるんですか。永楽館の収入

が全てここに入っとんでしょう、イベントだとかい

ろいろありますよね、年間に。 

○分科会長（西田  真） どうぞ。 

○環境経済課長（柳沢 和男） 先ほども説明させて

いただきました、永楽館を会場にしまして環境経済

課が事業をさせていただいて、そのときの入場料収

入を、この科目でうけさせていただいてるというふ

うなことでございまして、永楽館の収入に入ってる

っていうことではないということでございます。 

○分科会長（西田  真） 岡本委員、どうぞ。 

○委員（岡本 昭治） ただ、永楽館でいろんなイベ

ントが年間あります。その金額というのは、収入と

してはここの窓口１本で入ってるんでしょうか。そ

れを聞きたかったんです。（「永楽館は指定管理だ

から」と呼ぶ者あり）ああ、そういうこと。ほかの

とこでも入ってる可能性は。（「市が主催したやつ

は市が」と呼ぶ者あり）ここの内容については、今、

田中委員が言われたように、市が主催したものでと

いうことでよろしいんですか。 

○分科会長（西田  真） ちゃんと答弁をしてくだ

さい。 

 どうぞ。 
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○環境経済課長（柳沢 和男） 貸し館としてお借り

をしまして、そこで事業をさせていただいたという

ことで、その収入を市のほうが、環境経済課のほう

が受けてるというふうな内容でございます。 

○分科会長（西田  真） よろしいか。 

 どうぞ。 

○委員（岡本 昭治） まあ、そこで。いえいえ、い

いですか、わかりますか、済みません。 

○環境経済部参事（小林 辰美） 永楽館の収入に関

しては出石の振興局が管理してまして、全部は把握

できてないので、先ほど言いました環境経済課でわ

かる部分しか、ちょっと答えられないということで

申しわけないです。 

○委員（岡本 昭治） 別途聞きます。済みません。

ありがとうございました。 

○分科会長（西田  真） よろしいか。よろしいで

すね。 

 質疑を打ち切ります。 

 環境経済部の職員については、退席いただいて結

構でございます。 

 ここで建設経済分科会を暫時休憩いたします。再

開は午後１時５分。 

午後０時０７分 分科会休憩 

──────────────────── 

午後１時０３分 分科会再開 

○分科会長（西田  真） それでは、ただいまより

建設経済分科会を再開いたします。 

 それでは、第８７号議案、平成３０年度豊岡市一

般会計歳入歳出決算の認定についてを議題といた

します。 

 次は、コウノトリ共生部に関する審査からスター

トしますが、説明は歳出、続いて所管に係る歳入、

最後に財産調書の順で一括して、通しでお願いした

いと思います。 

 それでは、農林水産課、コウノトリ共生課、地籍

調査課の順で説明を願います。 

 なお、説明に当たっては必要に応じて資料のペー

ジ番号をお知らせください。 

 それでは、よろしくお願いいたします。 

 農林水産課、石田課長。 

○農林水産課長（石田 敦史） それでは、農林水産

課の一般会計歳入歳出決算書の概要について説明

を申し上げます。主なものであったり、また新たな

事業というふうなものを中心に説明をさせていた

だきます。 

 それでは、決算書１５９ページのほうをごらんく

ださい。地方創生交付金事業費の上から５行目、コ

ウノトリ育む農法推進事業費の主な支出では、業務

委託料の７１８万９，７３２円のうちスマート農業

推進業務の６４３万２，２６４円につきましては、

コウノトリ育む農法の普及推進を図るべく水管理

の省力化を図るため、水位、水温、地温の水田セン

サーを市内４カ所の試験圃場に６０本を設置し、通

信回線を介してスマートフォン等で確認ができる

実証事業を株式会社ＫＤＤＩに委託したものです。

平成３０年度と令和元年度の２カ年の事業であり

ます。 

 次の事業、コウノトリ育むお米ブランド化推進事

業費の主な支出では、業務委託料６１２万８，９６

０円のうちコウノトリ育むお米プロモーションイ

ベントサポーター業務の４５５万円は、まず１つ目

として、北米、ニューヨーク、ロサンジェルスを中

心とした販路拡大の情報発信と、日本食レストラン

エキスポ出展のサポートにより、安定的な販路確保

を図る業務経費の２００万円です。２つ目として、

新たにオーストラリアでの販売拡大のため、ファイ

ンフードオーストラリアへのブース出展や情報発

信、さらにフォローアップ営業等知名度向上と安定

的な販路確保につなげる業務経費の２５５万円で

す。またいのちの壱、新ブランド米プロデュース業

務の１０８万円は、平成２９年度からの継続事業で

すが、コウノトリ育む農法で栽培されました新ブラ

ンド米いのちの壱の市場調査と販売計画及び新た

な市場開拓業務の経費です。 

 １６１ページのほうをごらんください。上から３

行目、豊岡農業スクール開校事業費は、新規就農に

つなげる研修生６名に係る経費です。平成２５年度

からスタートしましたこの農業スクールは、平成３
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０年度末までに１７名が入校し、１３名が卒業、そ

のうち１１名が就農に至ってる状況です。 

 ２５１ページのほうをごらんください。下から１

２行目、農業振興事業費の主な支出では、２５３ペ

ージ上から６行目、まず、補助金の耕畜連携広域流

通システム確立事業費７００万円につきましては、

これは但馬地域における堆肥流通システムの構築

により、但馬ＡＣＳ、但馬アグリカルチャーコラボ

レーションシステムによりますストックヤード、ダ

ンプトラック、タイヤローダーの整備に係る支援事

業補助金であります。 

 また、次の豪雨災害被災農業者向け生産施設等復

旧支援事業３８５万１，０００円は、昨年の７月豪

雨により被災しました畜産農家が、畜産施設である

農産物等生産施設の復旧に要する経費を支援した

事業補助金であります。 

 次の産地パワーアップ事業費３２４万円は、今回

高収益な作物及び栽培体系への転換を図るため、実

需者であります出石皿そば協同組合から求められ

るソバの生産拡大を図るため、生産者が購入する汎

用コンバインの導入に支援した事業補助金です。 

 １つ事業を飛びまして、有害鳥獣駆除対策事業費

の主な支出では、報償金６，２０３万６，０００円

で、鹿捕獲頭数４，１４２頭、イノシシ８９１頭、

その他が１，３７３個体、合計６，４０６個体の捕

獲報償金です。 

 次の事業、ページの最下段から３行目、鳥獣被害

防止緊急対策事業費は、２５５ページにかけての事

業主体の豊岡市野生動物被害対策推進協議会が実

施します、主に国の特措法、中山間地域所得向上事

業によりまして、金網柵３地区、ワイヤメッシュ９

地区、電気柵３地区の延長約４２キロ余りの設置に

係る経費の負担金です。 

 ２５７ページをごらんください。上から５行目、

環境保全型農業直接支払い事業費の支出では、まず、

交付金の４，００７万８，０６０円は、冬期湛水な

ど環境保全効果の高い取り組みを行う農業者に対

する国からの支援事業で、３９組織、約６４０ヘク

タールの取り組みです。なお、平成３０年度から対

象事業であります一つとしては、有機農業、それと

２つ目、冬期湛水、３つ目、中干し延期、４つ目、

堆肥使用の中から１事業の選択に限られたことに

伴いまして、コウノトリ育む農法の無農薬栽培との

差別化を図るため、無農薬栽培の冬期湛水の取り組

みに対しまして、１行戻ってもらいますが、市単独

での補助金５２５万６，５２０円も交付したところ

で、７４組織、約１３０ヘクタール余りの取り組み

です。 

 ２つ事業を飛びまして、新規就農総合支援事業費

の主な支出では、補助金２，１９４万８，０００円

のうち、新規就農者確保事業費補助金の１，５７５

万円は、４５歳未満の新規就農者に対する国の交付

金によるもので、対象者は１１名です。また若手農

家支援事業の６１９万８，０００円のうち、新規就

農者及び農業スクール卒業生に対しまして、水田農

業に係るトラクター、除草機の購入支援に２９１万

円と、農業用倉庫、野菜の移植機の整備支援に２９

９万４，０００円をそれぞれ市単独により補助を行

ったものです。また、市外からの転入によります認

定新規就農者１名と、農業スクール生１名に対して、

賃貸住宅の家賃の一部を助成する若手農家家賃支

援事業に２９万円も合わせて交付しております。 

 ２５９ページをごらんください。上から７行目、

スマート農業推進事業費の主な支出では、業務委託

料の１６５万１，８００円のうち、水稲低コスト栽

培技術実証業務の１２９万６，０００円は、１つに

は慣行栽培での種もみの量を１．５倍程度多く播種

し、育苗資材等のコスト低減につなげる高密度播種

の技術実証を市内３カ所で実施しております。また

２つ目には、育苗せず種もみを鉄粉、焼石こうでコ

ーティングして、水田に一定の間隔で機械点播する

鉄コーティング湛水直播の技術実証も市内３カ所

で実施しております。 

 次の事業、豊岡市農業ビジョン策定事業費では、

１０年後の豊岡の農業のあるべき姿を定める農業

ビジョンを策定するための検討委員会を設置し、平

成３０年度は３回の検討委員会を開催したところ

です。主な支出といたしましては、検討委員会の委
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員報償金１３万１，５００円、委員の費用弁償１３

万４，５４０円、またビジョンの基礎調査と検討委

員会の運営支援に係ります業務委託料３２４万円

です。 

 ２６１ページをごらんください。上から２行目、

農業用施設管理費の主な支出では、維持管理委託料

の１，０７６万２４０円のうち、受益面積０．５ヘ

クタール以上の農業用ため池の２３カ所の５年に

１度の定期点検に係る業務委託１３６万８００円

と、受益面積０．５ヘクタール未満の農業用ため池

の２２カ所の緊急点検に係ります業務委託１３０

万６，８００円で、特に受益面積０．５ヘクタール

未満の緊急点検は、昨年の７月豪雨で西日本を中心

に決壊や一部損壊により人的被害もあったことか

ら、国の通達に基づいて実施したものであります。

また、維持管理委託料には、ふるさと農道のり面安

全対策事業計画策定業務として、進美寺トンネル、

養父市が切り土のり面におきまして、岩盤の風化が

進行しているため、防災対策の検討業務の５４０万

円が含まれております。 

 次に、保守工事費の２，３４７万５，９６０円は、

基幹農道の舗装修繕工事１，９８９万３６０円、そ

れとのり面の不要木の伐採工事１５６万６，０００

円、及び清滝トンネル、いずたんトンネルのナトリ

ウムランプの交換に伴います照明施設修繕工事２

０１万９，６００円です。 

 ２６３ページのほうをごらんください。中段から

下に向けての畜産振興事業費の主な支出では、負担

金のうち但馬食肉センター改修事業費３，６４０万

７，８４０円は、２９年度からの継続事業ですが、

但馬食肉センターの老朽化と、２０２０年ＨＡＣＣ

Ｐ導入義務化に際しまして、但馬３市２町の負担に

より改修したもので、平成３０年度は改修工事及び

施工管理に係る負担金であります。 

 ２６７ページをごらんください。下から５行目、

治山事業費では、投資委託料の設計等の９７２万円

は、市内５カ所で被災しました山腹復旧の測量設計

調査業務です。次に、山腹復旧工事、地山の３５４

万９，９６０円は、福田区で被災しました県単補助

治山復旧工事であります。なお、治山事業費では、

５件の県単補助治山工事と、３件の市単独治山工事、

合わせまして３，８２８万円を令和元年度に繰り越

ししております。ただし、既にこの工事につきまし

ては、ことしの８月でもって全て工事は完了したと

ころです。 

 ２６９ページをごらんください。上から６行目、

森林整備地域活動支援推進事業費では、国県補助金

返納金の６２４万１，８３０円は、平成２４年度か

ら平成２８年度にかけまして事業に取り組んでい

ただきました３つの事業主体の活動に、森林整備地

域活動支援交付金事業の実施要領に定める活動要

領に満たさない実績が調査で判明したことから、該

当部分につきまして事業主体から自主返納いただ

き、返納額の国５０％、県２５％の合わせまして７

５％分を市から国県へ返納したものであります。 

 次の事業、林道管理費の主な支出では、補修工事

の２６２万１，１６０円は、日高町林道田ノ口栃本

線の路面補修工事の２４２万６，７６０円ほかであ

ります。なお、林道管理費で日高町の林道河江頃垣

線での土砂撤去と路面補修について、地元調整に不

測の日数を要したことから、令和元年度へ４２４万

９，０００円を繰り越ししております。ただ、既に

この工事につきましても、ことしの６月でもって完

了を行っております。 

 このページの下から２行目から２７１ページに

かけての治山事業費繰越明許分では、山腹復旧工事、

治山の２，５８０万３，０８０円は、２９年度から

の繰り越し事業で、豊岡の下宮区の治山流末水路整

備工事３８８万４，７２０円と、庄区の山腹復旧工

事１，８１４万７，０００円、それと但東町赤花区

の山腹復旧工事３７７万１，３６０円です。 

 ２７１ページをごらんください。下から４行目か

ら２７３ページにかけての漁港管理費の主な支出

は、最下段から２７３ページにかけての業務委託料

のうち、海岸漂着物処理業務の１４５万９，０８０

円は、昨年の７月豪雨により田結漁港に漂着したご

みの処理処分業務で、機能保全計画策定業務の３２

１万７，３２０円は、田久日漁港の各施設の長寿命
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化に向けた調査、測量及び点検業務です。なお、冬

季の風浪によりまして、切浜、須井漁港に漂着した

ごみの処理処分業務については、令和元年度に２９

９万円を繰り越ししておりますが、既にことしの５

月の上旬で業務は完了しております。 

 次の整備工事費１億３，７４９万１，５６０円は、

田結漁港の防波堤整備工事に係る経費です。 

 次の事業、漁港管理費繰越明許分では、業務委託

料の海岸漂着ごみ撤去業務１，４２９万５６０円は、

平成２９年９月の台風１８号及び１０月の台風２

１号により田結漁港に漂着した海岸ごみの処理処

分業務で、塩分、砂の取り除きの前処理と廃棄物の

処理施設の能力を大きく超える量でありましたか

ら、２９年度から全額繰り越した事業でございます。 

 次の事業、水産業振興事業費では、整備工事費の

２４８万４，０００円は、竹野町森本の市場井堰魚

道設置工事で２９年災害で被災しました井堰本体

の復旧工事にあわせて魚道を設置したものです。な

お、竹野町御又の御又井堰にも同様に、魚道の設置

を予定しておりましたが、３０年災害で井堰本体を

被災したため、令和元年度に２５０万円を繰り越し

をしております。 

 ４３５ページをごらんください。上から４行目、

農地農業用施設災害復旧事業費の主な支出は、まず、

設計等の投資委託料の２，１４４万８，８００円で、

平成３０年災害の農地農業用施設災害復旧工事に

係る６件の測量及び設計業務です。また、軽微な被

災復旧を地元が主体となっての１６６件の重機借

り上げ料１，４５６万７，２５３円や、被災復旧を

原材料支給による４７件分の補修材料費１７６万

７，６８８円です。なお、補助災害３５件と、小災

害５０件の工事費１億３，０３０万円につきまして

は、全額令和元年度に繰り越しをしております。 

 次の事業、林業用施設災害復旧事業費の主な支出

は、まず、設計等の投資委託料の２１６万円で、平

成３０年補助災害の林道５路線の測量及び設計業

務です。 

 次の災害復旧工事費２６２万９，０８０円は、市

単独の４カ所の林道災害復旧工事です。なお、補助

災害林道５路線２カ所と、単独災害１１カ所の工事

費５，８３２万３，０００円につきましては、全額

令和元年度に繰り越しをしております。 

 次の事業、農地農業用施設災害復旧費繰越明許分

では、農地農業用施設災害復旧工事の１億７，３８

７万３，５２０円は、２９年度からの繰り越し事業

で、その内訳は農地農業用施設の８３カ所の補助災

害復旧工事１億５，７５３万４，２００円と６２件

の小災害復旧工事１，６３３万９，３２０円です。 

 次の事業、林業用施設災害復旧事業費繰越明許分

では、林業用施設災害復旧工事の３，５３９万６，

４１０円も２９年度からの繰り越しで、その内訳は

６カ所の補助災害の林道復旧工事１，４６９万８，

８００円と１８カ所の単独災害の林道復旧工事２，

０６９万７，６１０円です。 

 以上、歳出については農林水産課以上です。 

○分科会長（西田  真） 次は。いや通しで言って

いいよ、全部いっていいよ、最後まで。 

○農林水産課長（石田 敦史） 失礼しました。 

 それでは、歳入のほうの説明を申し上げます。ペ

ージは２５ページをごらんください。中段あたりの

治山事業費分担金の１３万２，６９７円は、歳出で

説明しましたとおり、豊岡市の福田地区の県単補助

治山山腹復旧工事の地元分担金３万５，４９９円と、

市内５カ所で被災しました県単独治山山腹復旧事

業の測量設計業務の地元分担金９万７，１９８円で

す。なお、市内５カ所の測量設計業務を行った工事

費につきましては、令和元年度に繰り越しておりま

すから、収入未済額の３１万５，０００円は地元分

担金の翌年度繰越額というふうにご理解ください。 

 その下、治山事業費分担金繰越明許分の２４万３，

１８３円は、歳出で説明しましたとおり、豊岡市の

庄地区と但東町赤花区で２９年度からの繰り越し

事業で実施した山腹復旧工事の地元分担金です。 

 下に向かっていただきまして、農地農業用施設災

害復旧事業費分担金繰越明許分の３１７万７，７０

０円は、２９年災害の繰り越し事業で、補助災害８

８カ所、小災害６２カ所の地元分担金です。なお、

平成３０年災害の工事につきましては、令和元年度
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に繰り越していますから、収入未済額の３００万５，

０００円は、補助災害３５カ所、小災害５０カ所の

地元分担金の翌年度繰越額です。 

 ３７ページをごらんください。中段から下に向か

って災害等廃棄物処理事業費補助金繰越明許分の

２８７万９，０００円は、田井漁港に漂着したごみ

処理処分業務に係ります２９年度からの繰越明許

分の国庫補助金です。 

 ４５ページをごらんください。一番下の行、農業

費補助金のうち、環境保全型農業直接支払い推進交

付金の３，０１６万３，５４５円は、歳出で説明し

ましたとおり日本型直接支払いの環境保全型農業

直接支払い事業分の補助金です。 

 ４７ページをごらんください。上から８行目、鳥

獣被害防止総合対策事業費補助金の２，９００万７，

０００円につきましては、鹿の有害捕獲４，１３０

頭に対する国からの定額１頭当たり７，０００円の

補助と、熊の捕獲で幼獣１頭を含め１３頭に対する

国からの補助でございます。 

 その下の耕畜連携広域堆肥流通システム確立事

業費補助金の３５０万円は、歳出でも説明しました

とおり、但馬地域におきます但馬ＡＣＳによります

ストックヤード、機械整備に係る補助金です。 

 次の豪雨災害被災農業者向け生産施設等復旧支

援事業費の補助金の３４２万円も、歳出で説明しま

したとおり、昨年の７月豪雨により畜産農家の被災

しました農産物生産施設の復旧に係る経費の補助

金であります。 

 次の産地パワーアップ事業費補助金の３２０万

円も、歳出でも説明しましたが、ソバの生産拡大を

図るための生産者の汎用コンバイン導入に係る支

援補助金です。 

 次に、林業費補助金のうち、３つ目の治山事業費

補助金の２３６万６，０００円も、歳出で説明しま

したが、福田地区の県単補助治山復旧工事の県補助

金です。なお、市内５カ所の県単独補助治山工事は、

令和元年度に繰り越していますから、収入未済額の

２，１００万円は治山事業費補助金の翌年度繰越額

というふうにご理解ください。 

 ５つ飛びまして、治山事業費補助金繰越明許分の

１，６１８万円は、庄区、但東町赤花区で２９年度

からの繰り越し事業で実施した山腹復旧工事の県

補助金であります。 

 ４９ページをごらんください。中段から下に向け

て、農林水産業施設災害復旧費補助金のうち、農地

農業用施設災害復旧費補助金の５３８万８，０００

円は、３０年災害の補助債の測量設計業務に係る補

助金です。 

 次の農地農業用施設災害復旧費補助金繰越明許

分の１億４，３９９万９，２３１円は、２９年度災

害の繰り越しで、補助災害８３カ所の補助金であり

ます。 

 次の林業用施設災害復旧費補助金繰越明許分の

１，１８９万７，０００円は、同じく２９年災害で

繰り越ししました補助災害６カ所の林道災害復旧

工事の補助金です。 

 ６１ページ、中ほどをごらんください。中ほどに

地域振興基金繰入金７億３，８７０万６，０００円

という数字がございますが、そのうち農林水産課分

といたしましては合計３，８００万円で、歳出の地

方創生交付金事業の所管事業の２，５００万円、そ

れと歳出２５５ページのバイオマスタウン推進事

業に５００万円、２５７ページの環境保全型農業直

接支払い事業費に５００万円及び新規就農総合支

援事業費に３００万円がそれぞれ充当されており

ます。 

 ７７ページをごらんください。１行目の森林整備

地域活動支援交付金の返納金の８３２万２，４４０

円は、歳出で説明しましたが、森林整備地域活動支

援交付金事業の活動要件を満たさない実績部分に

つきまして、実施主体のほう３団体からの自主返納

額でございます。 

 ７９ページをごらんください。上から３行目、農

業債のうち、畜産振興事業債の但馬食肉センター３，

４５０万円は、歳出でも説明しましたが、食肉セン

ター改修工事と施工管理に係る負担金分の市債で

ございます。 

 １つ飛んで、漁港整備事業債の１億３，０６０万
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円は、田結漁港整備防波堤工事に係る市債分でござ

います。 

 ８１ページをごらんください。下から１１行目、

農林水産業施設災害復旧債のうち、補助災害復旧事

業債の農地農業用施設分５５０万円は、３０年債の

補助災害の測量設計業務に係る市債です。 

 次の単独災害復旧事業債の農地農業用施設分４

２０万円も同様に、３０年債の小災害の測量設計業

務に係る市債です。 

 次の補助災害復旧事業債繰越明許分の農地農業

用施設分４８０万円は、２９年度からの繰り越し事

業のうち、８３カ所の補助災害農地農業用施設の復

旧工事に係ります市債です。また、林業用施設分２

５０万円も同様に、２９年度からの繰り越し事業の

うち、６カ所の補助災害林道復旧工事に係る市債で

す。 

 次の単独災害復旧事業債繰越明許分２，２８０万

円は、農地農業用施設分１，２６０万円と、林業用

施設分１，０２０万円に分かれまして、いずれも２

９年度からの繰り越し事業で、６２カ所の農地農業

用施設の小災害復旧工事と、１８カ所のうち起債対

処となってました４カ所の市単独の林道災害復旧

工事に係る市債です。 

 以上、農林水産課からの説明を終わります。財産

調書はございません。 

○分科会長（西田  真） どうぞ。 

○コウノトリ共生課長（宮下 泰尚） 初めに歳出に

ついて説明いたします。決算書は１０１ページをお

開きください。１０１ページの上段、コウノトリ基

金積立金のうち、コウノトリ共生課に関するものは

ふるさと納税使途分１，０００万を除きます１，０

０７万５，７８８円です。コウノトリ文化館でお預

かりしている環境協力金と、団体企業等からの一般

寄附金を受け入れて、基金に積み立てているもので

す。 

 １１３ページの上段、地域おこし協力隊推進事業

費のうち、コウノトリ共生課に関するものは報償金

１９９万２，０００円のほか、住宅使用料６９万４

８０円など合計３４１万５，３５１円です。平成３

０年度は３年契約の２年目に当たります。 

 １１７ページをお開きください。中段の人件費の

うち、コウノトリ共生課に関するものは環境審議会

委員報酬８万円です。委員が１５名ありまして、年

間２回の審議会を開催しております。 

 その下、環境政策推進事業費のうち、コウノトリ

共生課に関するものは環境審議会の開催に係る経

費等６８万７１９円です。そのうち大きな割合を占

めますのは、神鍋道の駅に設置されている電気自動

車用急速充電器の管理業務３５万６，７４５円です。 

 １１９ページをお開きください。中段の太陽光発

電システム導入補助事業費、それからその下の木質

バイオマス導入補助事業費につきましては、それぞ

れ２７件、１６件の補助を行っております。 

 １２１ページをお開きください、上段人件費のう

ち、コウノトリ共生課に関するものは、コウノトリ

生息地保全管理員１名の労災保険料８，１１１円で

す。 

 次にその下、コウノトリ文化館管理費です。平成

３０年度から５年契約で施設の維持管理、運営を行

っておりますＮＰＯ法人コウノトリ市民研究所の

指定管理料３，２１５万４，０００円を含む施設の

管理運営経費です。市民研は１２名のメンバーを擁

しておりまして、１日平均５人がローテーションを

組んで運営しております。 

 その下、コウノトリ野生復帰推進事業費です。昨

年初めて参加しましたイギリス、バードフェアの旅

費１９５万５，３７６円のほか、啓発パンフレット

「コウノトリとともに生きる」の修正印刷５５万８

００円、コウノトリクリアファイルの購入２１万６，

０００円、バードフェアの負担金７４万９，９５０

円などを支出しています。バードフェアにおきまし

ては、旅費、展示物の作成費、レンタカー、負担金

などで、総額３１９万１，１６５円を支出しており

ます。 

 １２３ページをお開きください。上段のコウノト

リ生息地保全対策事業費です。生息地保全管理員の

人夫賃６２万３，２００円、水田ビオトープの維持

管理委託料２７２万８，３３７円、加陽湿地の大規
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模湿地維持管理委託料１３４万７，５００円などを

支出しています。水田ビオトープは、平成３０年度

は２５カ所、１１．３ヘクタールを管理していただ

いております。 

  次に、ハチゴロウの戸島湿地管理費です。見試し

耕運を含む指定管理料８３９万６，０００円、水路

ゲートの修繕５万１，８４０円などを支出していま

す。こちらもコウノトリ湿地ネットに平成３０年度

から５年契約で委託指定管理をお願いしております。 

 １２３ページ下段のラムサール条約関連事業費

です。ラムサールエリアの拡張記念イベントに係る

ラン・レビー氏への報償金３０万円、ラムサールエ

リア拡張に係る海外出張旅費２５１万７，４７０円、

ラムサールパンフレット等の印刷費９７万８，４８

０円、ラムサール映像、タペストリー等の修正手数

料２６万１，３６０円などを支出しています。締約

国会議ＣＯＰ１３では、旅費、展示物作成費、レン

タカーなどで総額２８７万７２３円を支出しまし

た。 

 １２５ページをお開きください。上段の生物多様

性推進事業費です。コウノトリと同じ絶滅危惧１Ａ

類に分類されておりますアベサンショウウオの生

息調査手数料２４万８，４００円、コウノトリ市民

研究所に委託しておりますノアの方舟巡視報告業

務４１万１，４８０円、１４件に支援しました小さ

な自然再生支援事業費１１０万円などを支出して

います。 

 中段のコウノトリ次世代育成事業費です。出張！

田んぼの学校やコウノトリＫＩＤＳの講師報奨金

１６万６，０００円、環境学習やコウノトリ野生復

帰の研究に取り組む高校生の活動を支援するため

の高校生等地域研究支援事業費７件分、５３万９，

０００円を支出しています。 

 加陽水辺公園管理費です。コミュニティなかすじ

と締結しております加陽水辺公園管理運営業務委

託料８０万９，３８０円をはじめ、交流館の運営に

必要な人夫賃、光熱水費、夜間警備費などを支出し

ております。 

 次に、１６５ページをお開きください。中段のふ

るさと教育推進事業費です。このうちコウノトリ共

生課に関するものは、大正大学との共同研究で進め

ておりますふるさと教育効果検証共同研究負担金

２９万２，６８０円です。 

 次に、歳入について説明いたします。２７ページ

をお開きください。２７ページ中段の行政財産目的

外使用料のうち、コウノトリ共生課に関するものは、

コウノトリの郷公園ソーラーハウス使用に係りま

す４万５，４９０円です。 

 次に、５５ページをお開きください。上段の電力

売り払い収入のうち、コウノトリ共生課に関するも

のはハチゴロウの戸島湿地に備える太陽光パネル

で発電した電力の売り払い金１万１，４７２円です。 

 ５７ページをお開きください。中段のコウノトリ

基金寄附金１，００７万５，７８８円は、歳出でも

お話しいたしましたが、団体企業からの一般寄附金

とコウノトリ文化館に入館いただいた際の環境協

力金を受け入れたものです。 

 ５９ページをお開きください。太陽光発電事業特

別会計繰入金６，４２３万９，０００円は、山宮及

び竹貫地場ソーラーの年間売電収入を活用したも

のです。主な充当先としましては、ＬＥＤ防犯灯の

設置事業、太陽光発電パネルの設置補助、木質バイ

オマス機器の導入補助事業などです。それから、竹

貫の保有土地買い戻しのための土地開発基金等に

も充当しております。 

 下段のコウノトリ基金繰入金２，６５４万６，０

００円は、コウノトリ野生復帰推進事業費の各事業

及び学校給食費の賄い用需用費に充当しておりま

す。 

 ６１ページをお開きください。地域振興基金繰入

金のうち、コウノトリ共生課に関するものは、ふる

さと教育推進事業費に充当されました１０万円で

す。 

 ６９ページをお開きください。中段、参加者負担

金のうち、コウノトリ共生課に関するものは、コウ

ノトリＫＩＤＳクラブ参加者２１名分、２万１，０

００円です。 

 次に、７３ページをお開きください。補助金交付
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金のうち、コウノトリ共生課に関するものは、中ほ

どにあります神鍋道の駅電気自動車用急速充電器

の維持権利金３４万３，６４７円です。 

 次に、財産に関する件について説明いたします。

決算書は６１７ページをお開きください。コウノト

リ基金の平成２９年度末現在高は、６１８ページ上

段の参考・債権を加えまして５，６６８万４，００

０円となります。平成３０年度末現在高につきまし

ても同様に、６１８ページの参考・債権を加えまし

て５，０２６万７，０００円となります。今年度は

基金を活用した歳出を抑えましたが、歳入も減少し

たため、全体としてはマイナス６４１万７，０００

円となりました。 

 以上でコウノトリ共生課の説明を終わります。 

○分科会長（西田  真） 地籍調査課、西谷課長。 

○地籍調査課長（西谷  英） まず、歳出からです

けども、２６３ページをごらんください。２６３で

す。上から３行目ですけども、地籍調査事業費で、

金額は１億５，５０３万４，１３３円です。このう

ち１億４，８４８万６，１５０円が補助金の対象と

なる事業費です。支出の主なものですけども、上か

ら１３行目の業務委託料１億４，８１６万３，０４

０円です。これは地籍調査を行う上での外注費の調

査測量費などです。調査地区としましては、平成３

０年度は豊岡市高屋ほか１３地区で、合計１４地区

で、区域として３１区域です。この調査実施により、

調査面積では３．６４平方キロメートル増の合計７

２．２１平方キロメートルとなります。また全体調

査面積に対する進捗率につきましては、０．６％増

の１１％となりました。 

 次に、歳入ですけども、４５ページをごらんくだ

さい。下から２行目ですけども、地籍調査事業費の

補助金１億３，４６９万３，０００円で、これは補

助対象事業費１億５，５７３万６，０００円に対す

る県からの補助金となっております。 

 説明は以上でございます。 

○分科会長（西田  真） 全て終わりましたね。 

 説明は終わりました。質疑はございませんか。よ

ろしいか。 

 奥村委員、どうぞ。 

○委員（奥村 忠俊） 毎回これ聞いているんですけ

ども、但馬空港を利用する支援金の関係がありまし

て、これは。 

○分科会長（西田  真） ちゃうで。その次の。 

○委員（奥村 忠俊） 線ばっかり引いてる。失礼し

ました。 

○分科会長（西田  真） ほかよろしいか。 

 それでは、質疑を打ち切ります。何かありますか。

ないですか。（「大丈夫です」と呼ぶ者あり）大丈

夫ですね。何かありますか。 

○委員（嶋﨑 宏之） ちょっと聞かせてほしい。 

○分科会長（西田  真） 嶋﨑委員。 

○委員（嶋﨑 宏之） １５９ページの農林水産課の

説明のところで、中段からちょっと上に、コウノト

リ育む農法推進事業費というところで、業務委託料

でいのちの壱の試験栽培の業務、それから先ほど出

たスマート農業推進業務、これもうちょっと詳しい

に現状を聞かせてほしいんだけど。 

○分科会長（西田  真） どうぞ。 

○農林水産課長（石田 敦史） まず、いのちの壱の

関係でございます。これは実証が平成２８年度から

実施しております。２８、２９、３０年度の３年間

で実施をしておりました。それぞれ４農家さんに取

り組んでいただきまして、それぞれ３年間の実証を

していく中で、中には育む農法の取り組みと、慣行

栽培のコシヒカリの取り組みをそれぞれ比較をさ

せていただいています。岡本議員の一般質問でも答

弁をさせてもらった内容にもちょっと触れるんで

すけれども、いのちの壱の実証結果につきましては、

４圃場の全て平均で申し上げさせていただきます

が、１０アール当たりの平均収量が、１年目が３７

１キロ、２年目が４０５キロ、３年目が３８２キロ

といういのちの壱の４圃場の平均です。それで、同

じ条件でコシヒカリと比較をさせていただいたわ

けなんですが、１年目で約２４％少なかったという

ふうな実証が出ております。それと２年目、３年目

では、それぞれ２％の収量増というふうな結果が出

ております。今後、この実証の結果に基づいて、３
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年目の実証の最終年のときに、要はこのいのちの壱

をやはりブランド化をしていく取り組みもありま

した。当然このいのちの壱は岐阜県の下呂市の標高

の高い地域で栽培されている品種でありますので、

豊岡で栽培が可能であるかというふうなことで、こ

の３年間実施をしてきたわけなんですが、栽培結果

に基づいて、産地品種銘柄の取得をしないと、豊岡

のブランド化がやはり図れないという考えがござ

いました。３０年度の最終年度末において、豊岡農

業改良普及センターの協力を得ながら、ＪＡたじま

の申請でもって産地品種銘柄の取得がされまして、

兵庫県産いのちの壱というふうな表記につなげる

ことになりました。今後については、これをいかに

商品化していく取り組みをする中で、もともといの

ちの壱に取り扱っていただいてます百貨店であっ

たり米穀店、そういったところに紹介することや、

また青森市にＰＥＢＯＲＡという会社でペットボ

トルにお米を入れて、青天の霹靂という商品で売っ

ておられるんですが、そのＰＥＢＯＲＡさんと神戸

のブライダル店との提携の中で、ブライダル商品と

しての引き出物というふうな取り組みもしていき

たいというふうに考えてます。 

○分科会長（西田  真） 嶋﨑委員、どうぞ。 

○委員（嶋﨑 宏之） ちょっと済みません。これは

４農家さんで始めて、これはもうしっかりと広げて

いくというふうな構想になってるわけ。 

○分科会長（西田  真） どうぞ。 

○農林水産課長（石田 敦史） 今、４農家のほうで

進めている中で、いのちの壱の会社であります龍の

瞳さんっていう会社があるんですけれども、今、ち

ょうど龍の瞳と協議を重ねていく中で、やはりいの

ちの壱が周りにいっぱい広まってしまうと、要は財

産権だとかっていうふうなことにもなるんでしょ

うか。龍の瞳さんからすると、余った種もみは返し

てほしいという話もやっぱり出てきています。また

龍の瞳のほうから言われる中では、種もみを使うに

は１農家当たり幾らというふうな使用料っていう

んでしょうか、そういったものもやはりもらいたい

というふうな話がある中で、今、生産者と龍の瞳さ

んとの、来年に向けてですが、ＪＡも交えて協議を

重ねている状況でございます。 

○委員（嶋﨑 宏之） わかりました。 

○分科会長（西田  真） よろしいか。ほかに。 

○農林水産課長（石田 敦史） 失礼しました。スマ

ート農業の関係がございました。先ほど水田センサ

ーの説明をさせていただいたと思いますが、これに

つきましても水田センサーを３０年度、令和元年度

の２カ年の実証事業という取り組みで、業務委託先

は株式会社ＫＤＤＩです。豊岡市内では旧豊岡で２

地区、それと日高で１地区、但東で１地区の４圃場

で実施させていただきました。この中で、水温、地

温、水位の３つの情報を１時間置きにスマートフォ

ンで確認できるようなものでありまして、初年度の

実証の結果を見ますと、やはり育む農法をいかに進

めていく中では、水管理が一番重要なポイントにな

ってまいりますので、その辺がやはり一番重要なこ

の実証の試験でもございました。生産者のほうから

でございますが、例えばこれまで自宅から２０分か

かる圃場であれば、水管理が３日に１回の実施で済

むようになったであるとか、今まで水管理の見回り

に４０分かかっていたところが、１０分から１５分

短縮できたというような、水管理の削減効果が図ら

れたというふうなことをお聞きしております。令和

元年度は２年目の実証ですので、実証を重ねていく

中で、この水田センサーにスマート農業を普及推進

していく足がかりになればなというふうに思って

おります。以上です。 

○分科会長（西田  真） 嶋﨑委員、どうぞ。 

○委員（嶋﨑 宏之） 今、豊岡で２件と、それから

日高１件、それから但東１件、全部で４農家にお願

いしとるようです。これは実験で、このままでもう

１年、２年データをとるということですか。もっと

広げていくという方向じゃなしに。 

○分科会長（西田  真） どうぞ。 

○農林水産課長（石田 敦史） とりあえず昨年から

ことしにかけての２カ年の実証というふうなとこ

ろで、これを今後やはり進めていきたいところでは

あるんですが、この水田センサー１本が経費的に８
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万円程度かかります。区画の大きさにもよりますが、

１圃場に大体１０本ないし２０本の設置になるわ

けですが、大体１０本設置するとなると、１圃場だ

けでもやっぱり８０万円程度かかります。それに通

信回線を使っておりますので、通信回線はそうかか

らないというふうにお聞きしているんですが、やは

りその設置をすることによって、本当にじゃあそれ

が生産する中で、採算が取れるんかっていうふうな

ところが課題かなと思ってます。 

○委員（嶋﨑 宏之） わかりました。ありがとうご

ざいました。 

○分科会長（西田  真） よろしいか。ほかにあり

ませんか。よろしいか。 

 それでは質疑を打ち切ります。 

 ここで建設経済分科会を暫時休憩いたします。 

午後１時５６分 分科会休憩 

──────────────────── 

午後１時５６分 委員会再開 

○委員長（西田  真） ただいまより、建設経済委

員会を再開いたします。 

 それでは、ここで第９５号議案の審査に入ります。 

 第９５号議案、平成３０年度豊岡市太陽光発電事

業特別会計歳入歳出決算の認定についてを議題と

いたします。 

 当局の説明を求めます。 

○委員長（西田  真） 宮下コウノトリ共生課長。 

○コウノトリ共生課長（宮下 泰尚） 初めに、歳出

についてご説明いたします。（「ちょっと待って」

「何ページ」と呼ぶ者あり）５９７ページ。５９１

から始まるところです。（「わかりました」と呼ぶ

者あり） 

○委員長（西田  真） どうぞ。 

○コウノトリ共生課長（宮下 泰尚） では、歳出に

ついてご説明いたします。決算書は５９７ページを

お開きください。中段の基金積立金、こちらは将来

の大規模修繕と運用を終えた施設の撤去に備えま

して、３施設それぞれの収益の中からあらかじめ積

み立てているものです。 

 その下の下段、３施設に係る施設管理費について

は、山宮と竹貫につきましては、市所有物件のため、

維持管理委託料３９３万４，６０８円及び３１９万

１，６８８円をそれぞれ支払っております。但馬空

港につきましては、リース物件のため、太陽光発電

設備借り上げ料１，９６３万５，０８４円を支払っ

ています。 

 ５９９ページをお開きください。中段の一般会計

繰出金については、一般会計歳入の５９ページで説

明しましたとおり、太陽光発電事業特別会計繰入金

で受け入れております。 

 次に、歳入についてご説明いたします。決算書は

５９５ページをお開きください。上段の電力売り払

い収入は、３施設で発電しました電力の売却益で、

おおむね計画どおりの収益となっております。 

 次に、財産調書について説明いたします。決算書

は６１７ページをお開きください。太陽光発電事業

基金に係る平成２９年度末現在高は４，４０５万４，

０００円でした。今年度、山宮、竹貫、但馬空港の

各施設の収支決算額から合わせまして１，４０４万

６，０００円を積み立てることができましたので、

平成３０年度末の現在高が５，８１０万円となりま

した。 

 以上で、コウノトリ共生課の説明を終わります。 

○委員長（西田  真） 説明は終わりました。質疑

はございませんか。よろしいか。 

 嶋﨑委員、どうぞ。 

○委員（嶋﨑 宏之） ちなみにそれぞれ５９５ペー

ジのところの電力売り払い収入のところで聞くん

ですけども、それぞれ３カ所の山宮、但馬空港、竹

貫の開設年度と、それから売電単価がわかれば。 

○委員長（西田  真） どうぞ。 

○コウノトリ共生課長（宮下 泰尚） 山宮地場ソー

ラーなんですが、第１期と２期とあります。第１期

のほうは平成２４年１２月です。第２期のほうは平

成２５年１０月です。但馬空港地場ソーラーは平成

２６年３月です。竹貫地場ソーラーです。これも第

１期と第２期があります。第１期のほうは平成２７

年１１月です。第２期は平成２８年３月です。以上

です。 
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○委員（嶋﨑 宏之） 売電単価は。 

○コウノトリ共生課長（宮下 泰尚） 済みません、

売電単価です。山宮地場ソーラーは第１期、２期と

も同じで４３．２円です。但馬空港地場ソーラーは

３８．８８円です。竹貫地場ソーラーは第１期と第

２期が違いまして、第１期のほうは３８．８８円、

第２期のほうは２９．１６円になっております。以

上です。 

○委員（嶋﨑 宏之） ありがとうございます。 

○委員長（西田  真） よろしいか。ほかありませ

んか。よろしいか。 

 それでは、質疑を打ち切ります。 

 討論はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（西田  真） 討論を打ち切ります。 

 お諮りいたします。本案は原案のとおり認定すべ

きものと決定してご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（西田  真） ご異議なしと認めます。よ

って、第９５号議案は原案のとおり認定すべきもの

と決定いたしました。 

 続いて、第９８号議案の審査に入ります。 

 第９８号議案、平成３０年度豊岡市農業共済事業

特別会計決算の認定についてを議題といたします。 

 当局の説明を求めます。 

 志水農業共済課長。 

○農業共済課長（志水 保之） ３０８ページをごら

んください。第９８号議案、平成３０年度豊岡市農

業共済事業特別会計決算の認定についてをご説明

いたします。 

 内容につきましては、別冊の公営企業会計決算書

でご説明申し上げます。１２１ページをごらんくだ

さい。決算報告書でございます。収益的収入及び支

出の決算額は、収入が１億４，４４３万２，０００

円、支出が１億４，４０７万１，０００円となり、

次のページ、１２２ページの右端、合計の下から３

行目のとおり３６万２，０００円の純利益となりま

した。共済勘定ごと、またその他の説明につきまし

ては、本会議での部長説明のとおりです。 

 １２５ページ以降には、貸借対照表、決算附属書

類として事業報告書、キャッシュフロー、計算書等

を添付しておりますので、ご清覧ください。説明は

以上です。 

○委員長（西田  真） 説明は終わりました。質疑

はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（西田  真） よろしいか。 

 質疑を打ち切ります。 

 討論はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（西田  真） 討論を打ち切ります。 

 お諮りいたします。本案は原案のとおり認定すべ

きものと決定してご異議はございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（西田  真） ご異議なしと認めます。よ

って、第９８号議案は原案のとおり認定すべきもの

と決定いたしました。 

 コウノトリ共生部の職員については退席いただ

いて結構です。 

 ここで建設経済委員会を暫時休憩いたします。お

疲れさんでした。再開は２時２０分。 

午後２時０６分 委員会休憩 

──────────────────── 

午後２時１７分 分科会再開 

○分科会長（西田  真） それでは、ただいまより

建設経済分科会を再開いたします。 

 まず、報告第１７号、放棄した債権の報告につい

て（一般会計）を議題といたします。 

 都市整備部の説明をお願いいたします。 

 山本建築住宅課長。 

○建築住宅課長（山本 正明） 失礼します。早速で

す。議案の２５ページをごらんいただきたいと思い

ます。報告第１７号、放棄した債権の報告について

（一般会計）ご説明申し上げます。豊岡市債権の管

理に関する条例の規定によりまして、議会に報告す

るものでございます。建築住宅課に係るものにつき

まして、このたび債権放棄するものは、名義人や保

証人が既に死亡、行方不明であったり、高齢による
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年金生活また生活保護費受給者となるなど、生活に

困窮し、支払いができず時効を既に迎えた方、ある

いは支払い能力、あと資産がないなどといった状況

での５名について行うものでございます。いずれの

事案につきましても債権放棄年月日は、本年３月３

１日に年月日はきております。 

 それぞれ債権放棄の案件の説明をさせていただ

きますけども、議案の２６ページに一覧的について

おります。上段の表をごらんいただきたいと思いま

す。まず、市営住宅使用料の債権放棄の内容ですけ

ども、内訳としまして債権管理条例第１３条第１項

第３号に規定する消滅時効によるもので、中身とし

まして行方不明によるものが１人、死亡によるもの

が１人、生活困窮によるものが２人、合わせまして

４人で、件数にしまして８７件、８７件いうのは月

数みたいな捉え方になります。金額が１３８万３，

６００円でございます。 

 次に下段の表で、住宅新築資金貸付金の債権放棄

の内容でございます。表の内訳、１項目だけですけ

ども、同条例第１３条第１項第１号に規定する生活

困窮によるもので、お一人、件数で１９８件、金額

４２６万５，０３０円でございます。 

 お手元に債権それぞれの名寄せ表といいますか、

表を２枚お配りしていただいとると思います。氏名

につきましては伏せさせていただいております。金

額、件数、適用条項、先ほど申し上げましたような

形で記載も同じようにされております。事案につき

まして、内容を説明させていただきます。 

 先ほどの名寄せ表のとこの上からになりますけ

ども、１ページ、市営住宅使用料のＨ３０－００１

番、ごらんいただきたいと思います。８件、９万２，

０００円でございます。この方についてですけども、

本件、生活困窮等による時効消滅ということで、そ

れを適用しとるものでございます。内容的に本人に

対しまして、平成２０年９月に支払い督促を申し立

てまして、同年１１月に債務名義を取得しました。

本人さんなんですけども、先天性夜盲の視覚障害な

どを抱えておられる、そして当時、横浜の病院にお

きまして、心疾患の治療中でもございまして、定職

につかず、生活が困窮していたという状況でござい

ます。その後、調査を行いましたけども、今度は移

転先の住所等が確認ができんというような状況が

ございまして、最終的に回収は困難と判断するもの

でございます。この方につきましては、時効が平成

３０年１１月１８日に完成をしておるという状況

でございます。 

 続きましてその下、Ｈ３０－００２番、１８件、

３３万８，２００円でございます。本件につきまし

ては、行方不明による時効消滅を適用するものです。

時効は平成２９年３月２７日に完成しております。

本人に対しましては、平成１９年１月に明け渡し等

の訴訟を提起しまして、同年３月判決勝訴、そして

同年７月に明け渡しの強制執行を行いました。明け

渡し後なんですけども、今度は本人さん、連帯債務

者でもある連帯保証人Ａという方につきましても

調査を行ったんですが、行方がわからないという状

況でございます。また、連帯保証人Ｂにつきまして

は、使用料の滞納期間が３カ年にわたる事実、こう

いったものを勘案いたしますと、連帯保証人Ｂへの

請求というものは権利の乱用と判断をいたしまし

て、そういったことの中でこの債権につきましては

回収困難と判断したものでございます。 

 続きましてその下、Ｈ３０－００３番です。４９

件、８８万４，４００円です。本件ですけども、死

亡による時効消滅を適用するものでございます。本

人は当時、母子家庭で生活保護世帯、そしてアルコ

ール依存症を発症しておりました。そして平成２２

年４月３日に死亡、そして相続人２名あるんですけ

ども、１名は平成２４年７月に債務承認しまして、

分納の約束等も行ったんですけども、その後大阪の

ほうに転出しました。転出されたことで、その後調

査を行いましたけども、移転先住所の確認ができな

いという状況でございます。もうお一人保証人ある

んですけども、もう一人の方は幼い子供を３人抱え

て、東京に在住しとられますけども、こちらも母子

家庭でありまして、日々の生活に終われていること

というようなことが推測されたという状況でござ

います。そういった状況において、時効は平成３０
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年２月の２７日に完成しております。この案件の連

帯保証人についてなんですけども、平成１８年２月

に面談時に生活保護世帯で生活するのが精いっぱ

いだというようなことの申告がございました。また

現在７５歳と高齢ということで、回収は困難と判断

したものでございます。 

 続いて一番下、Ｈ３０－００４番、ごらんくださ

い。１２件、６万９，０００円です。本件につきま

しては、生活困窮等による時効消滅を適用するもの

でございます。本人に対しましては平成２０年８月

に支払い督促を申し立てまして、同年９月に債務名

義を取得しました。当時、本人は母子家庭、そして

生活に困窮といった状況でございまして、以降、音

信不通ということで、納付もなく現在に至っておる

というところでございます。連帯保証人Ａにつきま

しては、高校１年生始め５人の就学生を扶養してお

るというような状況がございまして、生活に困窮し

ておるという状況でございます。あと連帯保証人Ｂ

につきましても、高齢で生活に困窮をされていると

いう状況でございました。そして平成１９年の滞納

が始まって以降、連帯保証人両名とは接触がとれな

いという状況でございます。そしてこの件につきま

しては、平成３０年９月５日に時効が完成しており

ます。そういった背景がございまして、平成１９年

から２０年の２年間の使用料の滞納ということを

考えてみますと、先ほども同じ状況ございましたけ

れども、連帯保証人への請求というのは権利の乱用

という判断される懸念ということで断念をしとる

と、回収は困難と判断しておるものでございます。 

 めくっていただきまして、２ページ、住宅新築資

金、Ｈ３０－００１番をごらんください。１９８件、

４２６万５，０３０円です。本件は、住宅新築資金

償還金ですけども、生活困窮ということを適用する

ものでございます。本人につきましては、平成２５

年９月から生活保護受給を開始しまして、現在も継

続中でございます。また、平成２６年４月には前立

腺がんなどを発症されておるという状況でござい

ます。そして、平成２８年１２月までの滞納がある

んですけども、それまでの分を毎年４月に納付書を

送付して督促をしてきたわけなんですけども、納付

がないという状況でございます。そして連帯保証人

につきましてですけども、Ａは平成１３年に死亡、

連帯保証人Ｂ、こちらは調査の結果、移転先住所等

が確認できずに不明という状況でございます。この

ような状況の中において、回収は困難と判断したも

のでございます。なお、この回収困難案件につきま

しては、債権の放棄額４２６万５，０３０円、これ

につきましては、県において回収不能の案件だと、

つまり回収努力をしたけども、これ以上回収不能と

県のほうで認めていただきまして、市への財政負担

を軽減するためということで、県の措置ですけども

４分の３に相当する金額、４２６万５，０３０円で

ございますので、債権放棄額が。４分の３、３１９

万８，０００円、事務費が若干ついてきますので、

事務費含めますと総額３２４万６，０００円を県か

ら補助金として受け入れをしておると、決算の中で

も触れさせていただきますけど、受け入れておりま

す。実質差し引きしましたら、市の負担というのは

１０６万７，０３０円と、言葉悪いですけども、市

実質の負担からすれば１０６万７，０３０円という

ような状況でございます。 

 以上が債権放棄案件の概要でございます。内容は

そんだけでございますけども、滞納防止対策としま

して、今後とも支払い能力のある方にはとにかく支

払い督促、分割納付の誓約書の締結など、適時適切

な対応により徴収可能な債権を早期に確実に徴収

するということを徹底していきたいと考えており

ます。 

 また、これ以上滞納額をふやさないためにも、住

宅使用料、現年度分の徴収というものを重点をおき

まして、滞納者、連帯保証人に対しまして、年三、

四回、３回から４回、催告書を送付、期限までに納

付なければ法的措置を講ずるなどの早期回収とい

うことに努めておるという状況でございます。しか

しながら、資力、財産、そういったものがなく、支

払えない方につきましては、強制執行により生活基

盤を奪うとか、生活困窮に陥るという人にまで手を

出すことが、慎重な取り扱いが必要となりますので、
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そういったこと、生活状況等を十分に考慮しながら、

的確に判断していきたいと考えております。以上で

ございます。よろしくお願いします。 

○分科会長（西田  真） 説明は終わりました。質

疑や意見等はありませんか。 

 岡本委員、どうぞ。 

○委員（岡本 昭治） 今の件につきまして、ちょっ

と２点ほど確認をさせていただきます。ちょっとど

の段階で言われたかわからないんですけど、連帯保

証人に対する権利の乱用をしないようにしたとい

って言われたと思ってますけど違いましたでしょ

うか。規定では多分しないようになってるんじゃな

くて、市のほうで判断されたということですよね。

それを説明、もう少しお願いします。 

○分科会長（西田  真） 山本課長。 

○建築住宅課長（山本 正明） 先ほど質問いただき

ました件でございます。権利の乱用ということで、

権利の乱用につながるという判断を下して断念し

たということを説明させていただいたことを、今ご

質問いただいたんだと思います。これにつきまして

は、他の場所、具体的には広島地裁の福山支部での

平成２０年２月２１日に同様に事案の訴訟がござ

いまして、判決がおりております。保証人に対して、

長期催告等がなされていない場合に、債権の請求を

かけること自体は長期間催告等をしていない状態

で債権を求めることはちょっと不当だという判断

が下されたと。つまり、今はそういうことがないよ

うに３カ月たまれば即動くということをやってお

るんですけども、当時のこの債権者に対しては、も

う期間、２年、３年とあいてしまった状態で。（発

言する者あり）ごめんなさい、単語が出てぐずにな

っちゃって。保証人なんかにアクションせず状態に

おいとるのに、しばらくたってから、忘れたころ言

ったら悪いですけども、期間たってしまってから請

求して、それを債権として取り立てるいう考え方は

ちょっと不当だという判断が下されておるという

のがございまして、その同じように期間があいてし

まっとるものを、もう忘れたころに言ったらおかし

いんですけども、徴収相手として請求する行為は断

念したという、逆に訴えられたときにちょっとこう

いった凡例がございますので、やむを得ず困難と判

断したというものでございます。 

○分科会長（西田  真） 岡本委員。 

○委員（岡本 昭治） そういうことで、今後は滞納

があれば二、三カ月できちっと請求するなり、いろ

んな手法をとってお願いするということでよろし

い。 

○分科会長（西田  真） 山本課長。 

○建築住宅課長（山本 正明） 先ほど岡本議員さん

が言われたように、現在におきましてはそういった

ことがないように、ちなみに現年関係につきまして

は、平成３０年度、平成２９年度、職員みんなで頑

張った結果の中で、現年度徴収は１００％達成でき

ております。これはつまり、そういった先ほど言い

ました、過去にあったやつで寝てしまうということ

がないように、とにかくすぐに動くと、３カ月滞納

すればアクションし、それでもだめなら次のアクシ

ョンし、いうことで、そんな１年も２年も３年もた

ってから処理するというんではなくして、アクショ

ンできることはもう全部アクションして措置を、手

だてを尽くしていくという考え方のもとで今動い

ておりますので、そういった形で、今そういう案件

は今後は、基本的にはないだろうというふうに考え

ております。 

○分科会長（西田  真） よろしいか。 

 岡本委員、どうぞ。 

○委員（岡本 昭治） もう一つだけなんですけど、

説明の中で、連帯保証人が死亡されたという話をち

らっとされたと思うんですけども、多分、契約書の

中には連帯保証人死亡の場合は通知してください

みたいなのが多分書いてたかと思うんですけど、何

かその辺はほかの契約書も全部そうなんですけど、

確認ってとってましたでしょうか。それとももう契

約書結ばれた当時のそのままずっとされてたとい

う、何かその辺どうされてますか。 

○分科会長（西田  真） 山本課長。 

○建築住宅課長（山本 正明） 申しわけありません

でした。まず、入居に当たりましての契約といいま
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すか、取り交わす書類の中に、死亡の場合はどうと

かいうことまで定義してございません。ただ、口頭

ではやりとりの中では動くような感じの状況のよ

うでございます。そして、あくまでもそれ以降につ

きましては、こういった債権として動きが出てきた

ときから調査を始めるんであって、随時、今入居さ

れとる方の保証人がどういう状況あるかというと

こまでの常時の追跡ということはようしていない

というのが現状でございます。 

○分科会長（西田  真） よろしいか。ほかにあり

ませんか。 

 福田副委員長。 

○委員（福田 嗣久） 今の聞いておりまして、保証

人Ａ、Ｂと言われまして、２人保証人を立てておら

れるというふうに理解するんですけども、一番最初

の入居時に保証人さんの所得証明なり、その辺の確

認はされるんでしょうか。 

○分科会長（西田  真） 山本課長。 

○建築住宅課長（山本 正明） 入居されるとき、一

応決まり、条例の中での設定につきましては、保障

人は最低１名が絶対というふうにしております。た

だ、本人さん、あと収入状況、保証人さんの収入が

一定額ないとかいう条件もちょっとございますの

で、収入状況も全部確認した上で、ちょっと状況に

よったらお二人求めていう方と、原則は１人なんで

すけど、どうしても市営住宅の関係は低所得の方も

多い、保証人の関係もどうしてもそういう傾向もご

ざいますので、状況によってはお二人求めるという

やり方で処理しとるというような状況でございま

す。 

○委員（福田 嗣久） なるほど、それは理解できま

した。そんなら所得の証明ということで、何ぼ以上

というような基準はしとったですか。 

○建築住宅課長（山本 正明） 所得が１２０ほどだ

ったんですけど、ごめんなさい、シビアな数字、ち

ょっと今、飛んじゃっております。申しわけない。

調べて後ほど報告させていただきます。 

○分科会長（西田  真） 福田委員。 

○委員（福田 嗣久） １２０にしてもなかなか難し

いね。難しいな。それと、先ほど岡本議員も言われ

とった権利の乱用の、あれが出てたんか、１年、凡

例判決が。 

○分科会長（西田  真） どうぞ。 

○建築住宅課長（山本 正明） 他で同様の行政との

そういった家賃の滞納ということでの事案で、その

請求行為をしたことによって訴えられたほうから

違法だと。それが平成２０年の２月に判決がおりた、

広島地裁の福山支部、平成２０年２月２１日判決と

いうことで、先ほど申しました長期間催告がなされ

ていない場合は、権利の乱用になると、それを請求

すること自体が。という判断が下されたと。 

○委員（福田 嗣久） 長期請求をしてないちゅうの

は何年ぐらいのこと言っているのか。３カ月とか１

年とか。 

○建築住宅課長（山本 正明） この福山支部の案件

は５年の期間でございました。ただ、こちらでの判

断の中においては。（発言する者あり）委員長、済

みません。申しわけない。先ほどの説明でちょっと

補足しておきたいと思います。この福山支部の案件

につきましては、５年の滞納があって、５年分の家

賃滞納があったんですけども、１０年分の未払い賃

料、あと相当額の損害金、そういったものを合わせ

て、もう１０年分を連帯保証人に対して請求をかけ

たと。そのぐらい遅延、おくれた分だけついてこな

いいったものも含めて請求をした事案でございま

す。 

 ただ、先ほどの５年というのは、どうしても、一

概に、ストレートに５年がいいとか悪いとかという

意味ではございませんので、時効の関係等、調整、

確認し合いながら、ある程度こちらの動きがとれて

ないものはいたし方ない困難と判断しておるとい

うものでございます。 

○分科会長（西田  真） 福田副委員長。 

○委員（福田 嗣久） 権利の濫用とかの話だけども、

００２で１８カ月でしょう。００３で４９カ月、４

年と１年半。権利の乱用とは違うな、損害補償金も

含めてじゃなかろうし。よう入れへんかないうて、

ちょっと合点がいかんような気もするんだけどな。 
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○分科会長（西田  真） 山本課長。 

○建築住宅課長（山本 正明） 一番大きいところの

考え方は、期間の金額とかではなくして、保証人に

対して請求といいますか、督促といいますか、そう

いうアクションを全くしてない状態、２年も３年も

寝かした状態で、忘れた状態になってからぽんと請

求するいう行為そのものが濫用になるというふう

に捉えて、一応判断しております。 

○分科会長（西田  真） 福田副委員長。 

○委員（福田 嗣久） そういったことであるならば、

先ほど冒頭、最初に申し上げた保証人の基準っちゅ

うのがどうなのかなというようなこともちょっと

思うんだけどな、１２０万円とかあやふやに言われ

ましたけども、それでいいのかなという気もするん

だし。非常にこういった案件も多いんだけど。 

○分科会長（西田  真） 山本課長。 

○建築住宅課長（山本 正明） 今、福田議員さん言

われたこと、懸念持ちます。そして、かといって保

証人、例えば、どういうんですか、高額所得の方を

どんどんつけなさいというと、今度は入居に制限が

物すごい厳しくなってしまって、本来の目的である

とこが厳しくなってしまういうのが一つございま

す。 

 ただ、それを、そういった懸念もある中において

も、つまり、たまってしまえばなおさら動けない。

ですから、今、最近でも平成２５年から、課として

もこの件、全力で取り組んどるんですけども、もう

とにかく、先ほど言いました、たまる前に少額の段

階でもすぐに動くと。動けばそれの、その都度であ

れば、ある程度頑張っていただけると。先ほど１０

０パー、１００パー言いましたけど、その前も４年

ほどは９９パーでいっておりましたので、いう状況

でございますので、そういった形でこういった事案

を、ちょっと過去のもんがまだ残っておりますので、

どうしてもこれからもまだ出てくるんですけども、

ここ２５年以降あたりからについてはもう一切そ

ういうことがないように、こういう事案につながら

ないようにという形も含めて対処をしとるという

状況でございます。 

○分科会長（西田  真） 福田副委員長。 

○委員（福田 嗣久） 大体わかりましたけれども、

保証人の問題とそれから督促、催促の問題とあわせ

て、今する必要があるんだろうなという気がしてま

すけれども。当然１カ月、２カ月で催促していくと

いうことと、先ほど課長がおっしゃった高額所得な

んて考えずに、基本的に、それこそ一般的な所得で

いうたら３００万円か４００万円とかそういう、ど

こに基準を求めるかという問題で、高額所得で１，

０００万円とか２，０００万円とか、こういう方は

もう基本的には人数が少ないから無理なことなん

だろうけども、やっぱり保証人基準のあり方も多少

検討せんなんじゃないかなという気がするんだけ

ども。今、答えが出てくるとよろしいけどな。 

○分科会長（西田  真） どうぞ。 

○建築住宅課長（山本 正明） 今、福田議員さんに

言っていただいた件、若干、今コメントでどうとい

うことはよう言わないんですけども、いろいろ今後

の中でそういったことも一つの検討と、状況によっ

て含みがありまして、ちょっと調べてみるというこ

とも考えております。 

○委員（福田 嗣久） 結構です。 

○建築住宅課長（山本 正明） ほいで、数字につき

ましては、どこかで報告させていただきます。 

○分科会長（西田  真） ほかにありませんか。よ

ろしいですか。 

 嶋﨑委員。 

○委員（嶋﨑 宏之） ちょっと１点だけ、福田委員

が長かったので、短目でいきますけど、先ほどの今

の、これは何だ、住宅新築資金貸付金のほうで、こ

れは最終的にここに来ちゃったんだけども、先ほど

の話聞いとったら、県で回収不能に対して今の４分

の３か、これはどういう制度になの、もうちょっと

詳しく。 

○分科会長（西田  真） どうぞ。 

○建築住宅課長（山本 正明） この住宅貸付資金の

関係につきましては同和対策でもともと、地域改善

というような形で行われた事業での貸し付けで、平

成１３年でこの貸し付けの事業はもうなくなって、
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現在、市で取り組んでおるのはこれの収納関係だけ

が残っておるというのが一つ背景にございます。そ

うした中で、先ほども若干触れましたけども、基本

的に兵庫県、これは国のお金も含めて入っとるんで

すけども、資金の関係、収納関係、回収関係がかな

り厳しい状況はどこもありまして、国、県におきま

して市が、徴収行為は市長が受けてますので、それ

で回収があんまり厳しい、頑張っとんだけども、も

うこれ以上は徴収は困難だろうといった案件につ

きましては、債権放棄額の４分の３を国、県、ちょ

っと内訳は忘れましたけど、４分の３相当を補助金

でみてくれます。 

 補助金につきましては、兵庫県の償還推進助成事

業補助金という形になっております。正式名称は、

兵庫県の補助事業の名前になるんですけど、住宅新

築資金等貸付金償還推進助成事業費補助金と長っ

たらしいんですけど、決算書の４７ページの最下段

にその受け入れをちょっとは書いております。 

○委員（嶋﨑 宏之） 決算書。 

○建築住宅課長（山本 正明） の４７ページの、決

算書なもんで分厚い本のほうになりますけども、も

う一回言いましょうか。補助金の名称ですけども、

住宅新築資金等貸付金償還推進助成事業費補助金

と。 

○委員（嶋﨑 宏之） あった、下から２行目、これ

か。 

○建築住宅課長（山本 正明） はい、これで受け入

れをしておると。審査を受けまして、これ以上でき

んという状況を認めていただければ、この補助金の

交付が受けられるというものでございます。 

○委員（嶋﨑 宏之） わかりました。 

○分科会長（西田  真） よろしいか。 

○委員（嶋﨑 宏之） はい。 

○分科会長（西田  真） 伊藤委員、どうぞ。 

○委員（伊藤  仁） 住宅新築資金の債権放棄なん

だけども、これ、債権放棄した場合、新築、家が建

ってるわけなんですよね。この所有権はどうなって

るのかなと思ったんだけども、債権放棄したんだけ

ども、所有権は生活困窮者、保護者の名義になって

いるのかどうかということを、ちょっとその辺だけ、

１点だけ教えてください。 

○分科会長（西田  真） 山本課長。 

○建築住宅課長（山本 正明） この債権につきまし

て、ちなみに今の案件でいきましたら、ご記憶の方

もあろうかと思うんですけど、この対象、借り入れ

の物件は、自分の火災で焼失という背景、出だしが

そういったものがございます。そして、保険とか、

そういうもんも出てない。かなり複雑な火災償却で、

複雑な背景はございますけど、余り細かいことはち

ょっとご容赦いただければと思います。 

○分科会長（西田  真） よろしいか。 

○委員（伊藤  仁） 結構です。 

○分科会長（西田  真） ほかにありませんか。 

 質疑を打ち切ります。 

 特にご異議なければ、報告第１７号は、了承すべ

きことに決定したいと思いますが、ご異議ありませ

んか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○分科会長（西田  真） 特にご異議がありません

ので、報告第１７号は、了承すべきことに決定いた

しました。 

 続きまして、第８７号議案について、建設課、都

市整備課、建築住宅課、用地課の順に説明をお願い

いたします。 

 なお、説明に当たっては、必要に応じて資料のペ

ージ番号をお知らせください。説明は、歳出、続い

て所管に係る歳入、最後に財産調書、続けて全て説

明をお願いします。 

 どうぞ、井垣参事 

○建設課参事（井垣 敬司） よろしくお願いいたし

ます。先ほど委員長からおっしゃっていただいたと

おり、歳出から順番にご説明申し上げます。 

 まずは、１６２ページ、１６３ページをお開きく

ださい。下から３項目めになります、円山川沿川サ

イクリングロード整備事業費ということで、４２６

万３，８４０円ということでございます。内容につ

いては、サインの設置工事を８カ所というふうなこ

とでございます。一番下をごらんください。城崎温
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泉街交通環境改善事業費ということで、２８６万１，

９２０円ということでございます。 

 １ページめくっていただきまして、１６５ページ

の上から３行目をごらんください。業務委託料とい

うふうなことで、検討業務を２７７万１，２８０円

が主な内容でございます。 

 続きまして、１７６ページ、１７７ページをお開

きください。１７７ページの上から３つ目の升の真

ん中どこらをごらんください。港湾統計調査費とい

うことで、１万８，４７０円でございます。 

 続きまして、少し飛びます。２９８ページ、２９

９ページをお開きください。こちらから土木費とい

うふうになってございます。 

 ２９９ページ、一番下をごらんください。土木総

務費でございます。内数でございますが、１，２４

０万７，９４２円でございます。１ページめくって

いただいて、内容については記載のとおりでござい

ます。（「１，４００万円と違うか」と呼ぶ者あり）

済みません、もう一度申し上げさせてください。全

体額が１，４０９万１，４４６円のうち建設課所管

分が１，２４０万７，９４２円でございます。申し

わけありません。 

 １ページめくっていただきたいと思います。３０

１ページでございます。真ん中あたりでございます。

急傾斜地崩壊対策事業費ということで、７，２９８

万６，２３１円でございます。内容につきましては

負担金でございまして、ここにありますように、急

傾斜地崩壊対策事業費、梶原地区ほか１７件の関係

で７，２６０万円と、還付金といたしまして、同じ

く梶原地区ほか９件分ということで、平成２８年度

分の過誤納の還付金ということでございます。 

 続きまして、３０２、３０３ページをお開きくだ

さい。３０３ページの真ん中どこらでございます。

内水処理事業費の現年度分といたしまして１５１

万２，０００円、これにつきましては日高町国府地

区の現況測量を行っております。続きまして、内水

処理事業費の繰越明許分でございます。１，１１３

万４，８００円というふうなことで、こちらについ

ては、豊岡地域の山田川流域、福田排水機場に関連

します事業の測量と予備設計を実施してございま

す。続きまして、ずっと下のほうを見ていただきた

いと思います。排水機樋門管理費というふうなこと

でございます。こちらのほうも、全体額２，０２０

万８，３７９円のうち建設課所管分といたしまして

は、１，８９０万３，６８７円でございます。項目

については、以下に記したとおりでございます。主

立ったところでいいますと、３０３ページの下から

４行目、燃料費が１０９万３，４３５円というふう

なところになっております。 

 済みません、また３０５ページをお開きいただき

たいと思います。緊急処理事業費でございます。こ

ちらについては２６９万４，１７９円ということで、

修繕料といたしましては、市道の補修３件で９７万

１，５７９円、機械の借り上げ料というふうなこと

で、森津でポンプを５回お願いしております。そち

らが１７２万２，６００円というふうなことでござ

います。そこからまた、下におりていただきまして、

最後の項目となりますが、道路橋梁総務費です。こ

ちらが、全体額１，３１８万４，８５９円のうち建

設課所管分といたしまして、１，２８５万１，４８

２円となっております。ちなみに、これ、後ほど歳

入のところでご説明申し上げますけども、地域振興

基金の対象事業となっておりますので、あわせてお

知らせをいたします。項目といたしましては、ここ

に記載のとおりでございます。 

 また、１ページめくっていただいて、３０７ペー

ジをお開きください。上から２つ目の修繕料でござ

いますが、こちらが、全体５０万２，７４８円のう

ち建設課分としては３９万５，１４６円というふう

なことになっております。ずっとおりていただきま

して、道路橋梁管理費でございます。こちらにつき

ましても、全体額が５９１万８，８５２円のうち建

設課所管といたしましては３３６万８，９９８円と

なってございます。内容については、以下に記載の

あるとおりです。 

 また、１枚開いていただきまして、３０９ページ

をごらんいただきたいと思います。２升目の一番上

ということになろうかと思います。道路維持事業費
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です。こちらが１億９，４８０万６，７７３円でご

ざいます。内容については記載のとおりですが、真

ん中、少し下のところに、補修工事費というふうに

ございます。こちらが９，８２３万２００円という

ふうなことでございますけども、内容といたしまし

ては、補修の分が、市道南高校線排水ポンプ修繕工

事ほか６件でございます。側溝分といたしまして、

市道日野辺下地線側溝修繕工事ほか９件でござい

ます。舗装分といたしまして、市道中山虫生線舗装

修繕工事ほか９件というふうな構成になってござ

います。その下です。設置工事費ということで、１，

３１４万５，７６０円でございます。こちらにつき

ましては、補修材料費と舗装の材料費というふうな

内容になってございます。次でございます。その下

をごらんください。道路維持事業費の繰越明許分で

ございます。額が７，７８９万８，２４０円という

ふうになってございまして、中身は補修工事費とい

うふうなことで、先ほどと同様で、側溝につきまし

ては市道日南向大田線側溝修繕工事ほか３件、舗装

につきましては市道来日山線舗装修繕工事ほか１

件、補修につきましては市道浅倉宿南線道路防災工

事ほか１件というふうな構成になってございます。 

 また、ページのほうを１枚めくってやってくださ

い。３１１ページです。上から１０行目をごらんく

ださい。市単独事業費というふうなことで、１８３

万６，０００円でございます。こちらについては、

市道加陽池端線の現況測量を行っております。続き

まして、栃本太田線道路改良事業費が４１８万５，

３１８円でございます。中身につきましては、記載

のあるとおり、工事費と土地購入費、２名の方から

３筆お願いしております。と補償費というふうなこ

とで、リンゴ園さんの樹木と防風ネットについて補

償を行っております。次です。出石地区無電柱化事

業費ということで、５３１万９，０００円でござい

ます。こちらについては投資委託料というふうなこ

とで、現況測量を行わせていただいております。次

になります。市単独事業費の繰越明許分でございま

す。こちらのほうが、３，８３９万１，０００円で

ございます。内容につきましては道路新設改良工事

費でございまして、ここにありますように、神原小

城線と瀬戸新町線が内訳というふうなことになっ

ております。続きまして、栃本太田線道路改良事業

費の、こちらも繰越明許分でございます。額につき

ましては３，０７２万９，０００円というふうなこ

とで、内容については改良工事費というふうなこと

でございます。一番下の項目をごらんください。雪

害対策事業費です。こちら、額が２億３，８０９万

３，９８３円というふうなことになってございます。 

 １ページめくってやってください。上から６行目

に業務委託料というふうな項目がございまして、こ

ちらが、２つ目になるんですけども、除雪業務とい

うふうなことで、市内におきまして９８の契約で実

施をお願いしているところであります。その額が１

億２，３５８万７，６４０円というふうなことで、

もしかしたら、委員の皆さん、少し額が大きいんと

ちゃうかというふうにお思いになられるかもしれ

ませんけど、担当地域と日高地域の清滝・西気地区、

俗に言う神鍋周辺というところが結構出動がござ

いましたかげんで大きな歳出の額になっておると

いうふうなことで、当初予算でお願いした程度の支

出というふうな形になっております。 

 済みません、１ページ戻っていただきまして、３

１１ページの雪害対策費に、不用額が大きく、２億

１，４４６万２，１５３円というふうな大きな数字

が出ておりますけども、こちらについては、それま

での例年、数年に対して除雪の出動機会が少なかっ

たというふうにご理解いただきたいというふうに

考えております。 

 また、３１３ページに戻ってやってください。続

きでございます、雪害対策事業費の繰越明許分でご

ざいます。こちらが２，７５９万２，６２９円とい

うふうなことで、事業用備品と記載がございますが、

除雪用のダンプトラックとドーザーを購入させて

いただきました。続きまして、橋梁維持事業費です。

こちらについては７８万３，８６７円というふうな

ことで、内容については記載のとおりです。続きま

して、橋梁長寿命化事業費です。２億１，６００万

２，１７３円というふうなことで、投資委託料とい
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たしまして１億７，３９５万９，３７３円というふ

うなことで、橋梁の補修工事の詳細設計というふう

なことで、地蔵湯橋橋梁補修調査設計業務ほか２４

件というふうなことで１億２，０００何がしという

ふうな数字でございますし、橋梁点検が地域一円で

発注いたしました業務ほか１件で、５，１３３万７，

１３３円を実施したというふうなところでござい

ます。少しおりていただきまして、橋梁維持事業費

です。７７万２，７４０円というふうなことで、内

容については記載のとおりです。一番下の事業でご

ざいます。橋梁長寿命化事業費というふうなことで、

１億４，０１７万２，７２０円でございます。投資

委託料といたしまして有子橋橋梁補修調査設計業

務ほか８件で、こちらにございます４，４０５万６，

３２０円というふうなことと、補修工事費につきま

しては、木内橋橋梁補修工事その２ほか５件という

ふうなことで、９，６１１万６，４００円でござい

ます。 

 また、ページをめくってやってください。３１５

ページをごらんください。橋梁新設改良費のうち栃

江橋整備事業費です。５，２００万２，９２０円と

いうふうなことで、内容といたしましては、栃江橋

ですが、国土交通省さんに右岸の下部工について工

事委託をお願いしたというふうなことで、２１０万

２，９２０円でございます。整備工事費につきまし

ては上部工の工事というふうなことで、４，９９０

万円をお願いしてるところです。続きまして、上野

橋整備事業費です。３，８４４万９，９４３円とい

うふうなことで、内容については以下に記載のある

とおりですが、整備事業費といたしましては、橋梁

の下部工の工事を３，７１０万円でございます。続

きまして、栃江橋整備事業費の繰越明許分でござい

ます。９，０６７万４，４８０円でございまして、

こちらについては、先ほどと同様、国土交通省さん

に右岸側の下部工というふうなことで、９，０６７

万４，４８０円で工事委託をお願いしておるという

ふうなことです。その下です。上野橋整備事業費の

繰越明許分というふうなことで、３，０８７万６，

１２０円というふうなことで、こちらにつきまして

は投資委託料というふうなことで、用地測量と地質

調査、詳細設計についてでございます。その次です。

交通安全施設整備事業費というふうなことで、５，

８６１万９，６７０円でございます。大きな内容と

いたしましては、整備工事費で５，６０８万８，６

８０円というふうなことで、防護柵や区画線等とい

うふうなことで、市道三坂納屋線道路案内標識整備

工事ほか１４件というふうなことと、道路照明につ

きましては、文教府戸牧団地線道路照明取りかえ工

事ほか２件で、こういった額というふうなことにな

っております。一番下の補修材料費につきましては、

カーブミラーやデリニエーター等の材料というふ

うなことでございます。その下をごらんください。

生活道路排水路整備事業費というふうなことで、１，

１０１万９，８９０円というふうなことで、細見地

区生活排水路整備工事ほか９件を実施させていた

だいておるところです。 

 さらに、１枚ページをめくってやってください。

上から７行目でございます。河川総務費です。こち

らについても、全体額が６６２万１，６７３円のう

ち建設課所管分が２８２万９，９０６円となってご

ざいます。内数で主立ったところといたしましては、

すっと下におりていただいて、維持管理費委託料で

ございます。こちらが、全体額４６６万４，２０６

円のうち建設課所管分が１５２万３，８８０円とい

う内容になってございます。あとの内容は記載のと

おりでございます。下のほうをごらんください。河

川改良事業費ということで、１，９５１万６６０円

でございます。こちらについては、普通河川田渕川

しゅんせつ工事ほか５件と、補助金といたしまして、

城崎町今津区ほか１１件という内容でございます。

一番下をごらんください。港湾管理費でございます。

３９万３，４６０円となっておりまして、内容につ

いては記載のとおりでございます。 

 ３１９ページ、一番上の項目、２行目になります。

漏らしておりました、申しわけありません。海岸環

境整備事業費というふうなことで、全体額が１，３

９４万９，４４０円のうち建設課所管分が１，１０

０万１，０４０円でございます。こちらについては、
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業務委託料、海岸漂着物の処分が７７５万５，９６

０円のうち４８０万７，５６０円でございます。以

下は記載のとおりです。申しわけありません。 

 続きまして、飛ばさせていただいて、４３４ペー

ジ、４３５ページをお開きください。公共土木施設

災害復旧事業費になります。ずっと下のほうをごら

んください。先ほど申し上げました公共土木施設災

害復旧事業費でございます。１億５，３２８万１，

０１０円というふうなことでございます。内訳につ

きましては投資委託料というふうなことで、設計を

９契約お願いいたしまして、６，３１４万７，６０

０円というふうなことです。あと、災害復旧の工事

費といたしまして、８，９８５万４，０６８円とい

うふうなことで、平成３０年災害の９９件分や諸災

害の事業の額でございます。その下をごらんくださ

い。同じく公共土木施設災害復旧事業費の繰越明許

分になります。こちらが２億７，７３６万３，９２

０円となってございまして、これは平成２９年災害

の復旧工事費でございます。 

 歳出は以上です。 

 次に……。 

○分科会長（西田  真） 通して言って、全部。（発

言する者あり）通して言ったらええんちゃうの。

（発言する者あり）全部。建設課の分、歳出、歳入

も、ここで一通り全部言って。（発言する者あり） 

○建築住宅課長（山本 正明） 委員長、邪魔して済

みません。ちょっと発言よろしいですか。 

○分科会長（西田  真） どうぞ。 

○建築住宅課長（山本 正明） 先ほどはちょっと私

の答弁のほうで保証人の所得の件、保留させていた

だきました。若干その確認に職員１人、ちょっと退

出させていただけると。よろしくお願いいたします。 

○分科会長（西田  真） どうぞ、はい。 

 続きでお願いいたします、歳入の分。 

○建設課参事（井垣 敬司） 失礼します。歳入でご

ざいます。 

 ２４ページ、２５ページをお開きください。２４

ページの真ん中あたりに、土木費分担金というのが

ございます。２５ページを見てやってください。急

傾斜地崩壊対策事業費分担金です。９５０万９，５

００円というふうなことで、こちらは平成３０年度

事業分というふうなことになります。続きまして、

同じく急傾斜地崩壊対策事業費分担金の過年度分

というふうなことで、３８万４，５７１円でござい

ますが、こちらは平成２８年度事業の生産というふ

うなことでございます。 

 続きまして、２８、２９ページをお開きください。

２９ページの上から７升目になります道路占用料

というふうなことで、５，５５８万５，８２０円で

ございます。 

 続きまして、３２、３３ページをお開きください。

上から７番目の升の２行目に、幅員証明手数料がご

ざいます。こちらが６００円でございます。１件３

００円の申請が２件あったところでございます。 

 続きまして、３４、３５ページをお開きください。

３５ページの上から６番目の升をごらんください。

公共土木施設災害復旧費負担金というふうなこと

で１，７２３万１，０００円、こちら平成３０年災

害に対してのものでございます。続きまして、同じ

く公共土木災害復旧費負担金の過年度分というふ

うなことで３，０００円でございまして、こちらは

平成２８年災害の３年目、最終年度の精算金という

ふうに見ていただきたいと思います。続きまして、

公共土木施設災害復旧事業費負担金の繰越明許分

で１億６，５０２万円というふうなことで、こちら

は繰り越し分ですので、平成２９年度災害分でござ

います。 

 また、１枚めくってやっていただきたいと思いま

す。３７ページの一番下の升をごらんください。社

会資本整備総合交付金というふうなことで、雪害対

策事業につきまして２，３５５万５，０００円でご

ざいます。続きまして、防災安全交付金ということ

で、橋梁の新設改良と長寿命化の事業合わせまして

１億４，５１６万２，８２４円でございます。続き

まして、道路更新防災等対策事業費補助金です。２，

７３０万８，２３９円、こちらは栃江橋の整備事業

となっております。続きまして、社会資本整備総合

交付金の繰越明許分です。下にあります道路維持事
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業費と雪害対策事業費合わせまして、２，３８５万

４，７４３円でございます。一番下でございます。

防災安全交付金の繰越明許分といたしまして、１億

２，２８７万９，２５６円ございます。こちらにつ

いては、栃本太田線の道路新設改良事業費というふ

うなことになってございます。 

 また、１枚めくっていただきまして、３９ページ、

お願いします、お開きください。一番上の升の下か

ら２行目です。道路更新防災等対策事業費補助金の

繰越明許分といたしまして、４，５３３万７，２４

０円です。こちらも栃江橋の整備事業費というふう

になってございます。 

 申しわけありません。また１ページめくっていた

だいて、４０、４１ページをお願いいたします。上

から４項目の升に、排水機樋門等管理委託金という

ふうなことで、３，３９６万４，９４８円でござい

ます。これは、国の施設の管理委託を受けているも

のでございます。 

 続きまして、５０ページ、５１ページをお開きく

ださい。５１ページの上から３升目の真ん中あたり

に、港湾統計調査事務委託金が１万８，０００円と

いうふうにございます。こちらは、津居山港、竹野

港の年１回の調査に対しての委託金でございます。

ずっと下におりていただきまして、下から５番目の

升の２行目でございます。排水機樋門等管理委託金

ということで６４４万９，９９９円というふうなこ

とで、こちらは県の施設に対する委託金でございま

す。その次です。国県道歩道除雪作業委託金という

ふうなことで１７３万２，３２０円というふうなこ

とで、延長８０．６キロに対するものでございます。

その次です。国道パーキングエリア管理委託金とい

うふうなことで、２１８万５，２６０円でございま

す。その次、瀬戸運河水門管理委託金３０万円です。

その下です。海岸環境整備事業委託金というふうな

ことで、１，２８３万８，４４０円でございます。

その下です。海岸緑地管理委託金というふうなこと

で、１１１万１，０００円をいただいております。 

 続きまして、６０ページ、６１ページをお開きく

ださい。上から７升目になります。歳出の際に少し

触れさせていただきました地域振興基金の繰入金

というふうなことで、全体額が７億３，８７０万６，

０００円のところですが、建設課所管分といたしま

しては、先ほど申し上げた道路橋梁総務費の１００

万円というふうなことになってございます。 

 続きまして、６４ページ、６５ページをお開きく

ださい。上から５升目になります違約金及び延納利

息というふうなことで、これにつきましては、４月

の委員会の後にご報告させていただきました但東

町の平成２９年債の打ち切りの関係で違約金をい

ただかなければならないというふうなとこで、ここ

にあります１３２万５，１６０円となってございま

す。ずっと下おりていただきまして、雑入になりま

す。雑入のうち建設課所管分といたしましては、２

６８万３，８８８円でございます。内容につきまし

ては、一番下の升の上、複写料です。建設課所管分

といたしまして、１万５，６００円です。一番下の

頒布代、こちらも建設課所管分が８万１，０００円

となります。 

 ２枚めくっていただいて、６９ページをごらんい

ただきたいと思います。一番下の項目です。光熱水

費等使用者負担金というふうなことで、こちらにつ

いても、全体額が５，５４７万２，４４２円のうち

建設課所管といたしましては２５１万５，１６６円

ございます。中身につきましては、またもう一枚め

くっていただいて、７１ページの上から７行目、消

雪ポンプとあります。県と市道との案分分というふ

うなことでいただいております。あと４つおりてい

ただきまして、市道駅東西連絡線で、電気代を４万

６，０００円いただいておるところです。 

 また、２ページおめくりください。７５ページを

ごらんいただけたらと思います。真ん中あたりに返

納金とございまして、こちらが全体額が４，１８２

万８，６２８円でございまして、建設課所管分が３

万９，４４２円でございます。内容については、そ

れからすっとおりていただいて、労働保険料返還金

と旅費返還金が該当してございます。 

 また、１枚めくっていただいて、７７ページをご

らんください。上から２行目になります、急傾斜地
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崩壊対策事業負担金返還金が１万２，９１７円でご

ざいます。こちらは平成２８年度分というふうなこ

とで、先ほど申し上げましたように、県からという

ふうなことでございます。そこから４行おりていた

だきまして、原因者負担金というふうなことで、３

万２，６４０円でございます。こちらについては、

平成２８年の４月に大開一日市線のポケットパー

ク周辺の車どめを破損された分について、３０年の

１２月に納付をいただきました。 

 次、また、１ページめくっていただきたいと思い

ます。７８、７９ページを見ていただきまして、市

債でございます。上から７番目の升をごらんくださ

い。急傾斜地崩壊対策事業債３，４１０万円です。

続きまして、内水処理施設整備事業債の繰越明許分

が１，０５０万円でございます。その下です。道路

整備事業債が、栃本太田線ほか２つの事業で１，２

２０万円でございます。続いて、橋梁整備事業債、

栃江橋ほか２事業で、１億５９０万円でございます。

続いて、除雪機械整備事業債が１，３１０万円です。

消雪装置整備事業債、同じく１，５３０万円でござ

います。その次、道路整備事業債の繰越明許分とし

て８，２７０万円ということで、神原小城線ほか４

つの事業で構成されております。続いて、橋梁整備

事業債の繰越明許分で１億６０万円ということで、

こちらも栃江橋ほか２つの事業で構成されており

ます。最後です。除雪機械整備事業債の繰越明許分

といたしまして、８８０万円でございます。 

 また、ページをめくっていただいて、８０ページ、

８１ページをお開きください。一番下の升になりま

す、災害復旧債のうち補助災害復旧事業債というふ

うなことで１４０万円です。こちらは３０年度災害

分というふうなことになっております。続きまして、

補助災害復旧事業債の繰越明許分というふうなこ

とで８，０４０万円、こちらは２９年度災害分とい

うふうなことになってございます。 

 歳入は以上でございます。 

 続きまして、財産調書のほうをお願いいたしたい

と思います。 

 ６１４ページ、６１５ページをお開きください。

６１４ページに、出資による権利というふうにござ

います。こちら、上から１５番目に一般財団法人砂

防フロンティア整備推進機構出捐金と、下から４番

目になります公益財団法人兵庫県まちづくり技術

センターの出捐金というふうなことで、内容は昨年

と変更ございません。 

 ６１５ページです。物品の中で、上から８段目に

特殊用途車とございます。その内訳の２つ目、道路

維持作業用自動車をごらんいただきたいと思いま

す。こちらが、前年度末１１台であったところが、

プラス５台となりまして、決算年度末には１６台に

なっております。これが特殊用途車の建設課分のそ

のままの数字でございます。 

 １つおりていただきまして、その他特殊自動車で

ございます。こちらについては、建設課所管分が前

年度２５台、増減はございませんで、今年度末が２

５台となってございます。内訳ですけども、一番上

のモーターグレーダーが２台とも建設課というふ

うなことで、増減なしで２台というふうなことです。

１つ飛ばしていただきまして、タイヤドーザーです。

前年度末１２台のところ、２台増となりまして、決

算年度末は１４台となってございます。 

○委員（嶋﨑 宏之） 何でこれが違うの、何で違う

の、数字が。 

○委員（岡本 昭治） いや、内です。 

○分科会長（西田  真） 建設課分ですので。 

 続けてください。 

○建設課参事（井垣 敬司） また飛んでいただきま

して、内訳の一番下でございます。除雪車等という

ふうなことで、前年度末１１台のところ、２台減が

ございまして９台となってございます。こちらも全

て建設課の所有でございます。マイナス２ですね。

（「マイナス３」「最初は１２だから」と呼ぶ者あ

り）どういったらいいんでしょう、説明欄に区分変

更マイナス４となってますけども、この４の中の１

台が総務課所有で、それがタイヤドーザーのほうに

総務課分が移っております。内訳については、説明

欄のとおりというふうなことでございます。 

 それと、最後になりますけども、平成２７年度よ
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り特別会計から一般会計への資産として引き継ぎ

ました宅地事業について報告をさせていただきた

いと思います。 

 本日、お手元にお配りしました資料のほうをごら

んください。表を２つつけさせていただいておりま

して、上が直近５年の実績というふうなことと、下

の表が面積、価格の一覧表というふうなことでつけ

させていただいておりますけども、一覧表の下に記

載しております保有分譲地の販売促進について申

し上げさせていただきます。 

 平成３０年度につきましては、９月号の広報にて

ＰＲ記事の掲載を行いました。また、１２月には、

新聞７紙の朝刊折り込みにて、豊岡市全域及び近隣

に募集のチラシの配布を行いました。しかしながら、

売り払い実績がなかったことから、決算において収

入を計上できておりません。今後とも、財政課の土

地売却と歩調を合わせていきながら、チラシ、広告

などの宣伝を強化する中で、引き続き販売促進に取

り組んでいきたいと考えておるところです。 

 実は、本年度の取り組みでございますので予断と

なるんですが、この８月に分譲地の販売のお願いと

あわせ、今の市況について、市内で住宅建築などに

携わっておられる業者さん数社を訪問させていた

だいて、お話を伺ってまいりました。近年、空き家

が発生しているような中、宅地の販売はまことにし

んどいのではないか、中心市街地でないとなかなか

売却がないのが実情ではというふうにお聞きして

おります。今後についても、鑑定等を含めまして、

分譲価格の見直しも視野に入れ、検討を行ってまい

りたいと考えておりますので、どうかよろしくお願

いいたします。以上です。 

○分科会長（西田  真） 続きまして、都市整備課、

冨森課長。ちょっと早目に。 

○都市整備課長（冨森 靖彦） わかりました。 

 １０２ページ、１０３ページをお開きください。

財産管理費です。１０３ページ、備考の欄の一番上

の欄、設置工事費１，５８９万７，３２０円のうち

都市整備課分所管が９９万４，４００円です。これ

は、昨年の大阪府北部地震を受けまして危険ブロッ

ク塀の修繕ということで、正法寺団地公園、それか

ら城崎駅通り公園のブロック塀改修工事の費用と

して充てております。 

 次に、１１２、１１３ページをお開きください。

公共交通対策費です。 

 １１５ページをお開きください。鉄道交通対策事

業費のうち、上から４行目の負担金の欄をごらんく

ださい。負担金の欄の、そこから５行目ぐらい下の

臨時特急列車運行事業費、これに１２９万９，９４

６円を支出しております。これは、兵庫県の県政１

５０周年事業として、山陰地域の新たな旅客事業を

創造するということで運行されました特別列車の

豊岡市における運行負担金となっております。それ

から、その下の欄、災害対応支援ということで、１

４６万２，０００円を支出しております。これは、

平成３０年７月豪雨におきまして、京都丹後鉄道が

運休となったことから、規定に基づきます、運行会

社であるＷＩＬＬＥＲ ＴＲＡＩＮＳ社への運輸

収入の減額などに対する沿線自治体としての負担

金となっております。その下の補助金ですが、３，

１４５万８，１９１円、これにつきましては、京都

丹後鉄道の施設整備及び安全運行に係る補助金と

して支出をしております。それから、その下、バス

交通対策事業費です。ここでは、下から１５行目ぐ

らいですが、業務委託料というところで公共交通再

編調査業務１６１万９，０００円があります。これ

につきましては、学校法人近畿大学に、日高地域、

それから竹野地域におきまして、バス運行の実情調

査及び地域特性に応じた新しい交通モードの検討

業務を委託したものです。また、次に、そこから５

行ほど下にあります事業用備品ということで、１，

１９８万６，７８０円がありますが、これにつきま

しては、老朽化したイナカー河野辺線のバス車両を

購入したものです。 

 続きまして、１１７ページをごらんください。公

共交通利用促進事業費ということで、９２２万６，

８３０円を支出しております。特に印刷製本費とい

うことで毎年出しておりますが、「足ナビ」を３万

３，０００部、印刷をしております。あとは補助金
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ということで、コバス、２００円バス、それからバ

ス停整備事業費ということで、そこに書いてあるよ

うな支出をしております。それから、その下の鉄道

交通対策事業費の繰越明許分です。これにつきまし

ては、平成２９年度からの繰り越しということで、

平成２９年度は、台風１８号、２１号による災害復

旧に係る補助金として、北近畿タンゴ鉄道のほうに

支出をしております。 

 続きまして、１４６、１４７ページをごらんくだ

さい。但馬空港利用促進費です。特に大きな金額と

いたしましては、真ん中のあたりに負担金とありま

す。その中の負担金の３つ目です。但馬空港推進協

議会、これは但馬広域のほうが事務局を持っており

ますが、こちらに１，６７７万９，０００円を支出

しております。次に、その下、補助金です。これは、

但馬空港利用者への運賃助成が主な事業となって

おりますが、コウノトリ但馬空港利用促進協議会へ

７，１５７万６，５８２円を支出しております。 

 次です。１５７ページをごらんください。地方創

生交付金事業費です。そこの備考欄の下から１０行

目ぐらいにありますが、但馬空港利用促進事業費と

いうことで１，１２２万７，７２０円、これにつき

ましては、但馬空港利用促進事業ということで、豊

岡市の地域活性化を促す交流促進に不可欠な東京

直行便開設に向けた事業拡大を目的とした、市と日

本航空による共同プロモーションを行いまして、委

託料として１，０８０万円を支出しております。具

体的な事業といたしましては、首都圏におけるプロ

モーション動画の配信であったり、これらに連動し

た旅行商品の開発、販売を行っております。 

 続きまして、２９８、２９９ページをごらんくだ

さい。ここからは土木総務費となります。 

 ３０１ページをごらんください。３０１ページの

備考欄、真ん中より少し下、屋外広告物管理費、都

市整備課と書いてあるところですが、そこでは、業

務委託料といたしまして２１６万円、屋外広告物管

理システムの更新業務ということで、改元に伴いま

すシステムの更新を行っております。 

 続きまして、３０６ページ、３０７ページをごら

んください。道路橋梁総務費です。この分の３０７

ページの下から３行目です。地積測量図等作成業務

ということで、１２１万５，０００円を計上してお

ります。これにつきましては、都市計画道路の今森

高屋下陰線の事業で、代替用地として保有しており

ました土地を公売処分すべく、地積測量図等の作成

業務ということでしております。なお、当該用地に

つきましては、普通財産として一部売却済みとなっ

ております。 

 次に、３１８、３１９ページをごらんください。

都市計画総務費です。こちらにつきましては、備考

欄の下から３行目あたり、都市計画マスタープラン

改定業務ということで、ことしの３月に都市計画マ

スタープランを改定をいたしましておりまして、そ

れに８１１万８００円を支出しております。 

 続きまして、３２１ページをごらんください。３

２１につきましては、ちょうど真ん中あたりですが、

土地利用規制対策事業費、それから都市計画基礎調

査事業費、それから都市景観形成事業費ということ

で、それぞれ、そちらに書いてあるとおりの支出を

させていただいております。 

 続きまして、３２３ページです。３２３ページに

つきましても、緑豊かな地域環境形成事業費、それ

から豊岡駅前広場維持管理費ということで３０４

万９，５７１円、それから城崎温泉駅前広場管理費

ということで１７２万７，９７０円を支出をしてお

ります。 

 それから、そのページの一番下の欄です。公園管

理費です。ここでは、特にありますのが一番下の行

で堆積土砂撤去業務ということで、これは、昨年７

月豪雨の際に中央公園に泥がたまりましたので、撤

去をした費用となっております。 

 続きまして、３２５ページをお開きください。一

番上ですが、整備工事費、それから設置工事費とい

うことで、そちらに書いてある神武山公園、日高城

山公園、ひまわり公園ということで整備をしており

ます。それから、次の欄、公園整備費につきまして

は、出石城公園の園路整備ということで、９５６万

１６０円を支出しております。それから、同じペー
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ジの、その次の欄、駐車場管理費ということで、中

央駐車場管理費７４８万３，６４７円、それから駅

前駐車場の管理費ということ、これにつきましては

アイティのほうに指定管理ということで委託して

おりまして、支出につきましては９万７，２８６円

となっております。 

 続きまして、３２６、３２７ページです。土地区

画整理費ということで、ちょうど真ん中の欄ですが、

稲葉川土地区画整理事業費ということで、全体で５，

７６３万６，９０２円ということで支出をしており

ます。事業内容といたしましては、業務委託料とい

うことで、換地計画書の作成等、２，３００万４，

０００円、それから整備工事費ということで、水路

の整備であったり進入路、砂利舗装ということで、

１，４０１万６，２４０円を支出しております。な

お、事業地につきましては概成しておりまして、地

権者との交渉等も全て終わっている状態です。 

 続きまして、歳入のほうに入らせていただきます。 

 ２６ページ、２７ページをごらんください。ちょ

うど真ん中のあたりに使用料及び手数料、そこの２

番の総務使用料というものがありますが、そこの中

のちょうど上から５行目に有償旅客運送使用料と

いうのがあります。１，１２０万７，８２１円です

が、これは、イナカー、それからチクタクの運賃収

入となっております。 

 それから、次に、２８ページ、２９ページをごら

んください。７番の土木使用料、ちょうど真ん中の

あたりです。都市公園使用料ということで１２万８，

１８０円、これは都市公園の電柱使用料となります。

その下の駐車場使用料、都市整備課の所管につきま

しては豊岡中央駐車場になりますが、ここの使用料

につきましては８８８万７，１００円となっており

ます。なお、ちなみに昨年は１，１６３万５，９３

０円ということで、単純に言いますと、一昨年に比

べますと２７０万円ほど減収になっているという

ような状況があります。 

 続きまして、３２ページ、３３ページです。ちょ

うど真ん中のあたりの、６番の土木手数料です。こ

ちらにつきましても、そこに書いてあります屋外広

告物許可申請手数料、それから、その一つ下の段の

用途地域証明手数料、それから区画整理地座標証明

手数料ということで収入を上げさせていただいて

おります。 

 続きまして、３４ページ、３５ページをごらんく

ださい。真ん中から少し下の段です。国庫補助金の

総務費国庫補助金ということで、地域公共交通確保

維持改善事業費補助金ということで１，２２１万６，

０００円です。これは、イナカー、チクタクに関す

る国からの補助金となっております。 

 続きまして、４６ページ、４７ページです。県の

支出金のうちの土木費県補助金ということで、下か

ら２つ目の欄ですが、土地利用規制対策費補助金と

いうことで、１万９，０００円の収入となっており

ます。 

 それから、次に、５０ページ、５１ページです。

ここも県の支出金ということで、土木費委託金とい

うことで、下から３つ目の欄です。都市計画基礎調

査委託金、県民まちなみ緑化事業委託金ということ

で、それぞれ記載のとおりの収入となっております。 

 それから、次が、６２ページ、６３ページをごら

んください。諸収入のうち、下から５つ目の欄です

が、受託事業収入ということで、有償旅客運送事業

受託収入ということで、４３万２，０００円を上げ

ております。これは、イナカーの香美町域の分の運

行負担金ということで、香美町よりいただいており

ます。 

 それから、６４、６５ページですが、雑入になり

ます。備考の下から３行目、公共交通情報誌４０万

円とありますが、これは「足ナビ」をつくる際の広

告収入ということになっております。 

 次に、７６ページ、７７ページをごらんください。

市債になります。市債のちょうど真ん中のあたり、

２番の総務債です。バス交通対策事業債ということ

で、イナカーに１，１８０万円、それから鉄道交通

対策事業債ということで、京都丹後鉄道の安全輸送

設備等ということで、１，０３０万円を計上してお

ります。 

 次に、７８、７９ページをごらんください。下か
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ら３つ目の欄ですが、土木債ということで、公園整

備事業債ということで、出石城公園に９００万円、

稲葉川の区画整理事業に５，３３０万円となってお

ります。 

 歳入は以上です。 

 次に、財産調書に移らせていただきます。 

 都市整備課分につきましては、特に数値に変更は

ありませんが、６１６ページをごらんいただきたい

と思います。６１６ページに、債権ということで、

アイティ豊岡都市開発への貸付金７億円がありま

す。これにつきましては変わりはないんですが、こ

とし７月のアイティ豊岡都市開発株式会社の経営

再建策実行計画書、これによりますと、豊岡市への

貸付金返済につきましては、金融機関借入金返済後

の令和１５年度以降となる見込みであるというこ

とを現在お聞きしております。 

 都市整備課からは以上です。 

○分科会長（西田  真） 続きまして、建築住宅課、

山本課長。 

○建築住宅課長（山本 正明） 早速です。そしたら、

歳出から説明させていただきたいと、主立ったもの

ということでお願いしたいと思います。 

 １０１ページをごらんいただきたいと思います。

右下、下から８行目のところに財産管理費、建築住

宅課の中にございます。 

 めくっていただきまして、１０３ページ、上から

５行目、６行目のとこにございます、設置工事費、

フェンス等ということで１，５８９万７，３２０円

ありますけども、このうち１７７万１，２００円が

建築住宅課分でございまして、市営鳥居住宅敷地内

のコンクリートブロック塀の撤去ということで、財

産管理の中で費用適用を執行しております。 

 続きまして、飛びまして、３２７ページをごらん

ください。最下段のところに住宅費がございます。

ここに数字だけありますので、次の３２９ページを

ごらんいただきたいと思います。住宅管理費です。

不用額が９４３万６，８７３円ですけども、その主

なものでございますけども、節１９の負担金、補助

及び交付金の不用額、これが、不用額が８６５万７，

３６０円と。また、これの内訳としまして、備考欄

にございますけども、繰越明許分の要緊急安全確認

大規模建築物耐震化助成事業、民間のホテルとか宿

泊施設の民間多数利用施設の耐震化補強設計、これ

の費用補助が２件の予定でございましたけども、予

定事業が１件、７４５万９，０００円というものが

未実施ということになりました関係で、そして、そ

れとあと補助金をやっております住宅耐震改修促

進、住宅耐震リフォーム、あと危険ブロック塀等の

改善、これらの補助金、これらの不用額１１９万８，

０００円余り合わせました金額が不用額となって

いる大きな要因でございます。次に、備考欄の中段

あたりに住宅管理費ございます。６行目、修繕料４，

０１６万３５１円、これにつきましては、市営住宅

の水回り、あと風呂釜取りかえ、退去修繕等、それ

以外にもたくさんの修繕を含めての経費でござい

ます。そして、その下ですけど、下から５行目、業

務委託料の住宅管理システム改修業務１，４４７万

２，０００円、これにつきましては、住宅管理シス

テムのメーカーサポートが終了するということに

伴いまして、システムの改修を行った経費でござい

ます。その下、特殊建築物等定期調査報告業務４４

２万２，２００円、これにつきましては、３年に１

度の設備等の調査を、２つの住宅の棟で実施をして

おります。その下、公営住宅等長寿命化計画策定業

務４５２万５，２００円、これにつきましては、本

年３月に改定しました豊岡市公営住宅長寿命化計

画、これの策定業務委託料でございます。 

 次に、３３１ページごらんください。６行目、補

修工事費１億９９４万１，７３２円、これは長寿命

化工事を行いました元薬師１号住宅、こちらの外壁、

屋根の改修、内島住宅の屋根の改修、結住宅の外壁

ほかの改修工事、それ以外の照明設備等、あと退去

に係る改修工事等の工事費でございます。次に、そ

の下、８行目、住宅耐震改修促進事業費の項目の７

行目、耐震診断業務２１６万３，０００円、これは

民間住宅の耐震診断業務７０件分の補助でござい

ます。その下、３行目、補助金１，８４１万１，０

００円のうち住宅耐震改修促進事業費９９１万６，
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０００円、これにつきましては、耐震診断を受けて

の耐震改修の計画策定が５件ございました。それと

耐震改修工事、工事そのものが２１件、それを行っ

た方に対する補助金でございます。その下、住宅耐

震リフォーム事業費５５３万５，０００円、耐震改

修工事にあわせて行われましたリフォーム工事に

対する補助金、これが１９件ございます。その下、

危険ブロック塀等改善事業費、平成３０年１０月か

らの補助事業でございましたけども、ブロック塀の

撤去のみが４件、ブロック塀の撤去と軽量フェンス

の設置合わせたものが８件、合わせて１２件でござ

います。なお、この補助制度につきましては、今年

度、平成３１年度で終了予定ということでございま

す。その下、８行目、委託業務料の特定空き家除却

等業務２８６万２，０００円、これにつきましては、

日高町日高区で執行しました特定空き家等の略式

代執行、これに係る除却業務の委託料でございます。

その下、４行目、一番下ですけども、老朽危険空き

家除却支援事業費３９９万６，０００円につきまし

ては、特定空き家等に認定しました豊岡市駅前区、

日高町山田区、竹野町宇日区、これの老朽危険空き

家を除却された所有者への補助金の合計でござい

ます。 

 続きまして、３３３ページをごらんください。上

の１行目から６行目に書いてあります繰越明許分

の要緊急安全確認大規模建築物耐震化助成事業費

６９５万２，０００円、これにつきましては、昭和

５６年５月３１日以前に着工されました、３階建て、

床面積５，０００平米以上、ホテル、旅館等の多数

利用建物、これに対する耐震診断いうのが義務づけ

られて、それを受けて実施されました耐震補強設計

１件に対する補助金が、こちらに上がってる６９５

万２，０００円というものでございます。 

 そして、その他の歳出につきましては、説明を省

略させていただきます。 

 そして、次、歳入をお願いしたいと思います。主

立ったものです。 

 ２７ページをごらんください。中段の総務管理使

用料の備考欄、４行目です。行政財産目的外使用料

２，３４９万１，７５０円のうち２９７万４，７４

２円が建築住宅課分。内訳は、お試し居住住宅の使

用料、大学生の入居の使用料、あと関電柱等の設置

使用料等でございます。 

 次に、２９ページ中段、住宅使用料ですけども、

収入済み額２億６，９０１万８，１０５円ですが、

備考欄の中で５行目にございます移住促進住宅使

用料１６０万８，１００円、これだけが但東振興局

管理となっておりますので、その分を除いた金額で

いきましたら２億６，７４１万５円という金額とな

ります。内訳につきましては記載のとおりです。現

年度分で公営住宅使用料等、また滞納繰越分、市営

住宅駐車場の使用料というような形になっており

ます。ご確認ください。 

 なお、報告第１７号のときに説明しましたように、

ここに書いてあります債権放棄４年分、１３８万３，

６００円というもの、それに、ここに出てきてませ

ん時効の援用という、１０年たって本人から時効を

申し出られたいうのが１件、８４万５，８００円ご

ざいます。ですので、先ほどの債権放棄と時効援用

の８４万５，８００円を合わせた２２２万９，４０

０円、これを不納欠損として計上しております。あ

と、収入未済額５５７万７，０２９円、これにつき

ましては、住宅使用料と駐車場使用料の過年度の滞

納分でございます。 

 次に、３９ページをごらんください。土木費国庫

補助金の住宅費補助金でございます。収入済み額１，

２２８万８，０００円、備考欄の社会資本整備総合

交付金８８１万２，０００円のうち、その下に書い

てあります簡易耐震診断推進事業費１０８万１，０

００円、これが民間住宅の簡易耐震診断業務しまし

た７０件分の補助金でございます。その下、公営住

宅等総合改善事業費１６１万２，０００円、歳出で

公営住宅等長寿命化計画策定業務ということで説

明しました。これに係る補助金ということでござい

ます。その下、民間住宅耐震改修助成事業費２３０

万円、県の補助制度を利用した計画策定が２件、耐

震改修工事が４件、これに係る県からの補助金でご

ざいます。その下、老朽危険空き家対策事業費２９
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１万４，０００円、これは歳出で説明しました老朽

危険空き家除却３件分、あと略式代執行に係る補助

金でございます。先ほど県補助金と言いましたが、

国庫補助金でございます。その下に、危険ブロック

塀等改善事業費９０万５，０００円、歳出で説明し

ました危険ブロック塀等の撤去１２件、これに係る

補助金でございます。その下、繰越明許分の社会資

本整備総合交付金、住宅建築物安全ストック形成事

業費３４７万６，０００円、これも歳出で説明しま

した要緊急安全確認大規模建築物耐震化助成事業、

耐震補強設計、これに係る補助金でございます。 

 あと、４７ページをごらんください。県補助金に

なります。最下段、土木費県補助金の住宅費補助金

収入済み額８６１万６，０００円です。備考欄の１

行目、簡易耐震診断事業費補助金４８万６，０００

円、これは、先ほどと同様に、先ほど申しておる民

間住宅の簡易耐震診断業務７０件に当たる県補助

金です。その下、老朽危険空き家対策事業費補助金

９９万９，０００円、これが、同じく老朽危険空き

家除却３件分に係る補助金でございます。その下、

危険ブロック塀等改善事業費補助金４４万７，００

０円、これは危険ブロック塀の撤去１２件に係る補

助金ということです。その下、住宅新築資金等貸付

助成事業費補助金３２４万６，０００円。報告１７

号でも若干触れさせていただきました、債権放棄し

ました住宅新築資金４２６万５，０３０円、あと事

務費が６万３，０００円ほど経費かかっております。

合わせました４３２万８，３００円の４分の３とい

うことで、この金額を補助金として受け入れをして

おります。 

 次に、４９ページ、繰越明許分で、多数利用建築

物耐震化助成事業費補助金１７３万８，０００円、

これにつきましては、要緊急安全確認大規模建築物

耐震化助成事業、耐震補強設計、これに係る県補助

金でございます。 

 次に、６３ページ、ごらんください。中段、土木

費貸付金元利収入がございます。住宅資金貸付金元

利収入ですけども、収入済み額６０６万２，５２８

円のうち建築住宅課に係る額は５８７万２，５２８

円ということで、内訳につきましては備考欄の記載

のとおりでございます。住宅改修資金、あと住宅新

築資金貸付金、宅地取得資金貸付金、この３つの元

利収入でございます。あと、ここの不納欠損額４２

６万５，０３０円は、報告第１７号で説明しました

債権放棄の金額でございます。 

 次に、７３ページ、雑入の１５行目をごらんくだ

さい。市有物件配分金及び共済金１７８万２，０２

７円ありますけど、そのうちですけど、１６万１，

４６０円が市営住宅分ということで、昨年の台風被

害に係る市営住宅の修繕の共済金ということにな

っております。 

 その他の歳入につきましては、説明を省略させて

いただきます。 

 財産調書に入らせていただきます。 

 ６０２、６０３ページをごらんください。行政財

産欄の上から５行目に、公営住宅です。土地で２，

０８９．００平米、その右に記載あります建物、木

造で５０４．５０平米の減少ということです。これ

につきましては、久畑二宮住宅、特公賃なんですけ

ども、５棟を用途廃止しまして、普通財産へ所管が

えをしたものでございます。 

 このページ以降、６０４ページから６１０ページ

にかけて、それぞれの調書で同様の内容が記載され

ておりますけども、説明は省略させていただきます。 

 そして、最後、６１６ページをごらんください。

債権についてでございます。区分欄２行目、住宅新

築資金等貸付金元金の増減高ですけども、４７万４，

０００円の減額、そして、３０年度末の現金現在高

は７４万１，０００円となっております。 

 以上でございます。よろしくご審議賜りますよう、

よろしくお願いいたします。 

○分科会長（西田  真） 続きまして、用地課、上

野課長。 

○用地課長（上野 吉弘） それでは、１４７ページ

をお願いいたします。１４７ページの中ほどからや

や下、但馬空港周辺用地管理費１９１万４，７２５

円でございます。これは、公益社団法人兵庫みどり

公社から委託を受けました管理業務を、市から地元
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区へ再委託しまして、地元での管理をお願いしてい

るものでございます。管理委託地区は１４地区で、

管理内容は外周部の巡回、巡視、簡易な清掃、除草

等でございます。 

 それから、ずっと飛びまして、次、３０１ページ

をお願いいたします。一番下の段でございます。３

０２ページにかけての用地対策事業費でございま

す。これは用地買収、あるいは市道の境界管理、里

道水路等の管理に要する費用でございます。そのう

ち、３０３ページの業務委託料、大きいものとして

は２９４万８，４００円というものがございます。

これにつきましては未登記箇所測量業務で、これは、

市道の敷地内に何らかの理由で個人名義の土地が

残ってしまっている場合があるわけですが、これを

測量、分筆した上で寄附をいただいて、市の名義に

するという業務でございます。３０年度につきまし

ては６カ所実施しております。 

 歳出は以上でございます。 

 続きまして、歳入でございます。 

 ２９ページをお願いいたします。２９ページの上

から６段目、法定外公共物占有料２０８万３３０円

でございます。これは里道水路等の占有に伴います

使用料で、主な相手先と占有物件は関西電力、それ

からＮＴＴの電柱、電線、豊岡エネルギーのガス管

などでございます。 

 続きまして、４９ページをお願いいたします。一

番下の段、但馬空港周辺県有環境林管理委託金２２

３万１，７１２円は、先ほど歳出でもご説明いたし

ましたが、公益社団法人兵庫みどり公社から管理委

託料としていただいているものでございます。 

 続きまして、５１ページ、下から６段目でござい

ます。公共用地取得事務委託金３５万５，２３９円

は、国県道の用地買収事務を受託することによりま

す県からの委託金でございます。委託金につきまし

ては実績額に応じて算出されておりまして、３０年

度は国道３１２の下宮地区の事業を受託しており

まして、それに見合う金額でございます。 

 続きまして、５３ページをお願いいたします。下

から３段目、土地売り払い収入でございます。この

うち２５８万円強が用地課所管分でございまして、

里道水路等法定外公共物の用途廃止に伴います売

り払い収入でございます。機能廃止状態の里道水路

を、地元区の了解を得て売り払いしたものでござい

ます。 

 歳入は以上でございます。 

 続きまして、財産調書でございます。 

 ６０８ページと６０９ページをお願いいたしま

す。それぞれの区分で宅地等に分けておりますけど

も、まず、宅地の欄の下から４行目、５行目の豊岡

市栃江ほか６件というものがございます。それから、

２段下で雑種地の欄で、下から２行目、３行目の豊

岡市出石町袴狭というのがございます。それから、

一番下のその他というところで、出石町日野辺ほか

４件というものがございます。これにつきましては、

先ほど申しました里道水路等の法定外公共物の用

途廃止に伴います売り払いで減少した分でござい

ます。 

 用地課は以上でございます。 

○分科会長（西田  真） 何かありますか。（発言

する者あり） 

 ここで建設経済分科会を暫時休憩いたします。再

開は４時３０分。 

午後４時２０分 分科会休憩 

──────────────────── 

午後４時２９分 分科会再開 

○分科会長（西田  真） それでは、建設経済分科

会を再開いたします。 

 山本課長。 

○建築住宅課長（山本 正明） 失礼します。先ほど

報告第１７号でちょっと回答を保留しておりまし

た件、報告させていただきます。 

 連帯保証人に関しまして、総所得の制限はどうな

っとるかという形でございまして、これについては

一応、年間総所得金額が１２４万８，０００円、給

与総収入にしましたら約２００万円を一つのライ

ンをつけております。これにつきましては、条例の

ほうで、入居される方の同程度以上の収入を有する

者という規定で、まず言葉で規定されております。



 58 

ですので、市営住宅については一番低いところの所

得のところのラインの金額を適用しまして、逆に計

算かけましたら、この１２４万８，０００円という

ラインが出てくるというものでございます。 

 それともう一つ、条例の施行規則がございますけ

ども、先ほどちょっと答弁おかしかったかもわから

んのですけども、保証人の変更について、この施行

規則の中で住所不明になったとか、死亡したとか、

保証人の状況ですね、登録してる人が状況が変わっ

たと。何かあったときには、結果論的には、今設定

してる保証能力がないという状況が発生したとき

には届け出なさいという形になっておりまして、当

然届け出が出てくる方もあります。けども、なけれ

ばもう、こういう債権として動き始めるまで、ちょ

っとこちらから、みずからどんどんそれを追跡調査

をしとるという状況ではないという状況でござい

ます。 

 済みません、報告させていただきます。 

○分科会長（西田  真） ありがとうございました。

説明は終わりました。 

 それでは、質疑のほうに入ってまいります。 

 奥村委員、どうぞ。 

○委員（奥村 忠俊） 気を使ってもらってありがと

うございます。 

○分科会長（西田  真） いえいえ、どうぞ。午前

中から待っとってもらったので。 

○委員（奥村 忠俊） 二、三、お尋ねしたいと思っ

てます。 

 まず、但馬空港の利用促進に関して、私もいつも、

本会議を含めて聞いてるわけですけども、だんだん

利用者もふえてきてるということがありまして、そ

のことについては非常にいい傾向だと思っとるん

ですけども、それについて、いわゆる利用促進のた

めの補助金、運賃、事務補助、それが出されている

ということについて、率が非常に高過ぎるんではな

いかということについて、私も毎回その点を、適当

な金額に下げるべきであるということを主張して

おりますけども、今回も同じことが言えてるように

思うんですね。補助金が航空運賃に対してどれだけ

になっているのかということを、改めて補助金を聞

かせていただきたいと思います。 

 それから、１つ、但馬空港推進協議会の補助金が

ここに出てますけども、そこで、コウノトリの空港

利用促進協議会に出てるものの中に、今言いました

運賃補助というのはここからも出ているのか、ある

いは、もう一つは、但馬空港利用促進事業の都市整

備課があるんですけど、１５７ページ、但馬空港利

用促進事業というとこで、ここにも予算が載ってお

りますけども、どれぐらいの補助率になっているの

かということについて、改めてお尋ねをしておきた

いと思います。 

 よろしいですか。 

○分科会長（西田  真） どうぞ。 

○委員（奥村 忠俊） それから、先日、一般質問が

あったんですけども、私もちょっと聞かせていただ

いておりまして、空き家対策ということで取り組ん

でおられて、部長からも答弁していただきましたん

ですけども、資料にも出ておりましたように、対象

になった空き家対策ということで、市が助成すると

か、そういったことをしてきた件数というのは極め

て少ないと思いますし、この間、資料をいただいた

中でも、全体で１５２件ですか、の程度しか把握さ

せてないというふうに私はとれたんですけどね。 

 今度は詳細に調査をし直すということがあって、

そういうふうになるだろうと思っておるんですけ

ども、明確に現在豊岡で空き家というのはどの程度

あるのかということは、これはやっぱりよく調べて

おく必要があると。非常に危険であるということ、

それから危険になる手前、あるいは現在ならどうも

ないとか、とりあえずあいてるだけで、まだまだ家

は何ともないとか、いろいろあると思うんですけど

も、そういったものを全て把握をしていく必要があ

るんではないかなと、こういうふうに思っておった

んですけども、市長を含めて、どうもそういうこと

をしないんだというような答弁に聞こえたんです

けども、そういう必要性は法的にないのかどうかい

うとこら辺もちょっと説明していただきたいと思

っております。以上２つ。 



 59

○分科会長（西田  真） どうぞ。 

○都市整備課長（冨森 靖彦） 但馬空港の利用促進

ということでご質問いただきました。現在、但馬地

域全体で但馬空港の利用促進ということに取り組

んでまして、ご存じのようにターゲット７０（ナナ

マル）ということで、７０％の利用率を目指して助

成等をさせていただいているところです。 

 昨年度もＡＴＲが就航いたしまして、搭乗者数も

４万２，２２０人ということで、初めて４万人を突

破したわけなんですが、搭乗者数につきましては６

６．５％と、ちょっと目標に届かないということで、

やはり但馬空港を利用していただくということ、ま

た、東京からの乗り継ぎの方も含めて集客するとい

うことで、当然地方創生ということにも資するとい

うことに思っておりますので、現段階では、本会議

でも部長等も答弁いたしましたとおり、なかなか助

成金の率を変えるとか、助成金額をすぐに見直しす

るということは、今現段階ではちょっと考えていな

いというような状況です。 

 また、但馬空港推進協議会のほうに豊岡市からも

１，６７７万９，０００円、支出をさせていただい

ているんですけど、当然この助成金につきましては、

市の持ってますコウノトリ但馬空港利用促進協議

会でも助成しておりますし、但馬空港推進協議会の

ほうでも、大人の普通運賃が今１万４，２６０円、

片道になってるんですが、その金額で乗られた方に

つきましては、市の助成プラス２，８００円を今、

但馬空港推進協議会のほうで助成していただいて

いるというのが現状です。 

 全てのお客様が１万４，２６０円で乗っておられ

るわけじゃなくて、その金額で乗っておられる方っ

ていうのはほんのわずかで、ちょっと昨年の状況を

調べましたら、大体６．５％の方だけがその金額で

乗っておられますので、あとの方はもっと安い、早

く予約されて……（発言する者あり）ほとんどの方

は８，５００円ぐらいの金額で乗っておられまして、

助成は４，０００円程度ということの、そんな状況

になっておるというのが現状です。（「４，０００

円ぐらいか」と呼ぶ者あり）４，０００円ぐらいの

助成です。実質の負担額が４，３６０円からという

ぐらいの状況が、そのお客さんが多いということに

なっております。（「じゃあ、そういう人が多い」

と呼ぶ者あり）はい。よろしいでしょうか。 

○分科会長（西田  真） どうぞ。 

○建築住宅課長（山本 正明） ただいまの空き家の

ことで質問いただきました。 

 まず、報告、一般質問のときにも現時点、こちら

が持っております空き家というのを、１５６件とい

うふうにちょっと資料もあり、説明もさせていただ

きました。 

 この数字というのは、質問のときにも回答を部長

のほうからもさせていただいたんですけども、あく

までも空き家の特別対策措置法、これに基づいて平

成２６年に施行され、２７年から各区長さんに、空

き家と思われるものをまずピックアップ、報告を下

さいという形で、まず、全然数字がわからないとい

うところから始まって、報告をいただいて、それ以

降に追加が入ったり、追加で情報をもらったり、状

況によっては除却したものを落としていったりと

いう、毎年一応、この物件については追跡調査、現

場確認をしたりして、その中で特に危険度がもうめ

ちゃくちゃ危ないというものを特定危険空き家と

いうものに指定して、老朽危険空き家に指定した場

合にはこの除却に対する補助金の支出が可能にな

るというものでございます。 

 ですので、やみくもに、空き家特措法の中におい

てこの目的というのは、あくまでも本当に危険きわ

まりない状況、放っておけない、そういったものを

どう手だてするかというところから始まってる法

でございますので、本当に危険なもの、これは私ら

が勝手に決めるんじゃなくして、空き家等対策協議

会、外部の方も交えて、その方の中で協議をいただ

いて、これは本当にもうどうにもならん、手だて、

行政的な指導も含めてした中で、除却とかしないと

あかんというものを認定して、協議会ではあくまで

も意見をいただいて、豊岡市が最終的に認定をしま

す。そして、指導とか助言することによって除却の

補助が出ると。これは、具体的な、ですから、俗に
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言葉でいう空き家という言葉、人が住んでなければ

とりあえずは空き家という総論にはなってしまい

ますもんで、私どもはあくまでも危険と思われると

いう次元での、区長さん、区のとこから始まった数

字がこの１５６件という数字でございます。 

 別の次元の話をさせていただきますけども、ちな

みに国がやっております兵庫県住宅土地統計調査

というのがございます。これは、５年に１度、国の

ほうでされるんですけど、今わかってますのは、平

成２５年にこの調査がやられまして、３０年度分は

年明けぐらいに数字が出るようなことを聞いとる

んですけど、２５年の段階で豊岡市が空き家、単純

にもう空き家みたいですけど、５，６９０戸という

のがあります。ただ、これの中身は全く私どももち

ょっと、どういう状態、ただ統計調査の中で空き家

というて示された数字がこの数字というとこだけ

でおりますので、何度も言うようで申しわけないん

ですけど、私どもは今、あくまでも危険空き家をど

うするかというところがもう第一重点項目として

対応を考えておりますので、これを対象とした調査

において、うちが把握しとるのが１５６件という状

況だということをご理解いただければと思います。 

○分科会長（西田  真） 奥村委員、どうぞ。 

○委員（奥村 忠俊） 順番が、先に空港のほうから

いきますわ。あれですか、利用者が６６．６％、去

年ですか、先ほど言われたのは、４万人超えてる。

これ、利用されるのはとってもいいことで、もっと

たくさん利用されたらいいと思っとるんですよ。私

は助成金を全く出したらだめだと思ってないんで

すけど、二重になってるといったら言い方はへんで

すけど、その部分が、ダブる部分があるんですね。

そういったものだとか、率についてはやっぱり検討

する必要があるんではないかと。例えば、もっと上

げようと思えば、無料にするわけにいかんけども、

そうすればさらにふえるということは見えるよう

な気がするんですよ。そんなことはあり得ませんけ

どね。 

 しかし、飛行機に乗ってもらうために大変な大き

な負担を市もしなければならないというこのこと

は、他のいろいろな助成だとかあるいは補助だとか

いうことに比べると、やはり異常に高いということ

を私はいつも思ってるんで、毎回自分も乗りながら、

言いにくい部分もあるけれども、しかし、その補助

金が高いということを言ってるわけですけどね、出

すなとは言ってませんけども。したがって、私はこ

れを見直すべきじゃないかと、こういうふうに思っ

ています。ですから、その点について、見解を聞か

せていただきたいと思うんです。 

 委員長、もう一つ一緒に言ってよろしいでしょう

か。 

○分科会長（西田  真） 一緒にどうぞ。 

○委員（奥村 忠俊） それから、今の空き家のこと

ですけど、今の答弁では、国がやっている統計の中

では、平成２５年の調査で豊岡市で５，６９０戸が

空き家だと、こう言われましてね。今はどうなのか、

まだそこまで調べてませんから、５年に１回だった

ら、もうことしやっとられるんですか、国は。それ

も言ってください。 

 そうしますと、国は詳細に調べている。そして、

市は、じゃあ、調べ方は一体どういうことなんやと。

５，６９０戸と、どうでしょうか、１５６件、この

差が大き過ぎますでしょうが、こんなことでいいん

だろうか。そして、１５６件というのはあくまでも

危険空き家だと、こういうふうに今言われたけど、

危険空き家であるか、危険空き家の候補であるかと

いうのは部長も答えていただいて、資料も見ました

けども、それを合わせるとそんな数字じゃなかった

ですね、これ。危険空き家は４戸と、それから、そ

れに候補は十五、六件だったかな、その程度だった

と思うんです。そうすると、危険空き家だけが、い

わゆる今答弁してもらいました数字として上げて

いるんだという、こういうことは、果たして法律に

従って調査をしたり、市として全体を把握するとい

う私は義務があるように思うんですけども、こんな

ことでいいんでしょうか。どうですか。 

○分科会長（西田  真） 冨森課長。 

○都市整備課長（冨森 靖彦） 助成金の関係につき

まして、ゼロにするんじゃなくて見直しをという話
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があるわけなんですが、空港を利用していただこう

ということで、その料金設定につきましても、当然

ＪＲとかと競合しますんで、それらの料金ともにら

みながら設定されているというふうに私は聞いて

おりまして、当然、但馬の各市町も現在同様に助成

しているということもありますので、基本的には今

の時点では見直しということまではちょっと考え

ていないというのが現状ですし、豊岡市としての考

え方です。以上です。 

○分科会長（西田  真） 山本課長。 

○建築住宅課長（山本 正明） まず、先ほど言いま

した国の統計調査の件、情報によりましたら、３０

年度に調査が動いておると。その結果の公表が来年

の１月にどうもなりそうだというのはちょっと聞

いております。ですから、先ほど申し上げました、

２５年のときに５，６９０戸という数字があったん

ですけども、それが１月に次が出てくるであろうと

いうことが１つ。 

 ただ、もう一つ、議員さんから言っておられます

空き家の把握という考え方において、くどいようで

すけども、先ほど申し上げました、あくまでも特措

法とかベースの中で、老朽危険空き家という一つの

大きな建前、そういったものを危険と思われるいう

ような状況の中で区長さんに、状況を一番地元が知

っておられるということも含めて、区長さんに危険

と思われるものということでご報告いただいたも

のがベースになっている数字がこれでございます。 

 ただ、これは危険と思われるですので、先ほど答

弁でもあったとき、本会議のときの答弁にもござい

ましたけども、実際にはこれの内訳として、現状と

しては特定空き家という認定しているものが今４

軒、それであと早急に対応が必要と思われる空き家

等が１３軒、それで、そのうち、このまま放置した

ら将来、特定空き家等に候補になるというのが３５

軒。あした、また資料をお渡しするつもりなんです

けども。それ以外、今のところは特にという感じの

ものが１０４軒、これを合わせて１５６軒です。 

 何回も言うようですけども、危険と思われるもの

を報告いただいたものをベースにして、当然、私ら

が情報を独自で把握したやつも拾ったようなもの

もございますしというような形。 

 それと、一応情報等ありましても、今後において

も危険と思われる空き家というのは、まず区長さん

に連絡をしていただいて、区長さんのほうから、市

と区と情報共有ということをするために区長さん

を通じてうちに情報提供いただいて、そしたら当然、

情報をいただければ、うちは現地を確認して、どう

いう状態の空き家なのかというのをまず確認をし

ていくという作業をやっとるというのが現状でご

ざいます。 

○委員（奥村 忠俊） 委員長。 

○分科会長（西田  真） 奥村委員。 

○委員（奥村 忠俊） 利用率のことにつきましては、

これはいつもこういう状況で終わってるんですけ

ども、私は、先ほど申し上げましたように、方向は

やっぱり変えていくべきであろうというふうに思

っております。 

 後でまた教えていただいたらよろしいので、金額

的なことを一回、後で教えてください。 

 おっしゃいましたように、一つは８，３６０円が

４，３６０円になるという、半額になるっておっし

ゃったですね、これ。そういう数字ですか。それに

プラス金額が乗るわけ、もう一つ。 

○都市整備課長（冨森 靖彦） ああ、いいえ。 

○委員（奥村 忠俊） それが乗ったら、両方乗った

と。 

 じゃあ、一つだけのほうは、じゃあ幾らですか。 

○分科会長（西田  真） はい、どうぞ。 

○都市整備課長（冨森 靖彦） 先ほど言いました特

別割引ということで、８，３６０円の割引があるん

ですが、これにつきましては助成額が４，０００円

ということになりますんで、個人負担は４，３６０

円になります。 

 先ほど言いました一般で購入された場合、一般と

いうか、直前だとか当日購入された場合は通常の運

賃ということで１万４，２６０円になります。この

場合につきましては、豊岡市からの補助と、あと但

馬空港推進協議会のほうの補助ということで、７，
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８００円が現時点では補助となりますので、引きま

すと６，４６０円が実質負担額になるというような、

そういう状況です。 

 さっきも言いましたように、実際、通常の１万４，

２６０円の運賃で乗っておられる、助成を受けてお

られる方というのは６．５％程度しかおられないと

いうのが現状です。以上です。 

○分科会長（西田  真） 奥村委員。 

○委員（奥村 忠俊） 何回も聞きにくいので、もう

これで終わりにしたいんですけども。空き家のこと

ですけどね、今、答弁されたんですけども、区長さ

んに聞いて、どうですかということを聞かれてね、

それで出てきた数字がそうなってると。もちろん職

員数人で回ったって、そんなんわかりゃしませんか

らね、それはそうわかるんですよ。しかし、少なく

とも豊岡市において空き家の状態がどうなのか。戸

数はわかってるんですからね、全体の戸数は。その

ことはやっぱりきちっと調べる必要があるん違う

かと思うんですよ。 

 それから、危険であるかどうかという判断もいろ

いろあると思うんですけども、この間いただいた資

料では４軒、危険空き家の対象になるものが。さら

にその候補である、危険空き家候補、これが１３。

そして、さらにもうちょっと経てばそうなるだろう

ということ。さらにそれ以外が１０４戸で、１５６

軒がこの間の資料にあったんですね。 

 ほんでね、それはもう今、答弁されたんですけど

も、危険と思われる空き家を調べただけだというこ

とですからね、言いかえたら、全部がこれ危険空き

家になるん違いますんか。もう壊さんとだめですよ

というのは、ちょっと別ですよ、それは。しかし、

空き家ということだけ調べれば、もっと物すごい数

になるというふうに思うんですよ。 

 そのことは、もう全然調べないんですか。それは

もう、法律でどうなってるか知りませんけども、要

するに空き家であるかないかは、どういう程度の空

き家であるかないかはそれぞれの自治体に任され

てると。それでよろしいんですか。 

○分科会長（西田  真） はい、どうぞ。 

○建築住宅課長（山本 正明） 出だし、先ほど言い

ました、区長さん通じてお願いして、出た数字だと

いうことは理解していただきました。ほな、全部が

それが危険じゃないんかという言葉を今、言われた

んですけど、一応出てきたもの全て、一つのうち、

物件は全て職員、現地を確認して、外観からしか、

ちょっと勝手に、個人の家でございますので、外観

からしか見れないんですけど、当然、外観見れば、

ある程度状況が、客観的な見た目の安全度というの

はある程度見えてきますので。 

 そういった中で、例えば、もちろん区長さん、受

け取り方で温度差もあったとは思います。ただ空き

家で、ただ単に人が住んでへん、イコールで報告さ

れたもんも現実にはあるようですし、ですけど、外

から客観的に全物件を一応こちらで全部見た中で、

外観ではありますけども、その危険度をある程度、

基準に基づいて分類かけて、この数字が出ておると

いうものでございます。 

 区長さんには、確かに危険だと思われるものとい

うお願いはしておるんですけども、現実論はいろん

な、もうほんまにきれいなやつも出ているのもあり

ますし、いうのは現実論あります。 

 ただ、全数値の空き家を把握、それにこしたこと

はないんですけども、現実論、今の体制の中におい

てそこまでするとこの、あくまでも方向性が、利活

用というのが一つありますので、それは利活用は利

活用の部分で動いとる部分がありますけども、うち

としては、今、現時点、法的に全部調べて把握しな

ければならないというところは、これはどこにもな

いと思いますけど、だからいいというんじゃないで

すけども、今できることは危険度を、とにかく危険

度の高い空き家を優先的に、できるところから手だ

てをしていくという形で今、考え方としては動いと

ると。当然、限られた予算ということもございます

ので、そういうようなことの中で、危険度の高いと

ころから優先的にどんどんかけとるということで、

建築住宅としましては、除却の関係、既に４件、除

却補助を出した、代執行を１戸やった、５つは手を

出してやっております。 
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 自分たちが言うのも変ですけど、ある程度頑張っ

て取り組んどるという自負も持っております。但馬

でこんだけ動いとるとこは、もうぶっちゃけて、言

葉は悪いですけども、よそよりも可能な限り、危険

なものだけは何とか。ただ、予算とか人員的なこと

もございますので。調査でもかなり１件１件のやつ、

手だてするとなると手間がかかりますので、可能な

限り頑張って、今はやっていってる、危険なものを

最優先に。ことしも今、段取り、動いておりますけ

ども、そういった考え方でこれからも一応やろうと

いうことで、あえて全部の把握というところを、今

やりますというようなことは、ちょっと申し上げれ

ないというところでございます。 

○分科会長（西田  真） 奥村委員。 

○委員（奥村 忠俊） 全部が全部、調べるかどうか

いうようなことも、大変な作業だと思うんですけど

ね。普通の目で見ても、区長さんでなくても、自分

が住んでる地域をぱっと見ただけで、どことどこが

あいてるかいうのは、僕らはわかるんですよ。そう

すると、数が物すごい数になるなというふうに思う

わけでね。ですから、やっぱりそういったものは正

確に把握するということは非常に大事だと思いま

す。 

 来年、またその結果が出ますのでね、またそれを

見させていただきたいと思いますけども。 

○分科会長（西田  真） 国勢調査いうのか。 

○委員（奥村 忠俊） 国の、ああ、ごめんなさい、

国のね。それが出るのをまたみたいと思うんですけ

ども。 

 とにかく危険空き家を放置しとくと、本当にその

まま崩れるようなことになっちゃっていうのは、誰

もが思ってるわけですから、その点、非常に、今は

よく関知していただきたいと思います。 

 委員長、これはもう要望ですわ、はい。 

○分科会長（西田  真） 答弁はよろしいか。 

○委員（奥村 忠俊） はい、よろしいです。 

○分科会長（西田  真） ほかにありませんか。よ

ろしいか。 

 福田副委員長。 

○委員（福田 嗣久） 済みませんな、時間使わせま

して。 

 但馬空港のターゲット７０で、昨年度が６６．

５％の搭乗率ですね。これは、ほんで飛行機が変わ

ってるわな。５月かいな。サーブからＡＴＲ。今年

度でターゲット７０、７０％の搭乗率ですると、何

人乗ったら７０になるのか。大体で結構ですので。 

○分科会長（西田  真） はい、どうぞ。 

○都市整備課長（冨森 靖彦） 今、目標といたしま

しては４万２，０００人ということで、目標をして

おります。 

○委員（福田 嗣久） 目標をね、はい。 

 これでターゲット７０をクリアするんですか。 

○都市整備課長（冨森 靖彦） 済みません、訂正さ

せていただきます。４万６，６００です。済みませ

ん。 

○委員（福田 嗣久） ４万６，０００、はい、４万

６，６００人が目標。 

○都市整備課長（冨森 靖彦） はい、で、今年度。 

○委員（福田 嗣久） さっき私が言った、７０はク

リアすると。 

○都市整備課長（冨森 靖彦） そうですね、はい。 

○委員（福田 嗣久） ああ、なるほど。はいはいは

いはい。目標、７０。はい、わかりました。よろし

い、結構です。 

 それでいくと……。 

○分科会長（西田  真） 福田副委員長。 

○委員（福田 嗣久） ああ、ごめんなさい。それで

いくと、先ほど奥村さんが言っておられた補助金の

件で、この４万６，６００人になるとしてどれくら

いになるんかな、さっきの７，１５７万６，０００

円が。これもきちっとした数字は言えないか。 

○分科会長（西田  真） はい。 

○都市整備課長（冨森 靖彦） ４万６，６００とい

うのは但馬空港全体の利用ですので、豊岡市でいき

ますと、但馬で２万４，０００、豊岡市で今、１万

９，４００ぐらいでしたか、の目標として、１万９，

４４０人の目標としております。 

○委員（福田 嗣久） 本市でね。 
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○都市整備課長（冨森 靖彦） はい。 

○委員（福田 嗣久） 但馬で２万６，０００余。 

○都市整備課長（冨森 靖彦） ２万４，０００人で

す。 

○委員（福田 嗣久） ２万４，０００人、はい。 

○都市整備課長（冨森 靖彦） はい。 

○委員（福田 嗣久） ４万６，０００になるのか。

４万３，４４０しかない。暗算やで、それは。 

○都市整備課長（冨森 靖彦） 済みません。 

○分科会長（西田  真） どうぞ。 

○都市整備課長（冨森 靖彦） 何回も訂正して済み

ません。 

 就航率とかの関係もありますので、済みません、

目標人数としては４万８，０００人です。（「また

違うやろ」と呼ぶ者あり） 

 済みません、４万８，０００人です。 

○委員（福田 嗣久） ４万８，０００人。 

○都市整備課長（冨森 靖彦） はい。 

 ４万８，０００人で、一応、豊岡市の目標としま

しては１万９，４４０人です。これは先ほど言った

とおりです。 

○委員（福田 嗣久） 但馬が２万４，０００人。 

○都市整備課長（冨森 靖彦） 但馬が２万４，００

０人です、全体で、はい。 

○委員（福田 嗣久） よろしいか。 

○都市整備課長（冨森 靖彦） はい。 

○分科会長（西田  真） 福田副委員長。 

○委員（福田 嗣久） ４万８，０００人、目標で、

ターゲット７０をクリアするということでよろし

いんかな。 

○都市整備課長（冨森 靖彦） そうです。 

○委員（福田 嗣久） はい、わかりました。 

 もう一つ。先ほど山本課長が言っておられた、住

宅の空き家の問題ですけれども、本会議でも聞かせ

てもらった、区長さんの調査というのは、全部か知

らんけども、私どもの資母コミュニティでは出とる

んだ、こうしてな。ほんで、出てて、これを区長さ

んが皆、集められてコミュニティに預かって、コミ

ュニティがトータルした数量で、これ一遍見せてあ

げる。見といて。（発言する者あり） 

 これでいくと、但東町の３分の１の資母地区で１

５０上がっとる。ということは、豊岡が去年で出し

ておられる危険空き家、特定空き家も含めて１５６

軒上げておられますんで、今申し上げたように、但

東町の資母地区だけで１５０軒が、こうして区長さ

んの調査で上がってるんで、口頭でとやかく言うよ

りも、こうして上がってるので、一遍そちらで見て

いただいたらどうかな思うんで。これ私の。せっか

くの資料だからな。はい、どうぞ。答弁はええんで。

それ正式なやつでな、私がいただいた分なんで。 

 以上です。 

○分科会長（西田  真） ほかにありませんか。 

 伊藤委員。 

○委員（伊藤  仁） まず、２９ページで、豊岡中

央駐車場が極端に売り上げが減ったと、さらっと言

われたんだけど、要因はなんでしょう。 

○分科会長（西田  真） 何ページですか。 

○委員（伊藤  仁） ２９ページ、駐車場の利用料

金が極端に下がったみたいに言いながら、理由を述

べなかったので、述べてほしいのと、今度、１１５

ページ、バスの助成なんですけれどもね、地方バス

等公共交通維持確保対策費用。どの路線にどんだけ

のお金を出しているという一覧表なんかが出せる

のか出せないのか、あるのかないのか。ほんで、そ

の上に出てる委託料のバス運行管理業務、これとリ

ンクしてる分はあるのかないのか、そのあたりがさ

っぱり、合計金額でぽんぽんと書かれてるんで。毎

回説明はしてるんですけどね。この内容について、

全然見たことがないんで、そういった資料がいただ

けたらなというふうに思っております。 

 それと、３１３ページの除雪費絡みなんだけども、

ことしは少な目で、１億２，０００万円で済んだと

いうことですけど、これは業者に委託するわけでも

ないんでしょうし、距離で、どのようにしてこの支

払いをしてるのかね。例えばおたくの土建屋さんに

は１０キロを担当してもらってるから。どういった

形で、この１億２，０００万円の計算になっている

のかね、そのあたりを教えてやってください。以上、
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３点。 

○分科会長（西田  真） 冨森課長。 

○都市整備課長（冨森 靖彦） 先ほどの中央駐車場

の減収の関係なんですが、一昨年度から昨年度に比

べまして、一般の利用者というのも減っております

し、定期駐車というのも減っております。 

 具体的に言いますと、一般の利用者、これは延べ

の利用台数ですが、ちなみに２０１７年度が４，８

１３台の利用台数がありました。これが昨年度は３，

０５５台の利用になっておりますし、定期駐車、こ

れも毎月ごとに定期駐車の台数をカウントして、そ

れをずっと延べで足していくんですが、契約台数と

いたしましては、毎月の延べ台数を足したものが一

昨年度は１，７１６台でしたのが、昨年度は１，３

９８台と、ちょっと大幅に減っております。 

 ちょっと原因までは調査なり考察はしておりま

せんが、現状としてはそういう状況です。 

 近くの銀行さんなんかも、結構、ｅ通勤というか、

公共交通で通われているというようなこともあっ

たりするんで、そんなこともあるのかなと、ちょっ

と予測ですが、そういうものも一つの原因じゃない

かというふうには思っております。 

 それから、１１５ページの下から２行目の地方バ

ス公共交通維持確保対策費というのは、これはあく

までも路線バスに対する補助金です。全但バスに対

する補助金ということで、どの路線にというのは、

今回の議会の決算に係る議員要求資料ということ

で村岡峰男議員にも提出者させていただいている

んで、それと同じものを出すことは可能ですので、

はい。出させてもらったらいいですか。（「はい」

と呼ぶ者あり）はい。 

 あすでもよろしいですか。（「はい」と呼ぶ者あ

り） 

○分科会長（西田  真） そしたら、委員全員に。 

○都市整備課長（冨森 靖彦） はい、お渡しさせて

いただきます。 

 それから、もう１点、その五、六行上の業務委託

料のバス運行管理業務の委託料５，２６８万１，３

２０円、これにつきましては、あくまでもイナカー

の運行業務委託ですので、さっきの路線はまた別物

です。以上です。 

○分科会長（西田  真） 伊藤委員、よろしいか。 

○委員（伊藤  仁） もう一つ。 

○分科会長（西田  真） ああ、もう一つ。 

 じゃあ、除雪ですね。 

 はい、どうぞ。 

○建設課参事（井垣 敬司） 除雪の精算といいます

か、支払いについてなんですけども、当初、２日間

程度動いていただいたらどうなるかというふうな

ことの内容と、まずは２日間程度動いていただいた

らどうなるかというふうな積算をいたしまして、そ

れで業者の方に見積もっていただいております。そ

れが予定価格を下回るという言い方になろうかと

思うんですけど、でありましたら契約をさせていた

だいてます。その契約が、説明の中にもありました

けど、９８契約お願いしておりまして、あとは実質

動いていただいた時間で、時間数を掛けて精算させ

ていただいて、お支払いをさせていただいていると

いうところでございます。 

○分科会長（西田  真） 伊藤委員、どうぞ。 

○委員（伊藤  仁） なら、もう除雪につきまして

は、時間単価をまず出す。何か時間単価を先に市と

契約しといて、あと動いた時間を届け出して請求す

るという形でよろしいんでしょうか。 

○分科会長（西田  真） はい、どうぞ。 

○建設課参事（井垣 敬司） おっしゃるとおりで、

あと細かい話になってきますと、待機料ですとかと

いうこともございます。先ほど申し上げましたよう

に、基本的には動いていただいてる時間がふえれば

ふえるほど委託料がふえていくという形でござい

ます。 

○分科会長（西田  真） 伊藤委員。 

○委員（伊藤  仁） 駐車場のほうがね、ちょっと

減りぐあいがね、２割、３割というような収入減で

すよね。自然減でこんだけの減りようがあるのかな

と思うんですけど、やはりそれぐらいのことしかわ

かりませんか。 

○分科会長（西田  真） はい、どうぞ。 
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○都市整備課長（冨森 靖彦） ちょっと先ほども言

いました、民間さんの公共交通の利用であるとか、

あと周辺に結構、タイムズさんとかの駐車場とかも

できてますんで、ちょっと利用勝手がどの程度なの

か、ちょっとわかりませんけど、そちらに流れてる

部分もあるのかなという、ちょっと本当に私の感じ

る部分での返答しかできませんが、ちょっとそんな

状況です。 

○委員（伊藤  仁） まあ、よろしいです。 

○分科会長（西田  真） ほか、ありませんか。よ

ろしいか。よろしいね。（「はい」と呼ぶ者あり） 

 それでは、質疑を打ち切ります。 

 都市整備部の職員については、退席いただいて結

構です。お疲れさまでございました。 

 暫時休憩します。 

午後５時１２分 分科会休憩 

──────────────────── 

午後５時１５分 分科会再開 

○分科会長（西田  真） それでは、建設経済分科

会を再開いたします。 

 それでは、第８７号議案、平成３０年度豊岡市一

般会計歳入歳出決算の認定についてを議題といた

します。 

 次は、上下水道部に関する審査です。 

 それでは、水道課、下水道課の順に説明願います。 

 なお、説明に当たっては、必要に応じて資料のペ

ージ番号をお知らせください。 

 説明は、歳出、続いて所管に係る歳入、最後に財

産調書の順で、一括してよろしくお願いしたいと思

います。 

 質疑は全体の説明が終わった後に一括して行い

たいと思いますので、よろしくお願いします。 

 それでは、まず、歳出について、歳入、一括で、

ずっとお願いします。よろしくお願いします。 

 水道課、岡田課長。 

○水道課長（岡田 光美） それでは、第８７号議案、

平成３０年度豊岡市一般会計歳入歳出決算の認定

についてご説明いたします。 

 この大きいほうの決算書の２４１ページをごら

んください。大きいほうです。一般会計ですので、

大きいほう、太い。２４１ページをごらんください。 

 一番右側、備考欄の一番下から３段目です。水道

事業会計負担金３億７，５５３万５，９６４円は、

総務省繰出基準等に基づく水道事業会計への負担

金で、企業債の元利償還金に対する負担金、それか

ら政策料金に係る料金不足等が主なものでござい

ます。 

 続きまして、５９ページをごらんください。５９

ページの、これも一番右側の備考欄の中段あたりに

水道事業会計繰入金というのがありますが、この繰

入金７０万円は、２９年度水道事業会計決算に係る

利益剰余金処分額を奨学基金に積み立てたもので

ございます。 

 以上で水道事業関係の一般会計決算の説明とさ

せていただきます。ご審議のほどよろしくお願いい

たします。 

○分科会長（西田  真） 何もないの。（「はい」

と呼ぶ者あり） 

 歳入もないの。（「はい」と呼ぶ者あり）財産調

書もない。ないの。はい。 

 それでは、下水道課、石津課長。 

○下水道課長（石津  隆） 同じく一般会計の決算

書３２７ページをごらんください。第８７号議案、

平成３０年度豊岡市一般会計歳入歳出決算認定に

ついてのご説明をいたします。 

 下から２段目の欄になります。下水道会計……

（「何ページだった」と呼ぶ者あり） 

○分科会長（西田  真） ３２７。 

○下水道課長（石津  隆） ３２７ページの下から

２段目の欄になります。備考欄で、下水道事業会計

負担金２７億９，５８０万４，０００円につきまし

ては、総務省繰出基準等に基づく下水道事業会計へ

の負担金として、雨水処理負担金、高資本対策に要

する経費、企業債の元利償還金に対する交付税措置

分、政策料金に係る料金不足額などが主なものでご

ざいます。 

 なお、下水道事業会計負担金の算出誤りにつきま

しては、６月議会において、令和元年度の補正予算
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及び過年度繰出し分の返還を令和元年度の予算で

やっておりますので、平成３０年度決算におきまし

ては修正前の金額のままとなっておりますので、ご

了承いただきますようよろしくお願いいたします。 

 以上、一般会計の下水道に関する部分につきまし

て説明とさせていただきます。よろしくお願いしま

す。 

○分科会長（西田  真） 説明は終わりました。 

 質疑はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○分科会長（西田  真） それでは、質疑を打ち切

ります。 

 討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○分科会長（西田  真） 討論を打ち切ります。 

 お諮りいたします。本案は、認定すべきものと決

定してご異議はありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○分科会長（西田  真） ご異議なしと認めます。

よって、第８７号議案は、認定すべきものと決定い

たしました。 

 ここで建設経済分科会を暫時休憩いたします。 

午後５時２０分 分科会休憩 

──────────────────── 

午後５時２０分 委員会再開 

○分科会長（西田  真） それでは、建設経済委員

会を再開いたします。 

 それでは、まず、報告第１８号、放棄した債権の

報告について、上下水道部の説明をお願いします。 

 岡田水道課長。 

○水道課長（岡田 光美） ２７ページをごらんくだ

さい。 

○分科会長（西田  真） ナンバー１の２７ページ。 

 はい、どうぞ。 

○水道課長（岡田 光美） 報告第１８号、放棄した

債権の報告について、水道事業会計分をご説明いた

します。 

 豊岡市債権の管理に関する条例の規定に基づき

放棄したもので、徴収不能と判断した債権について、

平成３０年度末に放棄を行いました。 

 内容は、本会議で部長が説明したとおりですが、

本日お配りしました資料で、もう少し詳しく説明し

たいと思います。 

 お配りしました資料をごらんください。１ページ、

２ページに、放棄した債権の全て、８５水栓につい

て記入しております。また、放棄した根拠ごとに分

けて整理しておりますので、ごらんください。 

 ３ページに、金額の大きいもの３つ程度を抽出し

まして、その内容を記載しております。 

 例えば３ページの一番上の表をごらんください。

根拠は行方不明ですが、その横にＨ３０－０１４と

書いてますのは、１、２ページの一番左側のナンバ

ーに相当するものでございます。例えばこの０１４

というのは、１ページの上から１４番目の債権とい

うようなことでご理解いただけたらと思います。平

成１９年７月から平成２０年１月分までの７カ月

分について滞ったものでございます。合計２４万８，

９２４円ということで、その内容が、平成１８年６

月に、それまで口座振替されてたものを納付書払い

にしてほしいという申し出がございました。納付書

払いにしたところ、入金がこの日から遅れぎみにな

りました。平成２０年１月１１日、閉栓の申し込み

がありまして、閉栓を受け付けました。このときに

は、既にお店は閉店していたようでございます。平

成２０年３月１１日に、支払いがなかったので、東

大阪簡易裁判所に支払督促の申し立てを行いまし

た。同年３月３１日に仮執行宣言の申し立てを行い、

４月７日に正本を受け取りました。６月２５日に支

払い要求をしましたが、回答もなく、何の支払いも

ありませんでした。それ以降、登記簿住所に郵便物

を送るんですが、届かなくて返ってきます。その登

記簿にも閉鎖記録もなくて、何もできない状態が続

き、平成３０年４月に１０年を経過したものでござ

います。 

 というようなことで、２番目の表が死亡に対して

の例、それから３つ目、一番下が倒産というような

ことで書かせていただいております。 

 一応こういう法的措置をとりながらも、一生懸命
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頑張っております。今後とも滞納が生じないように

取り組むとともに、生じた滞納については適切に管

理し、徴収に努めてまいりたいと思います。 

 報告の説明は以上でございます。 

○分科会長（西田  真） 説明は終わりました。 

 質疑、意見はありませんか。 

○委員（伊藤  仁） ちょっと質問だけ、いいです

か。 

○分科会長（西田  真） はい、どうぞ。伊藤委員、

どうぞ。 

○委員（伊藤  仁） ちょっと行方不明で今、説明

をいただいたんですけれども、２０年１月１１日に

店を閉店してると。そして、今度は２０年３月の１

１日に、なぜ東大阪簡易裁判所になったのか、その

あたりを説明できますか。 

○分科会長（西田  真） はい、どうぞ。 

○水道課長（岡田 光美） 登記簿住所にある、本店

なのか支店なのかわかりませんけども、そこの簡易

裁判所に申し立てたということでございます。 

○分科会長（西田  真） 伊藤委員。 

○委員（伊藤  仁） ですと、地元の、そのもとも

との業者というか、ではなかったということでよろ

しいでしょうか。 

○水道課長（岡田 光美） 詳しくは私もちょっとわ

からないんですけども、豊岡で開かれたお店でござ

います。 

○委員（伊藤  仁） わかりました。結構です。 

○分科会長（西田  真） よろしいか。 

○委員（伊藤  仁） はい。 

○分科会長（西田  真） ほかにありませんか。 

 岡本委員。 

○委員（岡本 昭治） 特記事由の中で、行方不明、

死亡、以下、転出まであるんですけども、この転出

というのは、豊岡からどっかに行かれたいう意味で

しょうね。それは行方不明とはちゃうんですか。た

だ転出されて、相手はまだわかっているんでしょう

か。 

○分科会長（西田  真） はい、どうぞ。 

○水道課長（岡田 光美） 最終的には同じようなこ

とになると思いますが、転出という場合は、住所を

持って出られておりまして、市民課のほうに多分、

届け出をされて出ておられると思います。 

 ただ、我々はその情報がわからないので、多分、

いろんなところで聞くんですが、多分教えていただ

けないでしょうし、多分今はそれも難しい状況なの

かなと思っております。 

 私どもにいただいている届け出の資料から、転出

された場合は探していくんですけども、最終的には

ほとんど行方不明と同じという状況になります。以

上です。 

○分科会長（西田  真） 岡本委員。 

○委員（岡本 昭治） そしたら、現在は不明までは

いかないけども、段階であって、転出の段階という

ことで、将来的っていうとおかしいですけども、不

明になってしまう可能性が高いということでよろ

しいんですね。 

○分科会長（西田  真） はい、どうぞ。 

○水道課長（岡田 光美） 行方不明の場合は、いき

なり何もかも、届け出もなく、出られてしまうので、

その辺が転出とはちょっと違うという扱いをして

おります。以上です。 

○分科会長（西田  真） 岡本委員。 

○委員（岡本 昭治） なら、転出は相手の居場所は

わかってるけども、処理できないというか、そうい

うことですね。 

○分科会長（西田  真） はい、どうぞ。 

○水道課長（岡田 光美） 転出も１回ではなくて転

出先からさらに転出されたというふうなことにな

りますと、追っていけないというような状況になり

ます。以上です。 

○委員（岡本 昭治） はい、わかりました。 

○分科会長（西田  真） よろしいか。 

○委員（岡本 昭治） はい。 

○分科会長（西田  真） ほかにありませんか。よ

ろしいか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○分科会長（西田  真） それでは、質疑等を打ち

切ります。 
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 特にご異議がなければ、報告第１８号は、了承す

べきことに決定したいと思いますが、ご異議はあり

ませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○分科会長（西田  真） 特にご異議がありません

ので、報告第１８号は、了承すべきことに決定いた

しました。 

 次に、第９６号議案、平成３０年度豊岡市水道事

業会計決算の認定についてを議題といたします。 

 当局の説明を求めます。 

 岡田水道課長。 

○水道課長（岡田 光美） 第９６号議案、平成３０

年度豊岡市水道事業会計決算の認定についてご説

明いたします。 

 なお、本議案につきましては、議案書をお配りし

た後にキャッシュフロー計算書の一部に誤りが見

つかり、議員の皆様方にご不審を抱かせる事態にな

りました。今後はこのようなことがないよう、再発

防止に取り組んでまいります。大変申しわけござい

ませんでした。 

 それでは、公営企業会計決算書、今度は細い方の

決算書をごらんください。 

 ４ページ、５ページをごらんください。収益的収

入及び支出について説明します。５ページの決算額

の欄の１行目、収入が２４億６，８９６万４，２２

４円、下の表の決算額の欄の１行目、支出が２１億

４，５５６万４，５２９円になりました。 

 １ページめくっていただいて、６ページ、７ペー

ジをごらんください。資本的収入及び支出について

説明いたします。７ページの決算額の欄の１行目、

ちょうど表の真ん中の欄になります。収入が５億７，

２０４万２５９円、下の表の決算額の欄の左から２

列目になりますが、その１行目、支出が１５億２，

７６６万８，８４６円となりました。不足分は、欄

外に記載しておりますとおり、当年度分消費税及び

地方消費税資本的収支調整額及び過年度分の損益

勘定留保資金で補填しております。 

 ８ページ、９ページの損益計算書をごらんくださ

い。９ページの下から３行になりますが、当年度純

利益は２億７，４４６万４，９８１円で、前年度繰

越利益剰余金と合わせた当年度未処分利益剰余金

は、一番下の１１億７，２６６万５，８５８円とな

りました。 

 １０ページ、１１ページをごらんください。先ほ

ど説明しました未処分利益剰余金は、上の表の左か

ら３列目の一番下の欄に１１億７，０００幾らと書

いてございますので、ご確認ください。 

 下段の剰余金処分計算書についてですが、第６７

号議案として今議会に提案させていただいており

ますので、あすの委員会で説明させていただく予定

でございます。 

 １２ページ、１３ページの貸借対照表をごらんく

ださい。１３ページの３番、固定負債の企業債と４

番の流動負債の企業債、これを合わせますと１２１

億３，６４７万２，２７５円と、企業債の合計にな

ります。昨年度からは約３億９，０００万円の減と

なっております。 

 １４ページの豊岡市水道事業報告書をごらんく

ださい。総括として記載しておりますが、総配水量

は前年比０．７％減の１，２７０万７，０００立方

メートル、有収水量は２．３％減の１，０４８万１，

０００立方メートル、有収率は８２．４８％と、前

年度より１．３６ポイント低下しました。 

 建設改良事業では、老朽化した設備の更新や配水

管等の布設替を施工しており、主なものとして鬼神

谷浄水場の動力制御盤等の更新、大見塚配水池・受

水池、城山配水池の耐震化及び岩中浄水場改築に向

けた詳細設計を実施しております。また、城崎港給

水区配水施設整備事業につきましては、引き続き送

水管の布設替工事を実施しております。 

 １６ページから２８ページまでにはそれぞれの

工事等の記録を掲載しておりますので、ご清覧くだ

さい。 

 続きまして、２９ページをごらんください。キャ

ッシュフロー計算書でございます。業務活動、投資

活動及び財務活動によるキャッシュフローに区分

して表示しており、各業務による増減はそれぞれ末

尾に記載しております。 
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 業務活動では１１億７，３０４万８円のプラス、

投資活動では３億９，２４５万３，８５９円のマイ

ナス、財務活動では３億５，５５６万９，１０９円

のマイナスとなり、３０年度は４億２，５０１万７，

０４０円の資金増加となりました。 

 ３０ページをごらんください。収益費用明細書に

ついて、主なものをご説明いたします。ここからは

金額を１，０００円単位でまとめさせて報告させて

いただきます。 

 まず、営業収益でございます。営業収益では、水

道料金、金額の上から４行目、１６億３，８４１万

３，０００円。それから営業外収益、これは金額の

中ほどになりますが、一般会計補助金というものが

ございます。２億８，８１９万５，０００円。それ

から、その５行下になりますが、長期前受金戻入２

億９，２７３万５，０００円が主なものでございま

す。 

 ３１ページをごらんください。水道事業費用でご

ざいます。全体で２０億５，８２７万９，０００円

となりました。これの上から３行目、原水及び浄水

費の営業費用が２億３，３９３万７，０００円。人

件費、運転管理業務等の委託費、水質検査等の手数

料、電力料金、薬品費が主なものでございます。 

 それから、ずっと下、配水及び給水費というもの

がございます。１億８，８７３万９，０００円は、

人件費のほか、３２ページにも書いておりますが、

施設維持管理業務等の委託費、施設等の修繕費、電

力料金が主なものでございます。 

 それから、３２ページの中段になりますが、総係

費１億７，５０５万５，０００円で、人件費、それ

から通信運搬費、料金等賦課徴収業務などの委託料、

料金の口座振替等の手数料が主なものでございま

す。 

 ３３ページをごらんください。上段あたりに、こ

の減価償却費というものがございますが、１１億９，

６５１万円は営業費用の約３分の２を占めており

ます。それから、固定資産の除却に係る資産減耗費

は８８９万５，０００円、営業外費用は企業債に係

る支払い利息、ダム管理費が主なものでございます。

特別損失は、過年度料金等の還付が主なものでござ

います。 

 それから、ずっと飛んで、４８ページをごらんく

ださい。資本的収支明細書について説明いたします。

資本的収入は５億７，２０４万円となりました。内

訳は、企業債４億３，５８０万円、一般会計出資金

３，５４２万３，０００円、一般会計負担金９，０

４３万７，０００円、工事負担金４６４万１，００

０円、県補助金５７１万９，０００円、固定資産売

却代金２万１，０００円です。 

 資本的支出は１５億２，７６６万９，０００円と

なりました。建設改良費の工事請負費は、資本的収

入のちょうど中段ぐらい、真ん中あたりになります

が、工事請負費で５億８，６９０万１，０００円で、

給配水管布設替及び施設設備の工事請負費が主な

ものでございます。一番下の企業債償還金は、企業

債の償還元金で８億２，６０９万２，０００円とな

っております。 

 以上で水道事業会計決算の説明とさせていただ

きます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

○分科会長（西田  真） 説明は終わりました。 

 質疑、意見等はありませんか。 

○委員（岡本 昭治） いいですか。 

○分科会長（西田  真） はい、岡本委員。 

○委員（岡本 昭治） ちょっと教えてください。１

３ページです。この中に、５番の繰延収益の中の長

期前受金というのがすごい金額があるんですけど

も、これちょっと済みません、意味を教えていただ

けたらありがたいんですが。 

○分科会長（西田  真） どうぞ。 

○水道課長（岡田 光美） 長期前受金、なかなか理

解しにくい言葉なんですけども、事業をするときに

補助金をいただいてきます。その補助金を入れるん

ですが、それが減価償却に伴って年々繰り入れられ

ることになります。そういったお金でございます。 

 何かわかったようなわからないようなことで、よ

ろしいでしょうか。 

○委員（岡本 昭治） はい、また聞かせてもらいま

す。 
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○分科会長（西田  真） よろしいか。 

○委員（岡本 昭治） はい、済みません。 

○分科会長（西田  真） ほかにありませんか。よ

ろしいか。（「はい」と呼ぶ者あり） 

 それでは、質疑を打ち切ります。 

 討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○分科会長（西田  真） 討論を打ち切ります。 

 お諮りいたします。本案は、認定すべきものと決

定してご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○分科会長（西田  真） ご異議なしと認めます。

よって、第９６号議案は、認定すべきものと決定し

ました。 

 続きまして、第９７号議案、平成３０年度豊岡市

下水道事業会計決算の認定についてを議題といた

します。 

 当局の説明を求めます。 

 石津下水道課長。 

○下水道課長（石津  隆） 第９７号議案、平成３

０年度豊岡市下水道事業会計決算の認定について

ご説明いたします。 

 先ほどの、薄いほうの決算書の５４ページ、５５

ページをごらんください。 

 収益的収入及び支出の決算額としまして、収入が

６０億７，２５３万６１７円、支出が５３億３，３

８１万８，９６７円となりました。 

 次のページになります。５６ページ、５７ページ

をごらんください。資本的収入及び支出ですが、決

算額で収入が２４億３，２５１万３，５００円に対

し、支出が５０億８，７３４万３，６６４円となり、

不足しております部分につきましては、欄外に記載

しておりますとおり、当年度分損益勘定留保資金等

で補填をいたしております。 

 続きまして、５８、５９ページの損益計算書をご

らんください。５９ページ中段になりますが、当年

度の純利益は６億８，８３９万９，６８６円で、前

年度繰越利益剰余金と合わせた当年度未処分利益

剰余金は１７億９，７６８万２，１４１円となりま

した。 

 次のページの中段以降、平成３０年度豊岡市下水

道事業剰余金処分計算書（案）をごらんください。

今議会におきまして、第６８号議案としまして提案

しておりますが、当年度未処分利益剰余金１７億９，

７６８万２，１４１円のうち６億７，７９１万５，

６３０円を減債積立金に積み立てした後、取り崩し、

自己資本金へ１２億１，５０５万９，８９９円を組

み入れ、残余の５億８，２６２万２，２４２円を繰

越利益剰余金として翌年度へ繰り越すことといた

しております。 

 少し飛びまして、６４ページ。平成３０年度豊岡

市下水道事業報告書の欄をごらんください。総括事

項といたしまして記載をしておりますが、平成３０

年度の総処理水量は１，０４４万５，０００立方メ

ートル、うち有収水量が８９３万６，０００立方メ

ートルで、有収率は８５．６％となっております。

処理区域につきましては、新たに豊岡処理区で０．

２９ヘクタール、日高処理区で０．０４ヘクタール

の供用を開始しましたことによりまして３，０９６

ヘクタールとなりました。処理区内人口は８万８６

８人となり、下水道事業の普及率は９９．３％とな

っております。水洗化の状況につきましては、水洗

化率９３．７％になっております。 

 建設改良事業につきましては、効率的な生活排水

処理体制の確立に向けて処理場の統廃合をするた

め、改築事業を進めており、奈佐、上郷、切浜汚水

調整池事業は既に完成し、ポンプ場としての機能を

稼働しております。 

 このほか、豊岡、城崎、但東地区においては、農

業集落排水施設の機能強化工事を実施しておりま

す。 

 なお、統廃合事業及び長寿命事業のうち７億７，

２００万６，０００円につきましては、翌年度に繰

り越しをいたしております。 

 工事等の内訳につきましては、６６ページから７

７ページに記載をしておりますので、ご清覧くださ

い。 

 ８１ページをごらんください。キャッシュフロー
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計算書でございますが、１の業務活動によるキャッ

シュフローでは２６億６，０２３万２３９円のプラ

ス、投資活動は４億４，４１５万８，７５８円のマ

イナス、財務活動も１７億７，０３９万６，９７５

円のマイナスとなっており、当年度としましては４

億４，５６７万４，５０６円の資金増加となりまし

た。 

 続きまして、次のページ、８２ページをごらんく

ださい。収益費用明細書について、主なものを説明

いたします。 

 なお、ここからは金額を１，０００円単位で報告

させていただきます。 

 下水道事業収益では５９億４，７４０万円、対前

年度比０．７％の増加となっております。営業収益

では、下水道使用料１６億４８８万７，０００円、

対前年比１．２％の減となりました。雨水処理及び

し尿処理に係る他会計負担金２億９０２万６，００

０円、営業外収益では汚水処理に係る一般会計補助

金２５億８，３９８万１，０００円、長期前受金戻

入１５億３，４４９万７，０００円などが主なもの

でございます。 

 ８３ページの下水道事業費用につきましては５

２億５，９００万円で、対前年度比約１．５％の減

となっております。営業費用の管渠費では１億４，

２２２万５，０００円で、人件費、施設維持管理業

務等の委託料、施設等の修繕費、電力料などが主な

ものであります。ポンプ場費は２，３５７万５，０

００円で、人件費、施設点検整備業務等の委託料が

主なものであります。 

 ８４ページをごらんください。処理場費は７億２，

４０４万９，０００円で、人件費、処理場運転管理

費や汚水処理業務の委託料、機械設備の修繕費、電

気料、薬品費などが主なものであります。総係費は

１億１，０４５万３，０００円、こちらも人件費の

ほか使用料徴収事務負担金などが主なものでござ

います。構築物、機械設備などの減価償却につきま

しては３２億９，１８０万６，０００円、固定資産

の除却に係る資産減耗費は１億６，９２９万４，０

００円となっております。営業外費用は７億９，３

４２万４，０００円で、企業債に係る利子が主なも

のでございます。特別損失の４１４万６，０００円

につきましては、下水道使用料の過年度還付金等で

ございます。 

 次に、少し飛びまして１１２ページをお開きくだ

さい。資本的収支明細書です。資本的収入は２４億

３，２５１万４，０００円となっております。主な

ものとしまして、企業債１６億７１０万円、国庫補

助金７億９，６１２万６，０００円、受益者負担金

８３８万８，０００円などでございます。 

 資本的支出は５０億８，７３４万４，０００円と

なっております。建築改良費の管渠施設事業費は８

億４，３３０万４，０００円で、汚水調整池関連工

事や汚水管渠布設工事などが主なものでございま

す。処理場施設事業費８億４，５６４万３，０００

円につきましては、処理場改築工事費が主なもので

あります。また、企業債償還金は３３億９，８３９

万７，０００円となっております。 

 以上、下水道事業会計決算の説明とさせていただ

きます。よろしくご審議のほどお願いいたします。 

○分科会長（西田  真） 説明は終わりました。 

質疑、意見等はありませんか。よろしいか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○分科会長（西田  真） 質疑等を打ち切ります。 

 討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○分科会長（西田  真） 討論を打ち切ります。 

 お諮りいたします。本案は、認定すべきものと決

定してご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○分科会長（西田  真） ご異議なしと認めます。

よって、第９７号議案は、認定すべきものと決定い

たしました。 

 上下水道部の職員の皆さんは退席いただいて結

構です。お疲れさまでした。ありがとうございまし

た。 

 暫時休憩いたします。 

午後５時５３分 委員会休憩 

──────────────────── 
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午後６時０５分 分科会再開 

○分科会長（西田  真） それでは、建設経済分科

会を再開いたします。 

 第８７号議案、平成３０年度豊岡市一般会計歳入

歳出決算の認定について、質疑は終了いたしました

が、討論はございませんか。 

 奥村委員。 

○委員（奥村 忠俊） 一般会計決算に対して疑義を

述べて、反対いたしたいと思います。 

 毎回申し上げておりますけれども、但馬空港発の

飛行機を利用する運賃について、いろんな補助金と

いうものがあったり、助成金というのがありますけ

れども、半分を超す大きな補助金になっているとい

うことは、これは公平性から見ても非常に不公平で

はないだろうかと、このように考えているところで

あります。 

 多くの人たちにこれを利用していただき、そして

豊岡にもたくさん来ていただくということは、非常

に大事なことでありまして、そのことに反対を、あ

るいは異議を唱えるものではありません。しかし、

正当に支払いをしていた、そして補助金にしまして

も、誰でも理解をできるような範囲内でするべきで

あると、このように考えているところでございます。

しかし、残念ながら豊岡市では、その形になってお

りません。したがいまして、今回の一般会計決算に

対しまして反対をいたしたいと思います。以上です。 

○分科会長（西田  真） ほかにありませんか。 

 伊藤委員。 

○委員（伊藤  仁） 第８７号議案、決算認定につ

いて、賛成の立場で討論申し上げます。 

 新型機が就航し、利用者も増加しているようで、

少なからず助成金の影響もあると考えます。インバ

ウンド、大交流を目指す豊岡市としましては、必要

かつ重要な交通手段と考えております。以上のこと

から、賛成討論とさせていただきます。 

○分科会長（西田  真） ほかにありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○分科会長（西田  真） よろしいか。 

 賛成、反対の意見がありますので、挙手により採

決いたします。 

 本案は、原案のとおり可決すべきことに賛成の委

員の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

○分科会長（西田  真） 賛成多数により、第８７

号議案は、原案のとおり認定すべきものと決定いた

しました。 

 暫時休憩します。 

午後６時０９分 分科会休憩 

──────────────────── 

午後６時１９分 分科会再開 

○分科会長（西田  真） それでは、建設経済分科

会を再開いたします。 

 報告第１７号、放棄した債権の報告について（一

般会計）、第８７号議案、平成３０年度豊岡市一般

会計歳入歳出決算の認定について、分科会審査に係

る意見、要望について、ご発言があればお願いいた

します。 

 奥村委員、どうぞ。 

○委員（奥村 忠俊） 空き家対策について、豊岡市

も取り組んでいますけども、今、示されている空き

家数、特に危険空き家数というものが非常に限られ

ている状況であります。今後調査ということになっ

ておりますけども、やはり正確な数字を把握をして、

それに準じた対応を市としてする必要があるんで

はないかと、そういうふうにおりますので、その点、

意見としてつけ加えていただきたいと思います。 

○分科会長（西田  真） ほかにありませんか。 

○委員（福田 嗣久） 水道、上げようか。 

○分科会長（西田  真） 福田副委員長。 

○委員（福田 嗣久） それじゃあ私から、あれはど

こだったかな、工業団地でいいんか。 

○分科会長（西田  真） 工業団地ですね、はい。 

○委員（福田 嗣久） 豊岡中核工業団地の水道料金

について、本会議に出されておったように、今後の

課題として、見直しも含めて検討していただきたい

なと。特別料金、まあまあ、その辺。 

○分科会長（西田  真） そうですね。 

○委員（福田 嗣久） はい、お願いしたいと思いま
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す。 

○分科会長（西田  真） ほかにありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○分科会長（西田  真） それでは、ただいま出ま

した、空き家対策の分です。危険空き家を正確に調

査をしたほうがいいということで、空き家の実態調

査を、正確なものにしてくれという要望と、豊岡中

核工業団地の水道料金、特別料金でありますけど、

工業用水の料金も参考にしながら、一度、その辺も

含めて見直しも含めたらどうだろうということを

入れたいと思いますが、それでよろしいでしょうか

ね。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○分科会長（西田  真） それでは、次に、分科会

長報告についてでありますが、先ほどの意見、要望

を要約するということで、案文は正副分科会長に一

任願いたいと思いますが、ご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○分科会長（西田  真） 異議がないようですので、

正副分科会長に一任願います。 

 以上をもちまして建設経済分科会を閉会いたし

ます。 

午後６時２１分 分科会閉会 

──────────────────── 

午後６時２１分 委員会再開 

○委員長（西田  真） ただいまより建設経済委員

会を再開いたします。 

 報告第１８号、放棄した債権の報告について（水

道事業会計）、第９５号議案、平成３０年度豊岡市

太陽光発電事業特別会計歳入歳出決算の認定につ

いて、第９６号議案、平成３０年度豊岡市水道事業

会計決算の認定について、第９７号議案、平成３０

年度豊岡市下水道事業会計決算の認定について、第

９８号議案、平成３０年度豊岡市農業共済事業特別

会計決算の認定について、委員会審査に係る意見、

要望について、ご発言があればお願いいたします。 

 暫時休憩します。 

午後６時２２分 委員会休憩 

──────────────────── 

午後６時２７分 委員会再開 

○委員長（西田  真） それでは、建設経済委員会

を再開いたします。 

 先ほどの報告第１８号、第９５号議案から第９８

号議案につきまして、委員会審査に係る意見、要望

についてご発言を、あればお願いいたします。 

 福田副委員長。 

○委員（福田 嗣久） 上下水道の使用料、また、住

宅使用料金の徴収については、負担の公平性を確保

するために、しっかりと対応していただきたいとい

うことを要望したいと思います。 

○委員長（西田  真） 今、福田副委員長のほうか

ら、上下水道使用料の滞納の部分と住宅使用料の滞

納対策ですが、徴収ですね、負担の公平性をしっか

りとすべきというような意見が出ましたけど、それ

でよろしいでしょうか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（西田  真） 次に、委員長報告について

でありますが、先ほどの意見、要望を要約するとい

うことで、案文は正副委員長に一任願いたいと思い

ますが、ご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（西田  真） 異議がないようですので、

正副委員長に一任願います。 

 次回の委員会は、明日１８日水曜日です。 

 審査日程表に従いまして、報告第１５号から順に

説明、質疑、討論、表決を行います。 

 時間、場所は、午前９時３０分から、ここ第３委

員会室で行います。 

 次に、その他、委員の皆さんから特にご発言はあ

りませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（西田  真） ないようですので、以上を

もちまして建設経済委員会を閉会いたします。ご苦

労さまでございました。 

午後６時２８分 委員会閉会 

──────────────────── 


